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許可申請の主な流れ 

許可申請書・提出 

○許可要件

・経営業務の管理を適正に行うことのできる能力

▷ 一定の要件を満たし適切な経営能力がある常勤役員等がいる  （手引 PART1 P.16） 

▷ 適切な社会保険に加入  （手引 PART1 P.18） 

・専任の技術者が常勤している （手引 PART1 P.19） 

・請負契約に関する誠実性 （手引 PART1 P.21） 

・財産的基礎又は金銭的信用がある （手引 PART1 P.22） 

・欠格要件に該当しない  （手引 PART1 P.23） 

標準処理期間 約４５日 ※申請書類等に訂正・不備等がない場合

書類に不足や誤記入等があったときは審査期間が延伸します 

許可通知書・交付

■ 毎年度提出

・決算変更届  決算終了後４カ月以内に提出 （手引 PART1 P.49） 

（手引 PART２ P.107） 

■ 許可内容の変更があったときに提出

○事実発生後、法定の期限内に提出すべき書類 （手引 PART１ P.51） 

・変更届出書 （手引 PART2 P.100～） 

・常勤役員等証明書

・専任技術者証明書

・届出書

・廃業届

■ 許可の更新書類提出 ※変更届等が適正に提出されていないと更新できません

・許可期限満了３０日前までに提出 （手引 PART１ P.50） 

・許可満了３ヶ月前から受付

許可の満了 

○許可日の５年後の前日まで
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〇書類提出先

〇お問い合わせ先 

＜長野県建設部建設政策課建設業担当＞ 

TEL：  ０２６－２３５－７２９３ 

FAX：  ０２６－２３５－７４２０ 

e-mail： kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp

※書類の提出方法などの詳細は、手引 PART２の P.10 をご覧ください。

＜郵送の場合＞ 

〒３８０－８５７０ 

（※県庁専用郵便番号につき、住所記載不要） 

長野県庁建設部建設政策課建設業担当 宛 

申請書類及び確認書類等一式をそろえて郵送してください。 

必ず書留（レターパックプラス可）で郵送してください。 

封筒の表面に「建設業許可申請書在中」と朱書きしてください。 

＜窓口提出の場合＞ 

当面、手引Ｐ．１５０に記載の建設事務所総務課へ、 

申請書類及び確認書類等一式をそろえてお持ちください。 

封筒の表面に「建設業許可申請書在中」と朱書きしてください。 

なお、建設事務所では、申請書類の受付処理・審査は一切行いません。 

＜電子申請の場合＞ 

電子申請の場合は、以下ＵＲＬより申請してください。 

https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001 
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〇現地相談窓口の設置 

申請書類の作成や、必要書類等について専門家による相談会を実

施しています。 

開催スケジュール等については、以下ＵＲＬをご確認ください。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu 

/kyoka/r4gentimadoguti.html 
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１ 許可申請書作成について
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② 許可申請書類の記載要領（共通事項）

建設業許可申請書は、申請者が、建設業法に規定する許可の要件に適合しているかどうかを判断する極

めて重要なものです。誤りや記入漏れ等のないよう、正確に記載してください。この書類の作成に関し、重要な

事項について虚偽の記載があれば、許可を受けられないか、許可を受けたあとであっても許可を取り消される

ことになります。 

 なお、このような理由で許可が取り消された場合には、許可の取り消しの日から５年を経過しなければ新たに

許可を受けることができません。 

また、建設業法第１３条の規定により、許可後、許可申請書類等は公衆の閲覧に供されますので、手書きで 

記載する場合、黒のボールペンを使用し、文字は楷書で丁寧に記載してください。（パソコンでの入力も可） 

申請書類の用紙は、国土交通省及び長野県のホームページで入手してください。なお、プリントアウトした用紙

で作成する場合は、変色、破損等しないよう保存に耐えられる紙質の用紙を用いてください。 

(1) □□□□で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、か

つ、カラムからはみ出さないよう記入してください。

カラムに数字を記入する場合は、例えば□0 □0 □1 □2 のように右詰で、文字を記入する場合は、例えば

□Ａ □建 □設 □工 □業 □・ □・ のように左詰めで記入してください。

(2) 「商号又は名称」及び「代表者又は個人の氏名」の「（フリガナ）」欄は、カタカナで記入し、その際、濁点

及び半濁点を含む文字はギ パのように１文字として扱います。

なお、「代表者又は個人の氏名」のフリガナは、姓と名の間に１カラム空けてください。

《記 載 例》 □Ａ □ケ □ン □セ □ツ □コ □ウ □ギ □ﾖ □ウ

  □ナ □ガ □ノ □ □タ □ロ □ウ

《該当箇所》 建 設 業 許 可 申 請 書 項番□0 □6  □0 □8

 変 更 届 出 書 項番□3 □7  □3 □9

(3) 「氏名」欄は、姓と名の間に１カラム空けて左詰めで記入してください。

《記 載 例》 □長 □野 □・ □太 □郎 □・ □・  

《該当箇所》 建 設 業 許 可 申 請 書  項番□0 □9  

経 営 業 務 の管 理 責 任 者 証 明 書 項番□2 □0  □2 □1  

専任技術者証明書（新規・変更）  項番□6 □3

変  更  届  出 書 項番□4 □0  

届 出 書 項番□5 □2 □5 □3

① 作成にあたって
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(4) 経営業務の管理責任者、専任技術者等の「フリガナ」欄は、カタカナで最初から２文字だけカラムに記入

し、その際、濁点及び半濁点を含む文字は１文字として扱います。

《記 載 例》 □ナ □ガ （ナガノの場合）  □ゴ □ト （ゴトウの場合） 

《該当箇所》 経 営 業 務 の管 理 責 任 者 証 明 書  項番□1 □9  

専任技術者証明書（新規・変更）      項番□6 □3  

(5) 「許可番号」欄の「大臣知事コード」は、現在許可を受けている許可行政庁について該当するコードを記

入してください。

また、「許可番号」及び「許可年月日」欄は、カラムに数字を記入するに当たり空位のカラムには「０」を

記入してください。 

なお、２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いもの

を記入してください。 

《記 載 例》 「大臣知事コード」…… 長 野 県 知 事 許 可 □2 □0  

 国土交通大臣許可 □0 □0  

□0 □1 □2 □3 □4 □5 （許可番号が第１２３４５号の場合） 

□0 □3 年□0 □1 月□0 □4 日（許可年月日が３年１月４日の場合） 

《該当箇所》 建 設 業 許 可 申 請 書  項番□1 □6  

経 営 業 務 の管 理 責 任 者 証 明 書  項番□1 □8  

専任技術者証明書（新規・変更）   項番□6 □2  

変  更  届  出 書 項番□3 □5  

届 出 書 項番□5 □1  

廃 業 届 項番□5 □5

(6) 「法人番号」欄は、申請者が法人であって、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号をい

う。）が付与されている場合に、当該法人番号を記入してください。

なお、法人番号は、国税庁から送付される「法人番号指定通知書」に記載されています。また、国税

庁の「法人番号公表サイト」にて公表されていますので、正確に記入してください。

《記 載 例》 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □0 □1 □2 □3 （数字のみの 13 桁の番号） 

《該当箇所》 建 設 業 許 可 申 請 書 項番□1 □3  

変  更  届  出  書 項番□3 □6  

変 更 届 出 書 （ 決 算 報 告 用 ） 法人番号欄 
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(7) 様式中、不要な文字は一本線又は二本線で抹消してください。

申  請  書  類 一 本 線 又 は 二 本 線 に よ る 抹 消 が 必 要 な 箇 所 

建設業許可申請書 

（様式第１号） 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

「国土交通大臣 

知事」 

「般 

特」 

営業所一覧表（新規許可

等） （別紙二（１）） 

「国土交通大臣 

知事」 

「般 

特」 

誓 約 書 

（様式第６号） 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

経営業務の管理責任者証

明書 

（様式第７号） 

「 の常勤の役員 

本    人 

の 支 配 人 」 

「 イ 

ロ 」 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

「国土交通大臣 

知事」 
「般 

特」 

専任技術者証明書 

（新規・変更） 

（様式第８号） 

「 建設業法第７条第２号 

建設業法第 15 条第２号 」 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

「国土交通大臣 

知事」 
「般 

特」 

許可申請者の住所、生年月

日等に関する調書 

（様式第 12 号） 

「 法 人 の 役 員 等 

本 人 

法 定 代 理 人 

法人代理人の役員等  」 

健康保険等の加入状況 

（様式第 20 号の３） 

変更届出書 

（様式第 22 号の２） 

届 出 書 

（様式第 22 号の３） 

廃 業 届 

（様式第 22 号の４） 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

「国土交通大臣 

知事」 
「般 

特」 

変更届出書 

（ガイドライン別紙８） 

 「国土交通大臣 

知事」 

「 地方整備局長 

北海道開発局長 

知事」 

(8)建設業の業種の略号は下記のとおりです。 ≪略号一覧≫

業 種 略号 業 種 略号 業 種 略号 

土木一式工事 （土） 鉄筋工事 （筋） 熱絶縁工事 （絶） 

建築一式工事 （建） 舗装工事 （舗） 電気通信工事 （通） 

大工工事 （大） しゅんせつ工事 （しゅ） 造園工事 （園） 

左官工事 （左） 板金工事 （板） さく井工事 （井） 

とび・土木・コンクリート工事 （と） ガラス工事 （ガ） 建具工事 （具） 

石工事 （石） 塗装工事 （塗） 水道施設工事 （水） 

屋根工事 （屋） 防水工事 （防） 消防施設工事 （消） 

電気工事 （電） 内装仕上工事 （内） 清掃施設工事 （清） 

管工事 （管） 機械器具設置工事 （機） 解体工事 （解） 

タイル・レンガブロック工事 （タ） 

鋼構造物工事 （鋼） 
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③ 申請書類の提出方法と必要部数について

■ 書面申請の場合

提 出 先 
長野県 建設部 建設政策課 建設業担当 

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692－２（住所記載不要） 

提 出 部 数 

・正本１部（閲覧対象と対象外書類両方提出）

→正本には「申請書類等チェックシート」を添付してください。

・副本１部（閲覧対象書類のみ）

・申請者控１部（収受印を押印したものが必要な場合のみ提出）

→申請者控を提出する場合は返信用封筒(普通郵便で可)も提出してください。

代理人へ許可通知書郵送を希望する場合は、その返信用封筒も同封してください。

・確認書類１部

提 出 方 法 
・必ず書留（レターパックプラス可）で提出してください。

・封筒の表面に「建設業許可申請書在中」と朱書きしてください。

・閲覧対象書類及び閲覧対象外書類の中から、申請内容に合わせて必要な書類を提出してください。

・副本は、正本をコピーしたものでも差し支えありません。

・書類を綴る順序は、「許可申請書と添付書類（Ｐ．11）」及び「変更等の届出事項と提出書類（Ｐ．12）」

のとおりとしてください。

・書類をホチキスやひも等で綴じるのは控えてください（クリップ留めは可）。

・変更等届出の場合は、「申請書類等チェックシート」の添付は不要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 電子申請の場合

電子申請の場合は、以下ＵＲＬより申請してください。

https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001 

①の提出書類一覧

【閲覧対象外書類】

・常勤役員等（経営業務管理責任者等）

証明書

・常勤役員等の略歴書

・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接

に補佐する者の証明書

・専任技術者証明書

・実務経験証明書

・指導監督的実務経験証明書

・許可申請者（法人の役員等・本人・

代理人）の住所・生年月日に関する調書

・建設業法施行令第３条に規定する

使用人の住所・生年月日に関する調書

・株主（出資者）調書

・卒業証明書

・技術検定合格証等の

資格証明書の写し

・登記事項証明書

・納税証明書

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・法人番号が確認できる書類

・委任状

・④確認書類一式

添

付

書

類

①正 本

(閲覧対象と

対象外書類） 

②副 本

(閲覧対象 

書類のみ) 

③申請者控

※必要な場合

原則、申請書の

表紙のみ送付し

てください。 

①、②の提出書類一覧

【閲覧対象書類】

・建設業許可申請書

・役員等の一覧表

・営業所一覧表

・証紙貼り付け欄

・専任技術者一覧表

・工事経歴書

・直前３年施工金額

・使用人数

・誓約書

・建設業法施行令第３条に規定する

使用人の一覧表

・財務諸表一式（貸借対照表等）

・定款

・営業の沿革

・所属建設業者団体

・健康保険等の加入状況

・主要取引金融機関名

・委任状

チェック

シート

(許可申請 

の場合) 

④確認書類

（P.13～）
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14　許可申請書と添付書類テキスト ボックス: 許可申請書・添付書類について

〇印：必ず必要　 ☆印：場合によって必要 △印：変更があった場合は必要 　空白：省略可能

新
規

許
可
換
え
新
規

般
・
特
新
規

業
種
追
加

更
新

般
・
特
新
規
＋
業
種
追
加

般
・
特
新
規
＋
更
新

業
種
追
加
＋
更
新

般
・
特
新
規
＋
業
種
追
加
＋
更
新

１ 様式第１号 21 建設業許可申請書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２ 　別紙１ 24 役員等の一覧表〔法人〕 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　別紙２（１） 25 営業所一覧表（新規許可等） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　別紙２（２） 26 営業所一覧表（更新） 〇

４ 　別紙３ 27 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

５   別紙４ 28 専任技術者一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 様式第２号 29 工事経歴書　※申請直前の事業年度に施工した工事を記載 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

７ 様式第３号 34 直前３年の各事業年度における工事施工金額 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

８ 様式第４号 36 使用人数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９ 様式第６号 37 誓約書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１０ 様式第１１号 38 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１１ 様式第１５号 39 貸借対照表〔法人〕 〇 〇

（１１） 様式第１８号 48 貸借対照表〔個人〕 〇 〇

１２ 様式第１６号 42 損益計算書・完成工事原価報告書〔法人〕 〇 〇

（１２） 様式第１９号 50 損益計算書〔個人〕 〇 〇

１３ 様式第１７号 44 株主資本等変動計算書〔法人〕 〇 〇

１４ 様式第１７号の２ 45 注記表〔法人〕 〇 〇

１５ 様式第１７号の３ - 附属明細表（注）※資本金１億円又は負債総額200億円超の株式会社のみ必要 〇 〇

１６ 97 定款〔法人〕 〇 〇 △ △ △ △

１７ 様式第２０号 60 営業の沿革 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１８ 様式第２０号の２ 61 所属建設業者団体 〇 〇 △ △ △ △

１９ 様式第７号の３ 62 健康保険等の加入状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２０ 様式第２０号の３ 64 主要取引金融機関名 〇 〇 △ △ △ △

１ 様式第７号 65 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２ 別紙 73 常勤役員等の略歴書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（１） 様式第７号の２ 68
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不要(2-1,2-2も同様) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

(２－１) 別紙１ 74 常勤役員等の略歴書

(２－２) 別紙２ 75 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

３ 様式第８号 77 専任技術者証明書（新規・変更） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

４ 様式第９号 86 実務経験証明書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

５ 様式第１０号 93 指導監督的実務経験証明書　※特定建設業の許可申請の場合のみ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

６ 様式第１２号 94 許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所・生年月日等に関する調書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

７ 様式第１３号 95 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

８ 様式第１４号 96 株主（出資者）調書〔法人〕 〇 〇 △ △ △ △

- 卒業証明書（実務経験証明書とあわせて原本提出） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

- 技術検定合格証明書等の資格証明書の写し（監理技術者資格者証の写しでも可） ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

97 登記事項証明書 〇 〇 △ △ △ △

97 納税証明書（県税、建設業許可申請用） 〇 〇

98
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（登記されていないことの証明書）

98
成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権
を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書（身分証明書）

- 法人番号が確認できる書類 〇 〇
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（注）有価証券報告書提出会社の場合はその写しで可

９ 添付書類

手
引
P
A
R
T
2
掲
載

先
頭
ペ
ー

ジ
（

Ｐ
）

○

＜許可申請書の提出書類＞

区

分

様　式　番　号 申　請　書　及　び　添　付　書　類

閲

覧

対

象

外

書

類

閲

覧

対

象

書

類

綴

る

順

序

３

○ ○

※第三者から発行される証明書等（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格
者証等）は、押印のあるものが必要です。
※ 上記の他に、許可要件の確認のため別途他の書類の提出を求める場合があります。

〇 〇 〇

○ ○

委任状　※代理人に手続きを委任する場合は、申請者の押印のある委任状が必要になります。（電子申請の場合不要）

申　 　請　 　区　 　分

〇 〇 〇 〇

○ ○○ ○

〇 〇

個人事業主、個人事業主の支配人、
法人の役員及び令第３条の使用人に
ついて、提出が必要です。

④ 許可申請書・添付書類について

開始貸借対照表

の場合は添付不要
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〇印：必ず必要　 ☆印：場合によって必要 △：変更があった場合必要

変

更

婚
姻
等
に
よ
る
氏
名
変
更

要
件
を
欠
い
た
と
き

変

更

婚
姻
等
に
よ
る
氏
名
変
更

要
件
を
欠
い
た
と
き

事業年度
経 過 後
4か月以内

１ 様式第２２号の２ 101 変更届出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ 〇 ○ 〇

２ 107 変更届出書（決算報告用） 〇

３ 様式第２２号の４ 105 廃業届 ○

４ 別紙１ 24 役員等の一覧表〔法人〕 ○ ○ ○ ○ ○

５ 別紙４ 28 専任技術者一覧表 ○ ○ ○ ○

６ 様式第２号 29 工事経歴書 〇

７ 様式第３号 34
直前３年の各事業年度における
工事施工金額 〇

８ 様式第４号 36 使用人数 △

９ 様式第６号 37 誓約書 ○ ○ ○

１０ 様式第１１号 38
建設業法施行令第３条に規定する使
用人の一覧表 △ ○ ○ ○

[支配人]
○

[支配人]

１１ 様式第１５号 39 貸借対照表〔法人〕 〇

（１１） 様式第１８号 48 貸借対照表〔個人〕 〇

１２ 様式第１６号 42
損益計算書・完成工事原価報告書
〔法人〕 〇

（１２） 様式第１９号 50 損益計算書〔個人〕 〇

１３ 様式第１７号 44 株主資本等変動計算書〔法人〕 〇

１４ 様式第１７号の２ 45 注記表〔法人〕 〇

１５ 様式第１７号の３ - 附属明細表（注） ☆

１６ 97 事業報告書〔株式会社〕 〇

１７ 97 定款〔法人〕 △

１８ 様式第７号の３ 62 健康保険等の加入状況 △（変更が従業員数のみ） ○

１ 様式第７号 65
常勤役員等
（経営業務の管理責任者等）証明書 ○ ○

２ 別紙 73 常勤役員等の略歴書 ○ ○

(１) 様式第７号の２ 68

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接
に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不
要(2-1,2-2も同様）

○ ○

(2-1) 別紙１ 74 常勤役員等の略歴書 ○ ○

(2-2) 別紙２ 75 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ☆ ☆

３ 様式第８号 77 専任技術者証明書（新規・変更） ○ ○ ○

４ 様式第９号 86 実務経験証明書 ☆ ☆

５ 様式第１０号 93 指導監督的実務経験証明書 ☆ ☆

６ 様式第１２号 94
許可申請者の住所・生年月日等に関
する調書 ○

７ 様式第１３号 95
建設業法施行令第３条に規定する使用
人の住所、生年月日等に関する調書 ○ ○

８ 様式第１４号 96 株主（出資者）調書 ○

９ 様式第２２号の３ 104 届出書 ○ ○ ○

- 卒業証明書 ☆ ☆

-
技術検定合格証明書等の資格証明書の
写し（監理技術者資格者証の写しでも
可）

☆ ☆

97 登記事項証明書 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆

97
納税証明書（県税、建設業許可変更
届用） 〇

98
成年被後見人及び被保佐人に該当しな
い旨の登記事項証明書（登記されていな
いことの証明書）

98

成年被後見人又は被保佐人と見なされ
る者に該当せず、又破産者で復権を得な
いものに該当しない旨の市町村の長の証
明書（身分証明書）

戸籍抄本又は住民票の抄本 ○ ○ ☆
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（注）　資本金１億円超又は負債総額２００億円超の株式会社、但し有価証券報告書提出会社の場合はその写しで可

※ 上記の他に、許可要件の確認のため別途他の書類の提示又は提出を求める場合があります。

※ 一部廃業については変更事項に係る書類の提出も必要になります。

　（手引PART2「確認書類について  P.13～」参照）

閲

覧

対

象

書

類

健
康
保
険
の
加
入
状
況
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
（

従
業
員
数
の
み

の
変
更
を
除
く
）

※第三者から発行される証明書等（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格者証等）は、
押印のあるものが必要です。

新
た
に
令
第
３
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
置
い
た
と
き

専
任
技
術
者

常
勤
役
員
等
（

経
営
業
務
の

管
理
責
任
者
等
）
、

常
勤
役

員
等
及
び
当
該
常
勤
役
員
等

を
直
接
に
補
佐
す
る
者

綴

る

順

序

区

分

提　 　出　 　時　 　期

様　式
番　号

＜変更等の届出事項と提出書類＞

新
た
に
法
人
の
役
員
等
、

個
人
事
業
の
支
配
人
と
な
っ

た
者
が
あ

る
と
き

事実発生後２週間以内

主
た
る
営
業
所
の
商
号
・
名
称
又
は
所
在
地

事実発生後３０日以内

法
人
の
役
員
等
、

個
人
の
事
業
主
又
は
支
配
人
の
氏
名
の

変
更

(

退
任
・
婚
姻
等
に
よ
る
変
更

)

※
役
職
名
の
変
更
含
む

手
引
A
R
T
2
掲
載
先
頭
ペ
ー
ジ
（
Ｐ
）

従
た
る
営
業
所
の
新
設

法
人
の
資
本
金
額
（

出
資
総
額
）

の
変
更

変更届出書等の様式
及び添付書類

毎
事
業
年
度
経
過
後
の
届
出

廃

業

等

の

届

出

欠
格
要
件
に
該
当
し
た
と
き

従
た
る
営
業
所
の
名
称
、

所
在
地

○

委任状　 ※代理人に手続きを委任する場合は、申請者の押印のある委任状が必要になります。（電子申請の場合不要）

閲

覧

対

象

外

書

類

１０ 添付資料

○ 〇

個人事業主、個人事業主の支配人、
法人の役員及び令第３条の使用人
について、提出が必要です。
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⑤ 確認書類について

健康保険等の加入状況に関する書類 

■ 書面申請の場合

（１）申請書類及び確認書類の提出漏れがないか確認するため、許可申請書類一式と併せて、

「申請書類等チェックシート①、②」を必ず添付してください。

※チェックシートの様式は長野県公式ＨＰからダウンロードして使用してください。

（２）建設業の許可申請、許可後における経営業務の管理責任者等（補佐する者がいる場合は、その分も

必要）、専任技術者の変更等の届出については、決められた様式の申請書類の提出の他に、経営業務

の管理責任者としての経験や経営業務の管理責任者の常勤性、専任技術者の専任性、営業所の実態

など許可要件を満たしていることの確認が必要となります。

次に掲げる事項については、あらかじめ必要な書類を用意し、申請等に併せて写しを提出してください。

■ 電子申請の場合

電子申請の場合、確認書類は全て、ＰＤＦ等の電子データをシステム上でアップロードしてください。

〇：必ず提出 △：変更がある場合提出

必要な書類 

申請・届出区分 

新 規 般 ・ 特

新規 

更 新 変更届 

許可換

え新規 

業 種 

追 加 

健
康
保
険
及

厚
生
年
金
保
険
確
認
書
類

・領収証書又は納入証明書の写し

→申請時の直前の保険料の納入に係るもの

○ ○ ○ △ 

○個人経営で常時使用する従業員が５人未満の場合

・賃金台帳の写し

・労働者名簿の写し

・源泉徴収簿の写し

・青色申告決算書、白色収支報告書の写し

のいずれか 

○法人又は従業員５人以上の個人事業主が国民健康保

険組合（建設国保等）に加入している場合

・健康保険被保険者適用除外承認証の写し 又は

・国民健康保険被保険者登録事項証明書の写し

雇
用
保
険 

確
認
書
類 

・労働保険概算・確定保険料申告書の写し 及び

・申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し

→申請時の直前の保険料の納入に係るものかつ、

「雇用保険」の記載が分かるもの（「労災」は不可）

※上記２つとも提出が必要になります。

（事務組合委託の場合） 

・労働保険料等納入通知書の写し 及び

・労働保険料等領収書の写し
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経営業務の管理責任者等に関する書類 
〇：必ず提出  △：変更がある場合提出 

必要な書類 

申請・届出区分 

新規 般 ・ 特

新規 

更新 経営業務

の管理責

任者の変

更 

許可換

え新規 

業 種 

追 加 

健

康

保

険

証

写

○事業所名が確認できるもの

○ ○ ○ ○ 

○健康保険証で事業所名称を確認できない場合

（市町村国保、建設国保、後期高齢者医療制度等）

・住民税特別徴収税額通知書

・直近３か月分の役員報酬明細

・源泉徴収簿

・確定申告書（個人事業主の場合）

・出勤簿・タイムカード等（３か月分）

・厚生年金保険７０歳以上被用者該当届 （※）

・被用者算定基礎届 （※）

のいずれか 

（※後期高齢者等の場合のみ） 

○法人の新規設立から３か月を超えない日に新規申請を

する場合

若しくは新たに法人の役員に就任した日から３か月を超

えない者を経営業務の管理責任者とする場合

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準

報酬決定通知書

経
験
及

地
位
確
認

書
類

○経営業務の管理責任者としての経験の場合

・役員等であったことを確認できる登記事項証明書等

※長野県の建設業許可業者での経験がある場合、

建設業許可通知書、建設業許可申請書副本、変更届

出書等をこちらで確認します。（廃棄等により、こちらで

確認できない場合があります。）

※書類の詳細については、次のページをご覧

ください。

○ ― ― ○ 

※健康保険証等の被保険者（整理）番号はマスキング等で番号を伏せて提出してください。
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下記のとおり、それぞれの届出内容に応じて必要な資料を提出してください。 

なお、常勤役員等を補佐する者を置いている場合はその方の分も提出が必要です。 

（１） 経営業務の管理責任者としての経験の場合（法７条第１号イ（１）該当）

➀ 法人の役員及び営業所長（支店長）経験がある場合(※１)

ア 証明者における被証明者の役員等としての経験が確認できる登記事項証明書（現在、履歴、

閉鎖事項証明書等）

イ 建設業を営んでいたことを証する資料（下記のいずれか）

・建設工事の請負契約書

・請書・注文書控 １年に１件、計５年分確認します 

・請求書控、見積書控、工事台帳等

（※１）証明者が長野県知事許可を受けている建設業者である場合、こちらで許可申請書等の確認をします

ので、上記ア、イの確認資料の提出は不要です。ただし、廃業又は失効している業者の場合は、許

可通知書の写しの提出が必要です。 

また、許可申請書等で確認できない部分がある場合、イの資料の提出をお願いすることがあります。 

➁ 個人事業主の経験がある場合（※２）

ア 被証明者が証明者本人であることが確認できる確定申告書控

イ 建設業を営んでいたことを証する資料（下記のいずれか）

・建設工事の請負契約書

・請書・注文書控 １年に１件、計５年分確認します 

・請求書控、見積書控、工事台帳等

（※２）証明者が長野県知事許可を受けている建設業者である場合、こちらで許可申請書等の確認をします

ので、上記イの確認資料の提出は不要です。ただし、廃業又は失効している業者の場合は許可通知

書等の提出が必要です。 

また、許可申請書等で確認できない部分がある場合、イの資料の提出をお願いすることがあります。 

(２) 経営業務の管理責任者に準ずる地位（経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。）にある、

執行役員等としての経営管理経験の場合（法第７条第１号イ（２）該当）

ア 執行役員等の地位が経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを確認できる組織図

その他これに準ずる書類

イ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認

できる業務分掌規程その他これに準ずる書類

ウ 建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な

権限委譲を受けていることを確認できる資料

・定款

・執行役員規程、執行役員職務分掌規程

・取締役会規則、取締役就業規程

・取締役会の議事録

・その他これらに準ずる書類

経営業務の管理責任者等としての地位確認及び経験の確認ができる書類について 
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エ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認できる資料

・取締役会の議事録

・辞令、人事発令書、その他これらに準ずる書類

（３） 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験の場合

①法人での補佐経験がある場合

ア 被証明者が準ずる地位にあったことを確認できる組織図その他これに準ずる書類

イ 被証明者の経験が補佐経験に該当することを確認できる資料

・業務分掌規程

・過去の稟議書その他これらに準ずる書類

ウ 被証明者の補佐経験の期間が確認できる辞令、人事発令書その他これらに準ずる書類

エ その他、準ずる地位にあって経営業務を補佐していたことを確認できる書類

・職務権限表

・取締役会議事録等その他これらに準ずる書類

※ 行っていた業務の内容が、建設工事の施工に関するものであることが必要です。

②個人事業主の補佐経験がある場合

ア 事業専従者等であったことが確認出来る確定申告書等

※ 行っていた業務の内容が、建設工事の施工に関するものであることが必要です。

（４） 常勤役員等を直接に補佐する者の場合

ア 被証明者が常勤役員等を直接補佐する地位にあることが確認できる組織図その他これに準ずる書類

イ 被証明者の経験が財務管理（労務管理・業務運営）の業務経験に該当することを確認できる資料

・業務分掌規程

・過去の稟議書その他これらに準ずる書類

ウ 被証明者の経験の期間が確認できる辞令、人事発令書その他これらに準ずる書類

※それぞれの場合について、必要年数分の書類が確認できる必要があります。例えば、（１）の場合、５年間役

員の任期が確認できなければ許可の要件は満たすことができません。

※資料について、事前に確認を希望する場合は別途ご相談ください。
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専任技術者に関する書類 
〇：必ず提出 △：変更がある場合提出 

※健康保険証等の被保険者（整理）番号はマスキング等で番号を伏せて提出してください。

必要な書類 

申請・届出区分 

新 規 般 ・ 特

新規 

更 新 専任技

術者の

変更 許可換

え新規 

業 種 

追 加 

健

康

保

険

証

写

○事業所名が確認できるもの

○ ○ ○ ○ 

○健康保険証で事業所名称を確認できない場合

（市町村国保、建設国保、後期高齢者医療制度等）

・住民税特別徴収税額通知書

・直近３か月分の役員報酬明細

・源泉徴収簿

・確定申告書（個人事業主の場合）

・出勤簿・タイムカード等（３か月分）

・厚生年金保険７０歳以上被用者該当届 （※）

・被用者算定基礎届 （※）

のいずれか 

（※後期高齢者等の場合のみ） 

○法人の新規設立から３か月を超えない日に新規申請を

する場合

若しくは新たに雇用した日から３か月を超えない者を専

任技術者とする場合

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準

報酬決定通知書

資
格
要
件

確
認

書
類

○国家資格の場合

・資格証明書の写し（合格証、監理技術者証等）

○ ○ △ ○ 

○実務経験の場合 

▷ 実務経験の内容が確認できる資料

・実務経験証明書に記載された工事に係る

請負契約書、注文書・請書控

・請求書控、見積書控、工事台帳等

・事業年度経過後の決算変更届出書の工事経歴書

（証明者が建設業許可業者である場合）

・その他実務経験証明書に記載された工事の内容が

確認できる書類

▷ 指定学科卒業＋実務経験の場合は上記に加え、

指定学科を卒業したことが分かる資料 

・卒業証明書（原本）
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財産的要件に関する書類 

営業所に関する書類 

△：財産的要件を満たさない場合提出

－：提出不要 

〇：必ず提出 △：変更がある場合提出

※必要な場合は、他にも書類の提出を求めることがあります。

必要な書類 

申請・届出区分 

新 規 般 ・ 特

新規 

更 新 変更届 

許可換

え新規 

業 種 

追 加 

財
産
的
要
件
確
認
書
類

○残高証明書または融資証明書

・自己資本額が 500 万円未満の場合に必要です。

・個人事業で白色申告の場合等、財務諸表の信頼性

が低い場合は、自己資本が 500 万円以上ある場合

でも提出が必要です。

・残高証明は、申請日から 1 ヶ月以内に確認された

ものが必要です。

・融資証明は申請時点で有効期間内である必要があり

ます。

・残高証明と融資証明の金額の合計が 500 万円以上

でも要件を満たしません。

△ △ △ － 

必要な書類 

申請・届出区分 

新 規 般 ・ 特

新規 

更 新 営業所

新 設 

（移転） 許可換

え新規 

業 種 

追 加 

営
業
所

確
認
事
項

○写 真

・外観の全景が確認できるもの

・外観のうち、看板等名称が分かるもの

・事務所内部の状況が確認できるもの

・建設業許可の許可標識が写っているもの

（すでに許可がある場合）

→上記４種の写真を、できるだけ１枚にまとめて提出して

ください。

○ ― ― ○ 
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２ 申請書の記載例及び記載要領 
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行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

×5 6 7 82 03 4 ×0 90 0 0 （千円）

25

法人又は個人の
別

１ ３ 1 （ ） ×

13 15 20

11

月 日
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
特知事

年第 号 令和旧 許 可 番 号 １ ６

3 5 10 11 13 15

（１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

大臣
コード

知事

3

許可換えの区分 １ ５

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1 （ ）
産業廃棄物処理・収集運搬業

3 4 5 10

1

ファックス番号 ０２６－２３５－７４８２

3 2 ― 0 1 1電 話 番 号 0 2 6 ― 20 － 8 5 7 0郵 便 番 号 １ ２ 3 8

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

6 9 2 ― 2南 長 野 字 幅 下
主たる営業所の
所 在 地

１ １ 大 字

長　野　県 市区町村名 長　野　市

3 5 10 15 20

2 0 2 0 1 都道府県名

郎
個 人 の 氏 名

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

１ ０

太

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
０ ９ 長 野

ノ タ ロ ウ
代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

０ ８ ナ ガ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） ナ ガ ノ商 号 又 は 名 称 ０ ７ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ ナ ガ ノ

3 5 10 15

25 30

０ ５

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）
申請時において
既に許可を受け
て い る 建 設 業

3 5 10 15 20

1 111 1 11 1 1

消 清
許可を受けよう

０ ４ 1

絶 通 園 井 具 水

日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 月

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和

）
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

更 新 ８．業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効
2 （

般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

申 請 の 区 分 ０ ２
２．許可換え新規 ５．

3 １．新 規 ４．業 種 追 加 ７．

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ０ １
国土交通大臣

コード
知事

項 番 3 5 10

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　〇　年　１　月　８　日

代表取締役　長野　太郎

(長野市大字南長野字幅下１２３－１)

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

ファックス番号　０２６－２３５－７４８２

地方整備局長 長野市大字南長野字幅下６９２－２
北海道開発局長 株式会社　ナガノ　　
長 野 県  知事 殿 申請者

大臣

所属等　　　総務課 氏名　　上田　一郎 電話番号　　０２６－２３２－０１１１

タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ

書類作成者
連絡先 氏名 TEL

解塗 防 内 機

押印不要※項番01～03は記載しない

主たる営業所の本店と・自宅が異なる場合は、
（法人）登記上の本店所在地及び主たる営業所の所在地
（個人）個人事業主の自宅住所及び主たる営業所の所在地
を併記する

必ず日付（提出日又は郵送日）を記入

既に許可受けている業種の全部を、この申
請に併せて更新する場合（許可年月日の一
本化）は「１」、それ以外は「２」を記入

法人の略号は記入しない
濁点・半濁点も含めて１マスに記入

法人の場合は略号を記入
例 株式会社：（株）
有限会社：（有）
合同会社：（合） など

姓と名の間を１マス空ける
濁点・半濁点も含めて１マスに記入

市・郡町村名を記入

市町村以下を記入
「丁目」「番地」は記入しない

FAX番号を記入

法人の場合、
13桁の法人番号を記入

※申請者の連絡先を
必ず記入する

行政書士に委任している場合、
必ず行政書士の連絡先を記入する
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ 「申請者」欄には、申請者が法人の場合は、本店の所在地、商号又

は名称、代表者氏名を記載し、申請者が個人の場合は、本店の所在

地、商号又は名称及び氏名を記載してください。 

 主たる営業所と登記上の所在地（個人事業主の場合は住民票上の

住所）が異なる場合は、登記上の所在地（住民票上の住所）を括弧

書きしてください。 

２ 申請を行政書士等の代理人を通じて行う場合は、申請人に加え代

理人の氏名を併記してください。この場合、委任状等権限を有するこ

とを証する書面を申請書の最後に添付してください。 

３ □0 □4 「許可を受けようとする建設業」欄は、この申請書に

より許可を受けようとする業種について、Ｐ．９の略号一覧表に基づき、

一般建設業の場合は「１」、特定建設業の場合は「２」をカラムに記入

してください。 

４ □0 □5 「申請時において既に許可を受けている建設業」欄は、業種

追加、更新等の申請で既に許可を受けている業種があれば、６と同じ

要領で記入してください。 

５ □0 □7 「商号又は名称」欄の商号は、商業上自己を表すために実際

に用いられているものを、名称は、商号を用いない事業経営者が事業

上自己を表すために実際に用いているものをそれぞれ記入し、会社で

ある法人は商業登記簿と、会社以外の事業協同組合等は事業協同

組合登記簿等と一致する記載をしてください。 

法人の種類を表す略号は以下の通りです。 

６ □0 □9 「代表者又は個人の氏名」欄は、法人の場合は代表者の氏

名を、個人の場合はその者の氏名を記入してください。 

７ 「支配人の氏名」欄は、申請者が個人の場合で、商法第２２条の規

定に基づき登記されている支配人（事業主にかわってその事業に関

する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人）を

置いている場合に記載してください。 

組  織 略号 組  織 略号 

株式会社 （株） 特例有限会社 （有） 

合名会社 （名） 合資会社 （資） 

合同会社 （合） 協同組合 （同） 

協業組合 （業） 企業組合 （企） 

・申請年月日が記載されていない。

・法人登記事項証明書、納税証明書等

と「申請者」の表示が異なっている。

・代理人を通じた申請である場合に、委

任状等の添付がない。

・有効期間の調整をしない場合に、

□0 □4 に他の許可年月日の業種が

記入されている。

・新規以外の申請の場合に、既許可の

状況が記載されていない。

・法人の種類を表す文字について略

号で記入されていない。

・略号の記入方法が誤っている。

正 □（ □株 □）
誤  □㈱

・「商号又は名称」、「氏名」の漢字が登

記簿等と異なる。

例 沢⇔澤 高⇔髙 滝⇔瀧 

崎⇔﨑 国⇔國 広⇔廣 

辺⇔邊⇔邉 斉⇔斎⇔齋 
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８ □1 □0 「主たる営業所の所在地市区町村コード」欄は、表７「市町村

コード一覧」（P.153）により、主たる営業所の所在する市町村のコード

を記入してください。

９ □1 □1 「主たる営業所の所在地」欄は、法人の場合は原則として商

業登記簿等と一致させてください。 

《記載例》 長野市大字南長野字幅下６９２の２ 

□1 □1   □大 □字 □南 □長 □野 □字 □幅 □下 □6 □9 □2 □－ □2

10 □1 □2 の「電話番号」欄は、市外局番、局番、番号をそれぞれ－

（ハイフン）で区切ってください。

《記載例》  □0 □2 □6 □－ □2 □3 □2 □－ □0 □1 □1 □1 □・

11 □1 □3 「資本金額又は出資総額」欄は、許可申請者が法人の場合

で、株式会社は払込資本金額、その他の法人は出資総額を右詰めで

記入（単位：千円）してください。個人は、記入しません。 

12 □1 □4 「兼業の有無」欄は、建設業以外の営業がある場合に「１」と

記入し、営業の具体的な内容を記載してください。 

兼業がない場合は「２」と記入してください。 

13 □1 □5 及び□1 □6 の欄は、許可換え新規の場合のみ記入してくだ

さい。 

14 「許可申請事務担当者」欄は、許可申請者自身の許可申請事務担

当部課名、担当者名、電話番号を記載し、申請業務を代行している

者がある場合は、下部余白に代行者名、電話番号を記載してくださ

い。 

・市町村名から記入されている。

・「丁目」、「番地」、「号」が－（ハイフン）

を用いずそのまま記入されている。

・金額の単位が誤っている。

・財務諸表に兼業売上があるにもかか

わらず、兼業なしとしている。

・兼業の有無が「１」であるにもかかわら

ず、営業の内容が記載されていない。

・「許可申請事務担当者」欄に申請業

務代行者の氏名が記載されている。
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１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるもの
に限る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

伊那
イナ

　三郎
サブロウ

顧　　問 常　勤

飯田
イイダ

　五郎
ゴロウ

株 主 等

上田
ウエダ

　一郎
イチロウ

取 締 役 常　勤

諏訪
スワ

　四郎
シロウ

取 締 役 非常勤

長野
ナガノ

　太郎
タロウ

代表取締役 常　勤

松本
マツモト

　一郎
イチロウ

取 締 役 常　勤

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

令和　〇　年　１　月　８　日

＜記載方法＞

１ 「役員等の一覧表」には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有する者（以下「役員等」という。）について記載してください。

「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員

「取締役」とは株式会社（特例有限会社を含む）の取締役

「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役

「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等 を言います。

また、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者」として、「総株主の議決権の100分の５以上を有する株主」及び「出資の

総額の100分の５以上に相当する出資をしている者」（個人である者に限る。以下「株主等」という。）についても記載してくだ

さい。

この他に、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合は、その者についても記載してください。

※執行役員や事務局長等（以下「執行役員等」という。）は本欄の役員等には含まれませんが、建設業の業務執行に関し

代表取締役等から具体的な権限移譲を受けた執行役員等（建設業法施行規則第７条第１号イ（２））や常勤役員等を直

接に補佐する者（建設業法施行規則第７条第１号ロ）は記載が必要です。

２ 個人事業主の場合は、提出不要です。

３ 「常勤の役員」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに常時所

定の時間中その職務に従事している者を言います。
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別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（
１．一般
２．特定

日
知事 特

年 月令和号
国土交通大臣

許可（8 2

10 11

般
－ ）第

13 15

コード

1

大臣
知事

区 分 8 1

項 番 3 5

許 可 番 号

305

消内 機 絶 通 清水園塗 防 井 具筋 舗 板しゆ

電 話 番 号

20

郵 便 番 号 8 7 －

3 5 6 10

35 4023 25 30

2010

都道府県名 市区町村名

従たる営業所の
所 在 地

8 6

5

内

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

23 25 30 35 40

4
名 称
従 た る 営 業 所 の

8

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内

容

営 業 し よ う

変更前

8

5

1 11 1

塗板 井 具通機 絶 園

5 10 15

タ 鋼 筋 防 内建 しゆ ガ屋 電 管左 と 舗石

（用紙Ａ４）

項 番 3

営業所一覧表（新規許可等）

1

40

8 4 松 本 支

25

11

5 10 15

清絶 井 具園 消水通

都道府県名

立

店

10 15

35

しゆ ガ

1

1 11

機板 塗 防 内

3 5

3 5

島字

23

30

3

8 5 2 0

23 25

20 2

従たる営業所の
所 在 地

8 6 大

25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

－ 0 8 57 3 9 0 2

0

電 話 番 号

0 2

20

0

市区町村名

20

3

20

松　本　市

消水

－ 7

清

251510

－742 6

8 8 1 1
3

土 大

ガ大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼

10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

変更前

3

土 建

3

3

30

30

8

）

00

1

15

15

営 業 し よ う
8 3

と す る 建 設 業 1

土 建

20

筋 舗

1

変更前

1

タ 鋼

3 10

（主たる営業所）

15

管

主たる営業所の
名 称

大 左 と 屋

ホ ン　テ　ン

本　　店

マツモトシテン

長　野　県

石

5

1

電

）
１．一般
２．特定

（

解

）

（
１．一般
２．特定

解

解

20

※主たる営業所しか存在しない場合は、余白に

「該当なし」と記載するのみでよい。
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別紙二（２）

「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結

する事務所のうち該当するものについて記載すること。

所在地（郵便番号・電話番号）営業所の名称

土　と　石
鋼

舗　しゅ　水

特定 一般

土　と　石
管
鋼　舗　しゅ
塗　園　水

主
た
る

営
業
所

本　 　店

２

１

従

た

る

営

業

所

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業しようとする建設業

しようとする建設業を、P.9《略号一覧》に示された略号により、一般と特定に分けて記載すること。

（用紙Ａ４）

「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業

松本支店
　〒３９０－０８５２
　松本市大字島立１０２０
　０２６３－４７－７８００

　〒３８０－８５７０
　長野市大字南長野字幅下６９２－２
　０２６－２３２－０１１１

主たる営業所しか存在しない場合は、余白

に「該当なし」と記入するのみでよい。
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別紙三（第二条関係）

許可手数料領収証書はり付け欄

１ 「許可手数料領収証書はり付け欄」には、
申請の区分に応じた額の長野県の収入証紙をはり付け、正本に添付してください。
なお、収入証紙には消印を押印しないでください。

２ 手数料の額は、「表６ 申請手数料納入（収入証紙貼付） 例」（P.151～152）等を参考
にしてください。
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令和　〇　年　１　月　８　日

フ リ 　ガ　 　ナ

別紙四

専任技術者一覧表

本　　店

松本支店

ナガノ　　タロウ
長野　　太郎

マツモト　ジロウ
松本　次郎

土　－　７
と　－　７
石　－　７
管　－　７
鋼　－　７
舗　－　７
しゅ　－　７
塗　－　７
園　－　７
水　－　７

土　－　７
と　－　７
石　－　７
鋼　－　７
舗　－　７
しゅ　－　７
水　－　７

１３
２９
３３

１４

営 業 所 の 名 称 専 任 の 技 術 者 の 氏 名 建 設 工 事 の 種 類 有 資 格 区 分

＜記載方法＞

１ 「営業所一覧表」（別紙２）に記載した営業所順に専任技術者名を記入してください。

２ 「建設工事の種類」欄は、専任技術者が担当している業種の全てについて、P.9の≪略号一覧≫の記載に
従い、該当する数字と業種の略号を「－」（ハイフン）で結んで記入してください。

≪記載例≫
○一般建設業の舗装工事で10年以上の実務経験を有する場合 …… 舗－４

○一般建設業の土木一式工事で二級土木施工管理技士の場合 …… 土－７

○特定建設業の水道施設工事で二級土木施工管理技士、かつ、
２年以上の指導監督的な実務経験を有する場合 …… 水－８

○特定建設業の建築一式工事で一級建築施工管理技士の場合 …… 建－９

※特定建設業の場合、指定建設業（土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業）については

「３」又は「９」以外の数字は記入されません。

３ 「有資格区分」欄は、表２（P.141～146）の分類に従い、該当するコードを記入してください。
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様
式
第
二
号

（
第

二
条

、
第

十
三

条
の

二
、

第
十

三
条

の
三

、
第

十
九

条
の

八
関

係
）

 
（

用
紙

Ａ
４

）

元
請

J
V

工
事

現
場

の
あ

る
又

は
の

都
道

府
県

及
び

う
ち

、
 
完

成
又

は

下
請

別
市

区
町

村
名

・
P
C

 
完

成
予

定
年

月

の
別

 
主

任
技

術
者

監
理

技
術

者
・

法
面

処
理

・
鋼

橋
上

部

○
○

市
元

請
○

○
公

民
館

修
繕

大
工

工
事

長
野

県
○

○
市

長
野

　
太

郎
∨

2
,1

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
3
月

令
和

 3
年

  
4
月

□
□

町
元

請
□

□
町

民
文

化
会

館
控

室
改

修
工

事
長

野
県

□
□

町
長

野
　

太
郎

∨
7
3
5
千

円
千

円
令

和
 3

年
 1

2
月

令
和

 3
年

 1
2
月

公
共

　
元

請
計

2
,8

3
5
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

Ｔ
元

請
Ｔ

邸
床

改
修

工
事

長
野

県
○

○
市

長
野

　
太

郎
∨

7
,5

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 1

2
月

令
和

 3
年

 1
2
月

Ｎ
元

請
Ｎ

宅
客

間
壁

改
修

工
事

長
野

県
○

○
市

松
本

　
次

郎
∨

2
,5

7
5
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
6
月

令
和

 3
年

  
8
月

Ａ
元

請
Ａ

宅
壁

改
修

工
事

長
野

県
□

□
町

松
本

　
次

郎
∨

1
,8

6
5
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
3
月

令
和

 3
年

  
4
月

(有
)△

△
販

売
元

請
△

△
販

売
店

造
作

工
事

長
野

県
●

●
市

長
野

　
太

郎
∨

8
0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
8
月

令
和

 3
年

  
8
月

Ｍ
元

請
Ｍ

宅
床

改
修

工
事

他
計

１
８

件
長

野
県

○
○

市
他

4
,3

7
6
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

民
間

　
元

請
計

1
7
,1

1
6
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

（
株

）
◇

◇
ホ

ー
ム

信
越

下
請

※
※

共
同

住
宅

新
築

大
工

工
事

長
野

県
×

×
市

長
野

　
太

郎
∨

4
,5

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
3
月

令
和

 3
年

  
7
月

（
有

）
◎

◎
工

務
店

下
請

Ｏ
宅

新
築

大
工

工
事

長
野

県
□

□
町

松
本

　
次

郎
∨

4
,3

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
1
1
月

令
和

  
3
年

  
1
2
月

◆
◆

建
設

（
株

）
下

請
Ｓ

邸
新

築
大

工
工

事
長

野
県

▽
▽

村
松

本
　

次
郎

∨
3
,1

5
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
  
8
月

令
和

 3
年

  
9
月

（
有

）
△

▼
組

下
請

▼
△

宅
窓

枠
木

工
工

事
長

野
県

○
○

市
長

野
　

太
郎

∨
2
,6

0
0
千

円
千

円
令

和
 1

年
 1

1
月

令
和

 3
年

  
1
1
月 千

円

う
ち

　
元

請
工

事

 
小

　
　

計

 
合

　
　

計
千

円
千

円
千

円
件

う
ち

　
元

請
工

事

2
8
件

3
4
,5

0
1
千

円
千

円
1
9
,9

5
1
千

円
千

円

工
　

　
期

配
 
 
置

 
 
技

 
 
術

 
 
者

工
　

事
　

経
　

歴
　

書

注
　

文
　

者
工
　

事
　

名
氏

　
　

名
 
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者

の
別

（
該

当
箇

所
に

ﾚ
印

を
記

載
）

着
 
工

 
年

 
月

（
建

設
工

事
の

種
類

）
　

　
　

　
　

工
事

 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

請
 
負

 
代

 
金

 
の

 
額

大
工

記
載
例
①

該
当
す
る
も
の
に
○
印

各
工
事
現
場
に
置
か
れ
た

配
置
技
術
者
に
つ
い
て
、

該
当
す
る
箇
所
に
レ
点
を
記
入

工
事
現
場
の
都
道
府

県
及
び
市
町
村
名
を

記
入
（
郡
不
要
）

配
置
さ
れ
て
い
た

技
術
者
氏
名
を
記
入

「
公
共
元
請
」
「
民
間
元

請
」
「
下
請
」
ご
と
、
請
負

金
額
大
き
い
順
に
記
入

す
る

ペ
ー
ジ
ご
と
の
完
成
工
事

の
件
数
及
び
請
負
代
金

の
額
の
合
計
を
記
入

注
文
者
や
工
事
名
が
個
人
の
場
合
は

す
べ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
と
す
る

元
請
工
事
に
係
る
請
負

金
額
の
合
計
を
記
入

※
工
事
名
に
個
人
名
が
含
ま
れ
る
場
合

個
人
名
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
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様
式
第
二
号

（
第

二
条

、
第

十
三

条
の

二
、

第
十

三
条

の
三

、
第

十
九

条
の

八
関

係
）

 
（

用
紙

Ａ
４

）

元
請

J
V

工
事

現
場

の
あ

る
又

は
の

都
道

府
県

及
び

う
ち

、
 
完

成
又

は

下
請

別
市

区
町

村
名

・
P
C

 
完

成
予

定
年

月

の
別

 
主

任
技

術
者

監
理

技
術

者
・

法
面

処
理

・
鋼

橋
上

部

（
株

）
◎

●
◎

●
住

宅
建

設
下

請
Ｓ

邸
リ

ビ
ン

グ
天

井
改

修
工

事
長

野
県

●
●

市
松

本
　

次
郎

∨
1
,0

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 4

月
令

和
 3

年
 4

月

◎
×

◎
×

建
築

下
請

☆
★

☆
★

店
舗

改
装

大
工

工
事

長
野

県
○

○
市

長
野

　
太

郎
∨

9
0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 9

月
令

和
 3

年
 9

月

※
☆

※
☆

工
務

店
下

請
Ｉ宅

床
改

修
工

事
長

野
県

▽
▽

村
松

本
　

次
郎

∨
7
8
7
千

円
千

円
令

和
 3

年
 5

月
令

和
 3

年
 5

月

◆
◆

建
設

（
株

）
下

請
Ｋ

邸
壁

改
修

工
事

長
野

県
▽

▽
村

松
本

　
次

郎
∨

6
4
2
千

円
千

円
令

和
 3

年
 6

月
令

和
 3

年
 7

月

（
有

）
＊

＊
産

業
下

請
＃

＃
店

舗
改

修
大

工
工

事
長

野
県

○
○

市
長

野
　

太
郎

∨
4
2
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 1

0
月

令
和

 3
年

 1
0
月

▼
▼

組
（
株

）
下

請
Ｔ

邸
型

枠
工

事
長

野
県

□
□

町
松

本
　

次
郎

∨
2
8
9
千

円
千

円
令

和
 3

年
 8

月
令

和
 3

年
 8

月

（
有

）
△

▼
組

下
請

Ｕ
邸

増
築

大
工

工
事

他
計

３
４

件
長

野
県

○
○

市
他

7
,5

9
1
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

下
　

　
請

計
2
6
,1

7
9
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

総
　

合
　

計
計

4
6
,1

3
0
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

千
円

千
円

令
和

　
　

年
　

　
月

令
和

　
　

年
　

　
月

工
　

事
　

経
　

歴
　

書

注
　

文
　

者
工

　
事

　
名

氏
　

　
名

 
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者

の
別

（
該

当
箇

所
に

ﾚ
印

を
記

載
）

着
 
工

 
年

 
月

（
建

設
工

事
の

種
類

）
　

　
　

　
　

工
事

 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

請
 
負

 
代

 
金

 
の

 
額

1
1
,6

2
9
千

円
千

円
千

円
千

円

工
　

　
期

配
 
 
置

 
 
技

 
 
術

 
 
者

千
円

う
ち

　
元

請
工

事

 
小

　
　

計

 
合

　
　

計
4
6
,1

3
0
千

円
千

円
1
9
,9

5
1
千

円
6
8
件

う
ち

　
元

請
工

事

4
0
件

大
工

「
公
共
元
請
」
「
民
間
元
請
」
「
下
請
」
の
区
分
ご
と
に
、

➀
請
負
金
額
の
合
計
７
割
以
上

➁
5
0
0
万
円
未
満
の
工
事
1
0
件
以
上

の
い
ず
れ
か
で
記
載
し
た
後
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
工

事
に
つ
い
て
は
「
他
計
○
○
件
」
等
と
し
て
、

ま
と
め
て
記
入
す
る

最
終
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
完

成
工
事
の
件
数
及
び
請
負
金
額
の
合

計
を
記
入

す
べ
て
の
工
事
の
う
ち
、

元
請
工
事
の
請
負
金
額

の
合
計
を
記
入
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式
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（
第

二
条

、
第

十
三

条
の

二
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第
十

三
条

の
三

、
第

十
九

条
の

八
関

係
）

 
（

用
紙

Ａ
４

）

元
請

J
V

工
事

現
場

の
あ

る
又

は
の

都
道

府
県

及
び

う
ち

、
 
完

成
又

は

下
請

別
市

区
町

村
名

・
P
C

 
完

成
予

定
年

月

の
別

 
主

任
技

術
者

監
理

技
術

者
・

法
面

処
理

・
鋼

橋
上

部

○
○

市
元

請
J
V

農
業

集
落

排
水

事
業

○
○

地
区

工
事

長
野

県
○

○
市

千
曲

　
一

男
∨

5
0
,0

0
0
千

円
千

円
令

和
 1

年
  
6
月

令
和

 3
年

 3
月

長
野

県
◇

◇
地

域
振

興
局

元
請

◇
◇

橋
橋

梁
整

備
工

事
長

野
県

◇
◇

市
茅

野
　

次
男

∨
4
4
,0

0
0
千

円
2
8
,0

0
0
千

円
令

和
 3

年
 9

月
令

和
 3

年
 1

0
月

長
野

県
△

△
建

設
事

務
所

元
請

県
道

△
線

道
路

改
良

工
事

長
野

県
△

△
村

安
曇

　
八

郎
∨

2
8
,5

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 1

0
月

令
和

 2
年

 2
月

▲
▲

町
元

請
△

地
区

下
水

道
管

路
施

設
工

事
他

計
５

件
長

野
県

▲
▲

町
他

4
3
,6

6
2
千

円
千

円
平

成
　

　
年

　
　

月
平

成
　

　
年

　
　

月

公
共

　
元

請
計

1
6
6
,1

6
2
千

円
2
8
,0

0
0
千

円
平

成
　

　
年

　
　

月
平

成
　

　
年

　
　

月

※
※

開
発

（
株

）
元

請
※

※
分

譲
団

地
宅

地
造

成
工

事
長

野
県

※
※

市
臼

田
　

七
海

∨
4
5
,1

5
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 3

月
令

和
 3

年
 9

月

□
■

不
動

産
元

請
○

△
分

譲
地

駐
車

場
他

工
事

長
野

県
○

○
市

茅
野

　
次

男
∨

4
,2

0
0
千

円
千

円
令

和
 2

年
 1

1
月

令
和

 3
年

 1
月

民
間

　
元

請
計

4
9
,3

5
0
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

▽
▲

建
設

（
株

）
下

請
県

道
△

△
線

道
路

改
良

工
事

長
野

県
◇

◇
市

飯
山

　
美

咲
∨

2
2
,8

5
0
千

円
千

円
令

和
  
3
年

 7
月

令
和

 3
年

 1
0
月

（
株

）
◎

◎
○

○
土

木
下

請
○

◎
地

区
下

水
道

管
路

工
事

長
野

県
○

○
市

飯
田

　
五

郎
∨

1
8
,0

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 4

月
令

和
 3

年
 5

月

（
株

）
×

×
興

業
下

請
●

●
分

譲
地

造
成

工
事

長
野

県
△

△
村

安
曇

　
八

郎
∨

1
7
,6

0
0
千

円
千

円
令

和
 3

年
 8

月
令

和
 3

年
 9

月

□
■

建
設

工
業

（
株

）
下

請
市

道
▲

▲
線

道
路

改
良

工
事

他
計

４
件

長
野

県
※

※
市

他
1
9
,8

5
4
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

下
　

　
請

計
7
8
,3

0
4
千

円
千

円
令

和
　

　
年

　
　

月
令

和
　

　
年

　
　

月

工
　

事
　

経
　

歴
　

書

注
　

文
　

者
工

　
事

　
名

氏
　

　
名

 
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者

の
別

（
該

当
箇

所
に

ﾚ
印

を
記

載
）

着
 
工

 
年

 
月

（
建

設
工

事
の

種
類

）
　

　
　

　
　

　
　

工
事

 
（

　
税

込
　

・
　

税
抜

　
）

請
 
負

 
代

 
金

 
の

 
額

2
9
3
,8

1
6
千

円
2
8
,0

0
0
千

円
2
1
5
,5

1
2
千

円
2
8
,0

0
0
千

円

工
　

　
期

配
 
 
置

 
 
技

 
 
術

 
 
者

2
8
,0

0
0
千

円

う
ち

　
元

請
工

事

 
小

　
　

計

 
合

　
　

計
2
9
3
,8

1
6
千

円
2
8
,0

0
0
千

円
2
1
5
,5

1
2
千

円
1
7
件

う
ち

　
元

請
工

事

1
7
件

土
木

一
式

記
載
例
②

請
負
金
額
の
う
ち
、
「
P
C
」

「
法
面
処
理
」
「
鋼
橋
上

部
」
に
係
る
工
事
の
請
負

金
額
を
記
入

共
同
企
業
体
（
J
V
）
と
し
て

行
っ
た
工
事
に
は
「
J
V
」
と

記
入
す
る
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ この経歴書は、請け負った建設工事の種類（業種）ごとに作成してくだ

さい。許可申請の場合は申請する業種、事業年度終了後の届出の場

合は許可を有している業種全てについて作成し、実績がない業種も

「実績なし」と記載をしてください。 

２ 記載に当たっては、工事の内容に応じ適切な業種に分類し
てください。業種の分類は、「表１ 建設工事の内容と例示（P.135）

や「Ｑ＆Ａ「２ 建設工事について（P.4）」を参考としてください。 

 同一の工事を二以上の業種に二重に計上することはできません。 

【例】 

・ 建築一式工事として請け負った１件の工事を、大工、電気、屋根

工事等に分割し、それぞれの業種に計上することはできません。

・ 水道本管埋設工事は通常水道施設工事に該当しますが、道路の

大規模な改修等と複合し、一式工事とみなし得る場合は、土木

一式工事に計上できます。しかし、両方の業種に重複して計上

することはできません。 

・ 建築物の間仕切りのように、大工工事とも内装工事ともいずれにも

区分しがたい工事については、該当すると思われるいずれか一

方の建設工事の工事に計上してください。 

３ 記載するのは、申請・届出の直前の事業年度の完成工事です。以下

のように分類し順序を付け、記載してください。 

(1) 公共元請・民間元請・下請の３区分に分類してください。「公共」

とは、国、地方公共団体、国立大学法人、地方住宅供給公社、

地方道路公社、地方独立行政法人、土地開発公社、土地改良

区、土地区画整理組合、日本下水道事業団、高速道路株式会

社等を言います。詳細には、法人税法別表第一及び建設業法施

行規則第１８条で定める法人です。

(2) 記載する順序は、(1)の区分ごとに、請負金額の大きい順です。

(3) (1)の区分ごとの請負金額の合計の７割に達するま
で、工事１件ごとに記載してください。それ以降の分は、工

事名に「○○工事他計○○件」と記載し、まとめて記載してくださ

い。ただし、小規模工事が多いため、７割に達する前に５００
万円（建築一式工事は１５００万円）未満の工事の記
載が１０件以上となる場合は、１１件目以降はまとめて
記載してください。 

※500万円（建築一式は1500万円）未満の工事を10件まで記

載する際の金額の判断は、書類を税抜で作成している場合で

も、税込に換算した場合に500万円（1500万円）になるか否か

で判断します。

４ 許可を有していない業種の工事の実績がある場合は、建設工事の種

類を「その他（○○）」とし、業種ごとに工事経歴書を別途作成してくだ

さい。 

・自社社屋等の工事が記載されている。

（申請者自身の所有財産に係る工事の

場合は請負契約に該当しない。）

・設備の保守点検、施設の維持管理、

除雪、草刈り等、工事に当たらないも

のが含まれている。

※ 工事に該当しないものの具体例はＱ

＆Ａの「２ 建設工事について（P.4）」

参照

・請負金額の大きい順に記載されてい

ない。

・完成工事の７割もしくは５００万円（建

築一式工事は１５００万円）未満の工

事１０件までが記載されていない。

・税抜で500万円未満の工事が10件記

載してあるが、うち１件は税込に換算

すると500円以上となり、500万未満

の工事が９件となる。

・許可を有していない複数の業種の工

事が混在している。
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５ 工事名は、請負契約書の工事名を基本とし、工事の内容が判断出

来るように具体的に記載してください。また、工事名だけでは工事内容

が不明な場合は（ ）書きで工事内容を記載してください。 

≪記載例≫ 

道路改良工事の下請で盛土工事のみ行った場合 

 「国道○○号△△△△地区道路改良工事（盛土工事）」 

建築一式工事で居間、屋根等のリフォーム工事を行った場合 

｢○○邸リフォーム工事(居間、台所、風呂、屋根工事)」 

６ 「請負代金の額」の記載は千円単位とし、千円未満の金額は記載し

ません。 

例１.「消費税込み10,000,000円」→「税抜き9,523,810円」 

→「9,524千円」（四捨五入により切り上げ）

例２.「消費税込み 8,000,000円」→「税抜き7,619,048円」

→「7,619千円」（四捨五入により切り捨て）

なお、端数処理のため、計・小計・合計が一致しないことがあります

が、差し支えありません。 

７ 契約の履行途中で増工等により請負金額が変更された場合、最終

的に確定した金額が完成工事高となります。 

８ 一定の期間にわたり充足される履行義務（≒工事進行基準）に基づ

き、未成工事の期末出来高を計上する場合は、「請負代金の額」欄を

二段書きとし、完成工事高の他に当該工事の契約総額も（ ）書きで

付記してください。 

※ 法人税法上工事進行基準を用いる長期大規模工事の要件は、

①工事期間が１年以上②請負金額が１０億円以上とされていま

す。

９ 業種ごとの公共元請・民間元請・下請の金額は、「直前３年の各事業

年度における工事施工金額（様式第３号）」の対応する各欄と一致し

ます。 

又、工事経歴書の完成工事高の合計は、損益計算書の完成工事

高と一致します。 

10 配置技術者については、配置した主任技術者又は監理技術者につ

いて記載してください。工事の途中で技術者の変更があった場合は、

変更前を含むすべての技術者を記載してください。監理技術者補佐を

置いた場合はその旨と補佐した者の氏名も記載してください。特定専

門工事に該当し主任技術者を配置しなかった場合は、その旨を記載

してください。 

・工事名の記載が不正確又は必要以上

に簡略化されているため、工事の内

容が判断出来ない。

・直前３年の各事業年度における工事

施工金額（様式第３号）、損益計算書

（様式第１６号）と記載が一致しない。
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土木一式工事 建築一式工事 大工工事
とび・土工・
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

公　共 598,400

民　間 14,800

227,900

841,100

公　共 560,250

民　間 19,100

318,500

897,850

公　共 166,162 24,000 2,835 214,500 0 407,497

民　間 49,350 3,250 17,116 0 5,730 75,446

78,304 9,350 26,179 118,204 2,950 234,987

293,816 36,600 46,130 332,704 8,680 717,930

公　共

民　間

公　共

民　間

公　共

民　間

記載要領

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

第３０期
令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

元

請

下　　請

第３１期
令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

元

請

下　　請

計

合　計

様式第三号（第二条、第十三の二、第十三の三関係）
（用紙Ａ４）

直前３年の各事業年度における工事施工金額

（税込・税抜／単位：千円）

第２９期
平成３１年４月１日から
令和２年３月31日まで

元

請

計

 ３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

   の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

 ４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

事　業　年　度
注 文 者
の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額

 １　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

計

下　　請

その他の
建設工事の
施工金額

　６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

下　　請

   合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

　７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

   とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

計

　５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

   除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

 ２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

該当するものに○印

合計は工事経歴書及び損益計算書の
完成工事高の合計金額と一致する
また、「その他の～」と「合計」はページ
が複数枚ある場合、最後のページのみ
記入

許可を受けようとする業種及び既に許
可を受けている業種を記入

請負金額の内訳は、
直近の決算期のみ記入

許可を有していない業種
の実績を記入
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ 申請・届出を行う直前の決算期（個人は１２月３１日）から起算して、

過去３年間の事業年度の完成工事高の合計を記載します。直前の事

業年度については、業種別の金額を記載し、「工事経歴書」の完成工

事高と一致させてください。 

 ２・３年前の各事業年度については業種別の内訳は不要とし、合計の

欄のみ記載してください。 

※決算期変更等によって、３期分記載しても３年に満たない場合は、３

年以上になるように記載する決算期を増やして記載してください。

２ 事業年度は、古いものから順に上から記載してください。 

 新規開業等で工事経歴が全くない場合は、「工事経歴なし」と記載し

てください。 

３ 「注文者の区分」欄は、「公共元請」・「民間元請」・「下請」に分けて記

載してください。直前の事業年度については、工事経歴書の同区分と

金額を一致させてください。 

４ 「許可に係る建設工事の施工金額」欄は、許可を申請・有している業

種は実績が無くても全て記載し、実績が無い業種の金額は「０」を記載

してください。 

５ 「その他の建設工事の施工金額」欄は、許可を有していない業種の

金額を記載してください。 

６ 金額の記載は千円単位とし、千円未満の金額は記載しません。（工

事経歴書と同様の記載方法です。）そのため、計・合計が一致しない

ことがありますが、差し支えありません。 

７ 事業年度によって、税抜・税込が異なる場合は、合計額の欄外にそ

の旨を明記してください。 

・直前の事業年度の施工金額の記載

が、工事経歴書の業種・注文者の区

分ごとの金額と一致していない。

・直前の事業年度の施工金額の合計

が、損益計算書の完成工事高と一致

していない。

・施工金額のない建設工事の種類が記

載されていない。
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（用紙Ａ４）

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は
同法第15条第２号イ若
しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

人 人 人 人

本　 　店 ６ ２ ２ １０

松本支店 ２ ０ １ ３

合  計 人 人 人 人

様式第四号（第二条、第十三の二、第十三の三関係）

記載要領
 １　この表には、法第５条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合
　は、当該申請をする日、法第11条第３項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届
　出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、法第17条の２の規定
　に基づく認可の申請の場合は、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割をした後に、法第17条の３の規定
　に基づく認可の申請の場合は、相続の認可を受けた後に建設業に従事する予定である使用人数を、営業
　所ごとに記載すること。

 ２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の
　場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。

 ３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しく
　はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

令和　〇　年　１　月　８　日

使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　 　計

８ ２ １３３

＜記載方法＞

１ 営業所ごとの、建設業に従事している使用人数を記入してください。営業所が複数ある場合は、
「営業所一覧表」に記載した順に、記入してください。

２ 「使用人」とは、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者のことで、この

場合は個人事業の事業主、法人の代表権を有する役員も含みます。非常勤の役員、監査役は含
みません。

３ 建設業以外の営業（兼業）を行っている場合、兼業のみを営業している営業所は記入しません。

建設業を営業している営業所に、兼業部門のみに従事している使用人がいる場合も、記入しません。
又、臨時雇用の従業員等は計上しません。

４ 「その他技術関係使用人」欄は、その左の「法第７条第２号イ、………に該当する者」欄に記載する

法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しくはハに該当する技術関係使用人以外で、
技術関係の業務に従事している者を記入します。
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様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

殿

記載要領

　「 　「

、 、 　については不要なものを消すこと

 」 」

（用紙Ａ４）

誓　 　約　 　書

           　　、               の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使

用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第８条各号（同法第17条に
おいて準用される場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約し
ます。

地方整備局長

令和　　　年　　　月　　　日

北海道開発局長

知事

　　　　　　　

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

〇 １ ８

長野県

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

地方整備局長

北海道開発局長

知事

押印不要

不要箇所の見え消し忘れずに！
（基本的には「申請者」残し）
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松本支店 松本支店長 松本
マツモト

　次郎
ジロウ

令和 〇 年 １ 月 ８ 日

営業所の名称 職　 　名 氏
フリ

名
ガナ

様式第十一号（第四条関係） （用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

＜記載方法＞

１ 個人事業で支配人を置いている場合、及び従たる営業所がある場合の営業所の代表者に
ついて記入してください。

２ 法人の場合で、従たる営業所の代表者が法人の役員を兼ねている場合でも、必ず記入が
必要です。
その場合は「職名」欄の記載は「取締役 ○○支店長」等としてください。

３ 従たる営業所が複数ある場合、記載する順序は別紙２「営業所一覧表」と同じにしてください。

４ 建設業を営業するのが主たる営業所のみで従たる営業所が存在しないなど、記入の必要が
ない場合も、「該当なし」と記入し必ず添付してください。
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　 　借　　　対　 　照　 　表

現在

（会社名）

資　産　の　部

Ⅰ　 流　動　資　産 千円
現金預金 37,190
受取手形 5,430
完成工事未収入金 9,438
有価証券

未成工事支出金 37,429
材料貯蔵品

短期貸付金

前払費用

その他 6,579
　貸倒引当金　 △ 962

　流動資産合計 95,107 ･･･➀

Ⅱ　　固　定　資　産

(1) 有形固定資産

建物・構築物 7,800
　減価償却累計額　 △ 2,145 5,655
機械・運搬具 15,528
　減価償却累計額 △ 8,478 7,050
工具器具・備品 2,186
　減価償却累計額 △ 837 1,349
土　地 24,343
リース資産

減価償却累計額 △

建設仮勘定

その他

 減価償却累計額 △

 有形固定資産合計 38,399 ･･･➁

(2) 無形固定資産

特許権

借地権

のれん

リース資産

その他 318
 無形固定資産合計 318 ･･･➂

令和 ４年 ３月 ３１日

（株）ナガノ

記載例（法人用）
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(3) 投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

その他 4,621
　貸倒引当金　 △

　投資その他の資産合計 4,621 ･･･④
　固定資産合計 43,339

Ⅲ　繰　延　資　産

創立費

開業費

株式交付費

社債発行費

開発費

　繰延資産合計 ･･･⑥
　資産合計 138,446

　負　債　の　部

Ⅰ　流　動　負　債

支払手形 12,308
工事未払金 32,170
短期借入金

リース債務

未払金

未払費用

未払法人税等 39,500
未成工事受入金

預り金

前受収益

　引当金

その他 218
　流動負債合計 84,197 ･･･⑧

Ⅱ　固　定　負　債

社債

長期借入金

リース債務

繰延税金負債

退職給付　引当金 2,930

・・・➁＋③＋④＝⑤

・・・➀＋⑤＋⑥＝⑦

負債純資産合計
と一致

40



負ののれん

その他

　固定負債合計 2,930 ･･･⑨
　負債合計 87,127

純　　資　　産　　の　　部

Ⅰ　株　主　資　本

(1) 資本金 30,000
(2) 新株式申込証拠金

(3) 資本剰余金

　資本準備金

　その他資本剰余金

 資本剰余金合計

(4) 利益剰余金

利益準備金 3,410
その他利益剰余金

　準備金

任　意　積立金 12,000
繰越利益剰余金 5,909
利益剰余金合計 21,319

(5) 自己株式 △

(6) 自己株式申込証拠金

   株主資本合計 51,319 ･･･⑪
Ⅱ　評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金

(2) 繰延ヘッジ損益

(3) 土地再評価差額金

 評価・換算差額等合計 ･･･⑫

Ⅲ　新株予約権 ･･･⑬

　純資産合計 51,319 ･･⑪＋⑫＋⑬＝⑭
　負債純資産合計 138,446

・・・⑧＋⑨＝⑩

・・・⑩＋⑭＝⑮

財産的要件の
「資本金の額」となる

財産的要件の
「自己資本額」
となる

資産合計と
一致
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様式第十六号　（第四条、第十条、第十九条の四関係）

　損　　益　　計　　算　　書

（会社名）

Ⅰ　売　 　上　 　高 千円

完成工事高 717,930
兼業事業売上高 82,111 800,042 ･･･➀

Ⅱ　売　上　原　価

完成工事原価 644,183
兼業事業売上原価 72,699 716,882 ･･･➁
　売上総利益（売上総損失）

  完成工事総利益（完成工事総損失） 73,747
  兼業事業総利益（兼業事業総損失） 9,412 83,159

・・・➀－➁＝③

Ⅲ　販売費及び一般管理費

役員報酬 31,458
従業員給料手当 18,386
退職金 1,307
法定福利費 2,477
福利厚生費 592
修繕維持費 319
事務用品費 599
通信交通費 1,143
動力用水光熱費 2,085
調査研究費

広告宣伝費 3,151
貸倒引当金繰入額

貸倒損失

交際費 3,103
寄付金 10
地代家賃

減価償却費 2,454
開発費償却

租税公課 1,662
保険料 333
雑　費 3,445 72,529 ･･･➃
    営業利益（営業損失） 10,630 ･･･③－➃＝⑤

（株）ナガノ

自　令和　３年 ４月　１日
至　令和　４年 ３月３１日

記載例（法人用）

「直前３年の～施工

金額」の合計額と

一致

完成工事原価報告
書の合計額と一致
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Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金 275
その他 1,804 2,079 ･･･⑥

Ⅴ　営業外費用

支払利息 51
貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他 106 158 ･･･⑦
　経常利益（経常損失） 12,552

　･･･⑤＋⑥－⑦＝⑧

Ⅵ　特　別　利　益

前期損益修正益

その他 943 943 ･･･⑨

Ⅶ　特　別　損　失

前期損益修正損 1,230
その他 8,000 9,230 ･･･⑩
    税引前当期純利益（税引前当期純損失） 4,264

　法人税、住民税及び事業税 1,791 　　･･･⑧＋⑨－⑩＝⑪

　法人税等調整額 1,791 ･･･⑫
　当期純利益（当期純損失） 2,473 ･･･⑪－⑫＝⑬

（会社名）

千円

　Ⅰ　材　料　費 334,562
　Ⅱ　労　務　費 8,554

　（うち労務外注費 ）

　Ⅲ　外　注　費 259,157
　Ⅳ　経　 　費 41,907

（うち人件費 26,314 ）

　完成工事原価 644,183

（株）ナガノ

完  成  工  事  原  価  報  告  書
自　令和　３年　４月　１日
至　令和　４年　３月３１日

労務費 …直接雇用していない人
工等に支払った額が該当

経 費 …直接雇用している従業員
(人件費) に支払った額が該当
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様式第十七号の二 （第四条、第十条、第十九条の四関係）　

自

至

（会社名）

注

　１　 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　２　 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産：最終仕入原価法　　有価証券：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物：定額法　　その他有形固定資産：定率法　　無形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金の計上基準：法人税法の規定による法定繰入率

(4) 収益及び費用の計上基準

工事完成基準

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜処理

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のための基本となる

重要な事項

該当なし

　３　会計方針の変更

該当なし

　４　表示方式の変更

該当なし

　４－２　会計上の見積り

　５　会計上の見積りの変更

　６　誤謬
びゅう

の訂正

該当なし

　７　 貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産の内容及びその金額

②担保に係る債務の金額

注　　　　記　 　表

令和 ３年　４月　１日

令和 ４年   ３月３１日

（株）ナガノ

記 載 例
会計監査人なし、株式
譲渡制限会社の場合

新規設立法人（開始貸借対
照表提出の法人）及び個人
業の場合は添付不要！
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(2) 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

千円

千円

(3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

(4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭

債権及び金銭債務

(5) 親会社株式の各表示区分別の金額

(6) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

　８　 損益計算書関係

(1) 「売上高」のうち関係会社に対する部分

(2) 「売上原価」のうち関係会社からの仕入高

(3) 「売上原価」のうち工事損失引当金繰入額

(4) 関係会社との営業取引以外の取引高

(5) 研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）

　９　 株主資本等変動計算書関係

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式　（○○○株）

(2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数

該当なし

(3) 剰余金の配当

該当なし

(4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

該当なし

　10　 税効果会計

　11　 リースにより使用する固定資産

受取手形割引高

裏書手形譲渡高
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　12　 金融商品関係

(1) 金融商品の状況

(2) 金融商品の時価等

　13　 賃貸等不動産関係

(1) 賃貸等不動産の状況

(2) 賃貸等不動産の時価

　14　関連当事者との取引

 取引の内容

　ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

（1）取引の内容

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針

(3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

　15 　一株当たり情報

(1) 一株当たりの純資産額

(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失

 16 　重要な後発事象

　17 　連結配当規制適用の有無

　17 －２　収益認識関係

　18　 その他

該当なし

称又は氏名 (被所有)割合
種類

会社等の名 議決権の所有
関係内容

（千円）

科目
期末残高

（千円）
取引の内容 取引金額

科目
期末残高

種類
会社等の名 議決権の所有

関係内容 
称又は氏名 (被所有)割合
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様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　 　借　　　対　 　照　 　表

現在

商号又は名称

資　産　の　部

Ⅰ　 流　動　資　産 千円

現金預金 11,477
受取手形 2,916
完成工事未収入金 2,927
有価証券 400
未成工事支出金 3,494
材料貯蔵品 2,700
その他

　貸倒引当金　 △

　流動資産合計 23,915 ･･･➀

Ⅱ　　固　定　資　産

建物・構築物 415
機械・運搬具 5,115
工具器具・備品 1,559
土　地 3,085
建設仮勘定

破産更生債権等

その他

  固定資産合計 10,175 ･･･②
　資産合計 34,090 ･･･➀＋②＝③

　負　債　の　部

Ⅰ　流　動　負　債

支払手形 2,012
工事未払金 2,724
短期借入金 2,735
未払金 1,755
未成工事受入金 1,911
預り金 48

　引当金

その他 165
　流動負債合計 11,353 ･･･③

Ⅱ　固　定　負　債

長期借入金 5,625
その他

　固定負債合計 5,625 ･･･➃
　負債合計 16,979 ･･･③＋➃＝⑤

長野工業

令和３年１２月３１日

記載例（個人用）

負債純資産合計
と一致
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純　　資　　産　　の　　部

期首資本金 14,171 ･･･⑥
事業主借勘定 471
事業主貸勘定 △ 2,434 　･･･⑦

事業主利益 4,903
　純資産合計 17,111 ･･･⑥＋⑦＝⑧
　負債純資産合計 34,090 ･･･⑤＋⑧＝⑨

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

　税抜方式

１　貸借対照表は、財産の状態を正確に判断することができるよう明りょうに記載すること。

２　下記以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。

　期首資本金　―　　前期末の資本合計

　事業主借勘定　―　事業主が事業外資金から事業のために借りたもの

　事業主貸勘定　―　事業主が営業の資金から家事費等に充当したもの

　事業主利益（事業主損失）―　損益計算書の事業主利益（事業主損失）

３　記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

４　金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

５　「流動資産」、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」、「流動負債」、

　「固定負債」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しな

　い。

６　流動資産の「その他」又は固定資産の「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100

　分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。

７　記載要領６は、負債の部の記載に準用ずる。

８　「・・・引当金」には、完成工事補償引当金その他の当該引当金の設定科目を示す名称を付し

　た科目をもって掲記すること。

９　注は、税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用したもの

　をいう。

　ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用

　すること。

記載要領

財産的要件の
「資本金の額」となる

基本的には
財産的要件の
「自己資本額」
となる

資産合計と
一致
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様式第十九号　（第四条、第十条、第十九条の四関係）

　　　損　　益　　計　　算　　書

　　自

　　至

商号又は名称

千円

Ⅰ　完成工事高 63,450
　　兼業事業売上高 7,382 70,832 ･･･①
　
Ⅱ　完成工事原価

材料費 17,636
労務費 13,722
 （うち労務外注費        0 　　)
外注費 11,910
経費 13,404 60,785 ･･･②
　　完成工事総利益（完成工事総損失） 10,046

　　　　･･･①－②＝③
Ⅲ　販売費及び一般管理費

従業員給料手当 1,110
退職金 887
法定福利費 240
福利厚生費 279
維持修繕費 470
事務用品費 214
通信交通費 52
動力用水光熱費 147
広告宣伝費 91
交際費 561
寄付金
地代家賃 149
減価償却費 210
租税公課 424
保険料 137
雑　費 206 5,182 ･･･④
      営業利益（営業損失） 4,864

　　　　･･･③＋④＝⑤
Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金 209
その他 70 279 ･･･⑥

Ⅴ　営業外費用
支払利息 240
その他 240
　　　事業主利益（事業主損失） 4,903

　　･･･⑤＋⑥－⑦＝⑧

令和　３年　１月　１日

令和  ３年 １２月３１日

長野工業

兼業事業売上原価

4,111

※兼業事業売上

原価がある場合は、
記入してください。

「直前３年の～施工

金額」の合計額と
一致する
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記載要領

１　損益計算書は、損益の状態を正確に判断することができるよう明りょうに記載すること。

２　「事業主利益（事業主損失）」以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。

３　記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

４　金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

５　建設業以外の事業（以下「兼業事業」という。）を併せて営む場合において兼業事業における

　売上高が総売上高の10分の1を超えるときは、兼業事業の売上高及び売上原価を建設業と区分し

　て表示すること。

６　「雑費」に属する費用で、「販売費及び一般管理費」の総額の10分の1を超えるものについて

　は、それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。

７　記載要領６は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費

　用の記載に準用する。
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ 法人は、申請の直前の事業年度末日（新規設立の法人で決算期

が未到来の場合の貸借対照表は設立日）現在で、個人は決算日

（１２月末日）現在で作成してください。 

２ 新規設立等で決算期が未到来の場合は損益計算書、株主資本

等変動計算書、注記表の添付を省略出来ます。ただし、この場合

貸借対照表には「開始貸借対照表」と記載してください。 

３ 金額の記載は千円単位です。千円未満の金額は記載しません。

そのため、計・小計・合計が一致しないことがありますが、差し支え

ありません。 

５ 消費税の処理方法（税抜方式又は税込方式）及び棚卸法等につ

いては、注記表に明示してください。なお、簡易課税方式を採用し

ている場合も前記の消費税処理方法に従って記載してください。 

６ 完成工事原価報告書の「労務費」は、工事に直接従事した日雇

作業員等（「使用人数」に記載されない直接雇用の作業員）に対

する賃金、給料、手当等を記載します。その内の「（うち労務外注

費）」は、労務費のうち工事の完成を約する契約でその大部分が労

務費であるものを記載します。 

「使用人数」に記載される従業員が、工事に直接従事した給料、

手当等は「経費」の「（うち人件費）」に記載します。 

７ 資本の額が１億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に計上し

た金額の合計額が２００億円以上の株式会社は、許可申請書及

び毎事業年度経過後に提出する変更届出書に、財務諸表とともに

附属明細表を添付してください。それ以外の会社は、附属明細表

の添付は不要です。 

８ その他、各様式の記載要領に従い作成してください。 

・日付、会社名（商号又は名称）が記

載されていない。

・法人であるのに個人の様式が添付さ

れている。

・貸借対照表の「資産合計」と「負債

純資産合計」が一致していない。

・直前三年の各事業年度における工

事施工金額(様式第３号)の合計と

損益計算書の完成工事高が一致し

ていない。

・損益計算書の「完成工事原価」と完

成工事原価報告書の「完成工事原

価」が一致していない。

・消費税の処理方法が記載されてい

ない。

・貸借対照表の「繰越利益剰余金」と

株主資本等変動計算書の当期末

残高における同項目が一致してい

ない。 
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記載要領

１　貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌

　し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。

２　勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。

３　記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

　含めて記載することができる。

７　「流動資産」の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の

　「固定負債」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。

６　建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその

　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位

　をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。

４　金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

５　「流動資産」、「有形固定資産」、「無形固定資産」、「投資その他の資産」、「流動負債」、

　5を超えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載すること。「投資その他の資産」の「関係

　会社株式・関係会社出資金」に属する「親会社株式」についても同様に、「投資その他の資産」

　内容を示す適当な科目をもって記載すること。

　ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の5以下のものについては、同一の性格の科目に

　に「親会社株式」の科目をもって記載すること。

８　流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その他」に属する資産でそ

　の金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載

９　記載要領６及び８は、負債の部の記載に準用する。

　すること。

　表示に準用する。

10　「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」は、

　その金額が資産の総額の100分の5以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、無形固定

　資産の「その他」に含めて記載することができる。

11　記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」の

　資産」又は「繰延税金負債」として投資その他の資産又は固定負債に記載する。

14　各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累計額を直接控除し、

13　「繰延税金資産」の金額及び「繰延税金負債」の金額については、その差額のみを「繰延税金

12　「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異（会計上の

　簿価と税務上の簿価との差額）の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を

　計上しない場合には記載を要しない。

　ののれん」として記載する。

17　持分会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資金」を

　投資その他の資産の「その他」に含めて記載することができる。

16　「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合においては、「関係

　会社株式」又は「関係会社出資金」として記載すること。

　その控除残高を各資産の金額として記載する。

15　「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科目（「リース資産」

　及び「建設仮勘定」を除く。）又は無形固定資産に属する各科目（「のれん」及び「リース資産

　」を除く。）に含めて記載することができる。

18　「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は「負

もって記載することができる。

19　持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込証拠

　金」とあるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金につ

　いては、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。

20　その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載す

・換算差額等に計上することが適当であると認められるものについては、内容を明示する科目を

21　「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、評価

　る。
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記載要領

３　記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位

８　「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載

　することができる。

１　損益計算書は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌

　用の記載に準用する。

　ができる。

　この場合において兼業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載すること

４　金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

５　「兼業事業」とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。

　し、会社の損益の状態を正確に把握することができるよう明瞭に記載すること。

２　勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。

　記載を要しない。

13　税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額

　をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。

９　特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。

　なお、「兼業事業売上高」（二以上の兼業事業を営む場合においては、これらの兼業事業の売

　上高の総計）の「売上高」に占める割合が軽微な場合においては、「売上高」、「売上原価」及

　び「売上総利益（売上総損失）」を建設業と兼業事業とに区分して記載することを要しない。

６　「雑費」に属する費用で「販売費及び一般管理費」の総額の10分の1を超えるものについては、

　それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。

７　記載要領６は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費

10　「特別利益」に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要し

　ない。

　ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しないこ

　とができる。

　と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差異を「過年度税効果調整額」として

　株主資本等変動計算書に記載するものとし、当該差額は「法人税等調整額」には含めない。

11　記載要領８は「前期損益修正損」の記載に、記載要領９は特別損失の「その他」の記載に、記

　載要領10は「特別損失」に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。

12　「法人税等調整額」は、税効果会計の適用に当たり、一時差異（会計上の簿価と税務上の簿価

　との差額）の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には
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記
載

要
領

　
１

　
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
は

、
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

企
業

会
計

の
基

準
そ

の
他

の
企

業
会

計
の

慣
行

を
し

ん
酌

し
、

純
資

産
の

部
の

変
動

の
状

態
を

正
確

に
判

断
す

る
こ

　
と

が
で

き
る

よ
う

明
瞭

に
記

載
す

る
こ

と
。

　
２

　
勘

定
科

目
の

分
類

は
、

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。

　
３

　
記

載
す

べ
き

金
額

は
、

千
円

単
位

を
も

つ
て

表
示

す
る

こ
と

。

　
た

だ
し

、
会

社
法

（
平

成
1
7
年

法
律

第
8
6
号

）
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

大
会

社
に

あ
つ

て
は

、
百

万
円

単
位

を
も

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
、

「
千

円
」

と
あ

　
る

の
は

「
百

万
円

」
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

　
４

　
金

額
の

記
載

に
あ

た
っ

て
有

効
数

字
が

な
い

場
合

に
お

い
て

は
、

項
目

の
名

称
の

記
載

を
要

し
な

い
。

　
５

　
そ

の
他

利
益

剰
余

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
内

訳
科

目
の

当
期

首
残

高
、

当
期

変
動

額
（

変
動

事
由

ご
と

の
金

額
）

及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
記

載
す

る
こ

と
に

　
代

え
て

、
注

記
に

よ
り

開
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

そ
の

他
利

益
剰

余
金

の
当

期
首

残
高

、
当

期
変

動
額

及
び

当
期

末
残

高
の

各
合

計
額

を
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書

　
に

記
載

す
る

。

　
６

　
評

価
・

換
算

差
額

等
に

つ
い

て
は

、
そ

の
内

訳
科

目
の

当
期

首
残

高
、

当
期

変
動

額
（

当
期

変
動

額
に

つ
い

て
は

主
な

変
動

事
由

に
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

に
は

、
変

動
事

由
ご

　
と

の
金

額
を

含
む

。
）

及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
記

載
す

る
こ

と
に

代
え

て
、

注
記

に
よ

り
開

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
は

、
評

価
・

換
算

差
額

等

　
の

当
期

首
残

高
、

当
期

変
動

額
及

び
当

期
末

残
高

の
各

合
計

額
を

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
記

載
す

る
。

　
７

　
各

合
計

額
の

記
載

は
、

株
主

資
本

合
計

を
除

き
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
８

　
当

期
首

残
高

に
つ

い
て

は
、

会
社

計
算

規
則

（
平

成
1
8
年

法
務

省
令

第
1
3
号

）
第

２
条

第
３

項
第

5
9
条

に
規

定
す

る
遡

及
適

用
又

は
同

項
第

6
4
条

に
規

定
す

る
誤

謬び
ゅ
う

の
訂

正
を

し
た

　
場

合
に

は
、

当
期

首
残

高
及

び
こ

れ
に

対
す

る
影

響
額

を
記

載
す

る
。

　
９

　
株

主
資

本
の

各
項

目
の

変
動

事
由

及
び

そ
の

金
額

の
記

載
は

、
概

ね
貸

借
対

照
表

に
お

け
る

表
示

の
順

序
に

よ
る

。

　
1
0
　

株
主

資
本

の
各

項
目

の
変

動
事

由
に

は
、

例
え

ば
以

下
の

も
の

が
含

ま
れ

る
。

(
1
)

当
期

純
利

益
又

は
当

期
純

損
失

(
2
)

新
株

の
発

行
又

は
自

己
株

式
の

処
分

(
3
)

剰
余

金
（

そ
の

他
資

本
剰

余
金

又
は

そ
の

他
利

益
剰

余
金

）
の

配
当

(
4
)

自
己

株
式

の
取

得

(
5
)

自
己

株
式

の
消

却

(
6
)

企
業

結
合

（
合

併
、

会
社

分
割

、
株

式
交

換
、

株
式

移
転

な
ど

）
に

よ
る

増
加

又
は

分
割

型
の

会
社

分
割

に
よ

る
減

少

(
7
)

株
主

資
本

の
計

数
の

変
動

①
資

本
金

か
ら

準
備

金
又

は
剰

余
金

へ
の

振
替

②
準

備
金

か
ら

資
本

金
又

は
剰

余
金

へ
の

振
替

③
剰

余
金

か
ら

資
本

金
又

は
準

備
金

へ
の

振
替

④
剰

余
金

の
内

訳
科

目
間

の
振

替

　
1
1
　

剰
余

金
の

配
当

に
つ

い
て

は
、

剰
余

金
の

変
動

事
由

と
し

て
当

期
変

動
額

に
表

示
す

る
。

　
1
2
　

税
効

果
会

計
を

適
用

す
る

最
初

の
事

業
年

度
に

つ
い

て
は

、
そ

の
期

首
に

繰
延

税
金

資
産

に
記

載
す

べ
き

金
額

と
繰

延
税

金
負

債
に

記
載

す
べ

き
金

額
と

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

差

　
額

を
「

過
年

度
税

効
果

調
整

額
」

と
し

て
繰

越
利

益
剰

余
金

の
当

期
変

動
額

に
表

示
す

る
。

　
1
3
　

新
株

の
発

行
の

効
力

発
生

日
に

資
本

金
又

は
資

本
準

備
金

の
額

の
減

少
の

効
力

が
発

生
し

、
新

株
の

発
行

に
よ

り
増

加
す

べ
き

資
本

金
又

は
資

本
準

備
金

と
同

額
の

資
本

金
又

は
資

本

　
準

備
金

の
額

を
減

少
さ

せ
た

場
合

に
は

、
変

動
事

由
の

表
示

方
法

と
し

て
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

方
法

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。

(
1
)

新
株

の
発

行
と

し
て

、
資

本
金

又
は

資
本

準
備

金
の

額
の

増
加

を
記

載
し

、
ま

た
、

株
主

資
本

の
計

数
の

変
動

手
続

き
（

資
本

金
又

は
資

本
準

備
金

の
額

の
減

少
に

伴
う

そ
の

他
資

本
剰

余
金

の
額

の
増

加
）

と
し

て
、

資
本

金
又

は
資

本
準

備
金

の
額

の
減

少
及

び
そ

の
他

資
本

剰
余

金
の

額
の

増
加

を
記

載
す

る
方

法
。
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(
2
)

新
株

の
発

行
と

し
て

、
直

接
、

そ
の

他
資

本
剰

余
金

の
額

の
増

加
を

記
載

す
る

方
法

。

企
業

結
合

の
効

力
発

生
日

に
資

本
金

又
は

資
本

準
備

金
の

額
の

減
少

の
効

力
が

発
生

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
り

扱
う

。

　
1
4
　

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
当

期
変

動
額

は
、

純
額

で
表

示
す

る
が

、
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
当

該
表

示
は

、
変

動
事

由
又

は
金

額
の

重
要

性

　
な

ど
を

勘
案

し
、

事
業

年
度

ご
と

に
、

ま
た

、
項

目
ご

と
に

選
択

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
1
5
　

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

、
以

下
の

方
法

を
事

業
年

度
ご

と
に

、
ま

た
、

項
目

ご
と

に
選

択
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(
1
)

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

方
法

(
2
)

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
当

期
変

動
額

を
純

額
で

記
載

し
、

主
な

変
動

事
由

及
び

そ
の

金
額

を
注

記
に

よ
り

開
示

す
る

方
法

　
1
6
　

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

、
当

該
変

動
事

由
に

は
、

例
え

ば
以

下
の

も
の

が
含

ま
れ

る
。

(
1
)

評
価

・
換

算
差

額
等

①
そ

の
他

有
価

証
券

評
価

差
額

金

そ
の

他
有

価
証

券
の

売
却

又
は

減
損

処
理

に
よ

る
増

減

純
資

産
の

部
に

直
接

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

評
価

差
額

金
の

増
減

②
繰

延
ヘ

ッ
ジ

損
益

ヘ
ッ

ジ
対

象
の

損
益

認
識

又
は

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

終
了

に
よ

る
増

減

　
純

資
産

の
部

に
直

接
計

上
さ

れ
た

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
の

増
減

(
2
)

新
株

予
約

権

新
株

予
約

権
の

発
行

新
株

予
約

権
の

取
得

新
株

予
約

権
の

行
使

新
株

予
約

権
の

失
効

自
己

新
株

予
約

権
の

消
却

自
己

新
株

予
約

権
の

処
分

　
1
7
　

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
う

ち
、

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

に
つ

い
て

、
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

、
時

価
評

価
の

対
象

と
な

る
そ

の
他

有
価

証
券

の

　
売

却
又

は
減

損
処

理
に

よ
る

増
減

は
、

原
則

と
し

て
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

方
法

に
よ

り
計

算
す

る
。

(
1
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

に
税

効
果

を
調

整
し

た
後

の
額

を
表

示
す

る
方

法

(
2
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

を
表

示
す

る
方

法

こ
の

場
合

、
評

価
・

換
算

差
額

等
に

対
す

る
税

効
果

の
額

を
、

別
の

変
動

事
由

と
し

て
表

示
す

る
。

ま
た

、
当

該
税

効
果

の
額

の
表

示
は

、
評

価
・

換
算

差
額

等
の

内
訳

項
目

ご
と

　
に

行
う

方
法

、
そ

の
他

有
価

証
券

評
価

差
額

金
を

含
む

評
価

・
換

算
差

額
等

に
対

す
る

税
効

果
の

額
の

合
計

に
よ

る
方

法
の

い
ず

れ
に

よ
る

こ
と

も
で

き
る

。
ま

た
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

　
益

に
つ

い
て

も
同

様
に

取
り

扱
う

。

　
な

お
、

税
効

果
の

調
整

の
方

法
と

し
て

は
、

例
え

ば
、

評
価

・
換

算
差

額
等

の
増

減
が

あ
っ

た
事

業
年

度
の

法
定

実
効

税
率

を
使

用
す

る
方

法
や

繰
延

税
金

資
産

の
回

収
可

能
性

を

　
考

慮
し

た
税

率
を

使
用

す
る

方
法

な
ど

が
あ

る
。

　
1
8
　

持
分

会
社

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
「

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

」
と

あ
る

の
は

「
社

員
資

本
等

変
動

計
算

書
」

と
、

「
株

主
資

本
」

と
あ

る
の

は
「

社
員

資
本

」
と

し
て

記
載

す

　
る

。
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記載要領

１　記載を要する注記は、以下のとおりとする。

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

　【凡例】○･･･記載要、×･･･記載不要

株式譲渡
制限会社

４－２　会計上の見積り ○ × ×

17－２　収益認識関係 ○ × ×

○

(4) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた

方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。なお、会社が顧客との工事契約に

　生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善

　するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき（当該事業年度

　の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。）は、次に掲げる事項を記

④ 当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表に反

　注２　重要性の乏しい事項は、記載を要しない。

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

映しているか否かの別

５　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その

２　注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することができ

　る。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。

３　記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。

　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６項に規定する大会社にあつては、百万円単位を

　関連を明らかにして記載する。

14　関連当事者との取引 ○ ○ ×

15　一株当たり情報 ○ ○ ×

×

○ ×

13　賃貸等不動産関係 ○ ○ ×

株　式　会　社

会計監査人なし

２　重要な会計方針

○ ○ ×

９　株主資本等変動計算書関係

基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、次に掲げる

○ ○ ○

○ ×

11　リースにより使用する固定資産 ○

○ ×

８　損益計算書関係

× × ×

○ ○ ○

７　貸借対照表関係 ○

６　誤謬
　びゅう

の訂正

16　重要な後発事象

17　連結配当規制適用の有無

１　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

　るような事象又は状況
○

10　税効果会計 ○

12　金融商品関係 ○

○ ○

○ ×

３　会計方針の変更

４　表示方法の変更

５　会計上の見積りの変更 ×

公開会社

持分会社会計監査人
設置会社

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ×

○ × ×

○ ○ ○

○

　って記載する。

18　その他

　もって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。

４　注に掲げる事項で該当事項がない場合においては「該当なし」と記載すること。

６　注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従

　載する。

　注１　事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提に重要な疑義を
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① 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容

② ① に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点

③ ① 及び② に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの

　注４－２

(1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

又は注記表の項目にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る貸借対照表、損益計算

掲げる事項（当該会計方針の変更を会計上の見積り変更と区別することが困難なときは、ロに掲

③ 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす

可能性があるときは、当該影響に関する事項

(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たつて採用したものを記載

する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方

　注５　会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。

　ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。

② 当該表示方法の変更の理由

ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該

会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期

ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性が

項目に対する影響額

　注６　会計計算規則第２条第３項第64号に規定する誤謬
びゅう

の訂正をした場合に、次に掲げる事項を記載

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。

(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等（負債の部に計上したものを除く。）の種類別に総

額を記載する。

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。

(4) 総額を記載するものとし、取締役、監査役又は執行役別の金額は記載をすることを要しない。

(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。

　注７　

④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に

　注４　一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更し

　た場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。

② 当該会計方針の変更の理由

③ 会計計算規則（平成18年法務省令第13号）第２条第３項第59号に規定する遡及適用(以下単に

「遡及適用」という。）をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額

　する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。

① 当該誤謬
びゅう

の内容

　 ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計監査人設置会社以外の株式会社及び

 持分会社にあつては、④ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。

① 当該会計方針の変更の内容

　事項を記載する。

書、株主資本等変動計算書又は注記表に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの

げる事項を除く。）

　注３ 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した

 場合に、次に掲げる事項を記載する。

式を採用すること。

② 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

① 当該表示方法の変更の内容

ある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

② 当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の

① 当該会計上の見積りの変更の内容

(2) 当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は注記表の(1)に掲

る情報

げる項目に計上した額

(3) (2)に掲げるもののほか、(1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資す
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　注18　注１から注17－２に掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算
　書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載する。

記載を要しない。

③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

なお、① から③ に掲げる事項が注２ の規定により注記すべき事項と同一であるときは、

　会社法第444条第３ 項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、① 及び③ に掲げる

　事項を省略することができる。

① 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不

確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の

額その他の事項

② 収益を理解するための基礎となる情報

約により使用する物件をいう。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質

的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担す

　注10　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。

　注11　ファイナンス・リース取引（リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該

効力発生日について記載する。

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。

(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示したとき

について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び

(3) 事業年度中に行った剰余金の配当（事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当

は、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支

出金と工事損失引当金を相殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金

額を記載する。

(1) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。

(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。

ることとなるものをいう。）の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通

常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について、定性的に記

　注９

　注８　

  注17  会社計算規則第154条第4号に規定する配当規制を適用する場合に、その旨を記載する。

　注14　「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第4項に定める者をいい、記載に当たつては、関連

　認識する場合に、次に掲げる事項（ 重要性の乏しいものを除く。） を記載する。ただし、

① 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引

　当事者毎に記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関連当

  注17－ ２ 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を

条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

　ース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね１割程度と

　注12　重要性の乏しいものについては記載することを要しない。

　注13　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。

　取引のうち以下の取引については記載を要しない。　

　事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との

を受ける者を定めるための会社法第124条第１項に規定する基準日が事業年度中のものを含む。）

　「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に基幹設備

　する。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。

載する。

　が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当期支払リ

リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（当該リース契

　「種類」の欄には、会計計算規則第112条第４項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。

　注15　株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした

　場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して(1)及び(2)に

　掲げる額を算定したときは、その旨を追加して記載する。

② 取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付

③ その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一

般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引
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記載要領

平成　１５年  ４月 　１日

　資本金増資（資本金１,０００万円）

　商号を(株)ナガノに変更

　主たる営業所の所在地「長野市大字南長野字幅下６９２ｰ２」へ移転

（用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

昭和　５１年　　２月　１０日

様式第二十号（第四条関係）

　長野土木建設工業(有)　設立　（資本金３００万円）　建設業を開始

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。２

　(株)長野土木建設工業　に組織変更

年　 　月　 　日　

昭和　５８年 　９月 　１日

昭和　５８年　 １０月　１５日

　松本支店　開設
平成　１０年 　２月　１０日

平成　１２年 　１２月　２５日

業種追加（般ー６３）第１２３４５号　管・しゅ・園

年　 　月　 　日　

年　 　月　 　日　

３

年　 　　月　　　　日　

年　 　　月　　　　日　

昭和　６３年 　２月 　３日

年　 　月　　　　日　

賞
罰

１

年　 　月　 　日　

　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載

年　 　　月　　　　日　

年　 　月　 　日　

年　 　月　 　日　

年　 　　月　　　　日　

昭和　４０年　　１月　　１日
　長野興業　創業

創
業
以
後
の
沿
革

長野県知事許可（般ー５１）第１２３４５号　土・と・舗・水

すること。

年　 　月　 　日　

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

　な　　し

昭和　５１年 　１０月 　１５日

年　 　　月　　　　日　

＜記載方法＞

１ 「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、

営業の休止、営業の再開、所在地変更等を記入します。

２ 創業日と建設業の営業を開始した日が異なる場合は、該当日に「建設業を開始」と記入してください。

３ 別の者から建設業を譲り受けた沿革を有する場合は、それについても記入してください。

４ 「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の登録及び許可等（登録・許可番号、業種、般・特の別、
廃業等。更新は記載の必要なし。）について記入してください。

５ 「賞罰」の欄は、建設業法を始めとした他の法律（建築士法、宅地建物取引業法等）による行政罰は、もち
ろん、刑罰その他の賞罰について記入してください。該当が無ければ「なし」と記入してください。
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記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

（一社）長野県建設業協会 平成9年4月1日

・「建設業団体」とは、建設業法第２７条の３７の規定に基づき、国土交
通大臣又は都道府県知事に届け出た団体をいいます。
長野県知事に届け出のあった団体は、以下の３団体です。

１ （一社）長野県建設業協会
２ （一社）長野県電設業協会
３ （一社）長野県空調衛生設備業協会

・団体加入がない場合は「該当なし」と記入して提出してください。

※上記以外の団体に該当していても「該当なし」となります。
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殿

許可年月日

（営業所毎の保険の加入状況）

12345 30 4 15

健康保険

3

健康保険

雇用保険

厚生年金保険

合計 　23人
（　　２人）

　人
（　 　人）

厚生年金保険

雇用保険

健康保険

　人
（　 　人）

厚生年金保険

雇用保険

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

松本支店 　５人
（　 　0人）

3 3

本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

１１アイ００１１１

厚生年金保険 １１アイ００１１１

雇用保険 20301－111111－000

本店 　18人
（　　２人）

1 1 1

健康保険

営業所の名称 従業員数
保険の加入状況

事業所整理記号等
健康保険 厚生年金保険 雇用保険

知事 特
年 月号 平成）第30

知事 届出者

許 可 番 号
国土交通大臣

許可（
般

－ 日

令和 〇 年　１月　８日

地方整備局長
北海道開発局長

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

（１） 健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２） 下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

申請者

営業所一覧
表に記載した
順に記入

役員（非常勤含む）
又は個人事業主を
含めすべての人数を
記入

加入は「１」、適用除外は「２」、本店一括
の場合は「３」を記入
※未加入に該当する番号はありません。

【留意事項】
法人の営業所又は個人経営で、常時５人以上の労
働者を使用する営業所であっても、健康保険の
被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認
を受けて建設業に係る国民健康保険組合（建設国保
等）に加入している場合は、適用除外（「保険加入の
有無」の「健康保険」の欄に２と記入）となります。

事業所整理記号
及び事業所番号
を記入
※建設国保等の
場合は、「建設国
保」のように該当
するものを記入

長 野 県

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

長 野 県

以前提出したことがある本様式のうち、「保険の
加入状況」に変更があった場合は、（２）を○で
囲み、提出してください。

押印不要

＜記載方法＞

１ 「保険の加入状況」欄は、適用事業所（※）単位で、健康保険等の資格を取得したことについての届出を行っている場合は「１」を、従業員が４人以下
である個人事業主である場合等の健康保険、厚生年金保険の適用が除外される場合は「２」を、本店一括の事業所の場合は「３」を記入してください。

※「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険にあっては法人の事業所（営業所）及び個人経営で常時５人以上の労働者を使用する事業所（営業所）
をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所（営業所）をいいます。

２ 以前に提出したことがある本様式のうち、「保険加入の状況」に変更が生じた場合は、届出が必要です。その際、届出時点の状況を記入してください。
（保険の加入状況に関する確認書類は、確認書類についてP.13参照）

３ その他、様式の記載要領に従い作成してください。（記載要領は次のページ）
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記載要領

１ この表は、次の（１）及び（２）の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

（１） ①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可の申請をする場合

②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可の申請をする場合

③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可のみ

を受けている者が新たに一般建設業の許可の申請をする場合

④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の

許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可の申請をする場合

⑤既に受けている建設業の許可についてその更新の申請をする場合

⑥法第17条の２若しくは法第17条の３の規定により建設業者としての地位を承継した者又は法第17条の３の規定

により建設業者としての地位の承継の認可の申請をする者がその加入状況を提出する場合

「申請者
この場合 「(１)」を○で囲み、 の「届出者」を消すとともに 「保険加入の有無」の欄は、許可若し、 、

届出者」

くは承継の認可の申請の際又は建設業者としての地位の承継後の加入状況を記入すること。

（２） ①既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があつた場合

②新たに営業所を追加した場合

「申請者
この場合 「(２)」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに 「保険加入の有無」の欄は、変更後の、 、

届出者」

加入状況を記入すること。

「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

２ 北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事 、」

「申請者
３ の欄は、この表により建設業の許可の申請等をしようとする者（以下「申請者」という ）の他にこの表を作。

届出者」

成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写

しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

「 」 「 」 、 、４ 許可番号 及び 許可年月日 の欄は 現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは

そのうち最も古いものについて記入すること。

５ 「営業所の名称」の欄は、別記様式第二十二号の五別紙二、別記様式第二十二号の七別紙二、別記様式第二十二号の八

別紙二又は別記様式第二十二号の十別紙二に記載した順に記載すること。

６ 「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事す

る者を含む。)を記載すること （ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む ）の人数を内数とし。 。

て記載すること。

７ 「保険加入の状況」の「健康保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構又は健康保険組合

に対して届出を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の健康保険法の適用が除外

される場合は「２」を、健康保険法（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同

条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ ）については「３」を記入するこ。

と。

８ 「保険加入の状況」の「厚生年金保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構に対して届出

を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年金保険法の適用が除外される場

合は「２」を、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同

条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ ）については「３」を記入するこ。

と。

９ 「保険加入の状況」の「雇用保険」の欄については、適用事業となつたことについて公共職業安定所の長に対して届出

を行つている場合は「１」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険法の適用が除外される場合等は「２」

を、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営

業所については「３」を記入すること。

10 「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康

保険組合名 を記載すること ただし 健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については 本） 。 、 、「

店（○○支店等）一括」と記載すること。

11 「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、

厚生年金保険法第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については 「本店（○○支店等）一括」と記、

載すること。

12 「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴

収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については 「本店（○、

○支店等）一括」と記載すること。
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記載要領

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　

　（例　○○銀行○○支店）

○○支店 ○○支所

国民政策金融公庫 ○○銀行○○支店 △△信用金庫本店 □□農業協同組合

政 府 関 係 金 融 機 関
信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

そ の 他 の 金 融 機 関

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

株式会社商工組合中央金庫

主要な取引金融機関を、本店・本所、支店・支所、営業所等まで正確に記入
してください。

（残高証明書の添付がある場合は、基本的に証明書発行元の金融機関の記入
が必要です。）
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　⑴　
（１） 下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ 　⑵　 　に掲げる経験を有することを証明します。

　⑶

（２）下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変 　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

地方整備局長

０ ０ ２

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ）証 明 書

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

役 職 名 等

令和　〇　年　１　月　８　日

証明者

⑴
本 人 ⑵

の常勤の役員

の 支 配 人 ⑶

令和　〇　年　１　月　８　日

北海道開発局長 申請者
長野県知事 届出者

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 3 （１．新規　 　２．変更　 　３．常勤役員等の更新等）

変          更
の 年 月 日 令和　 　年　 　月　 　日

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 2 0
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）
長野県 知事  特

第 0 1 2 3 4 5 号 平成 3 0 年 0 4 月 1 5 日

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ナ ガ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ０ 長 野 太 郎 0 1生 年 月 日 月 0 1 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 3 1 年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ １ 生 年 月 日 月 日

平成　１２　年　１０　月から　令和　４　年　１２　月まで　満　２２　年　２　月

年

平成１２年１０月１日 ～ １６年３月３１日 取締役
平成１６年 ４月１日 ～ 現在 代表取締役

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

取締役、代表取締役

役 員

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

長野市大字南長野南県町６８６－１

押印不要

押印不要

不要なものは見え消しする

経験時点の役職名を記入する
（代表取締役、取締役、理事、事業主等）

証明者から見た被証明者の
立場を記入する
（例）証明者が法人、被証明者
が取締役の場合→「役員」
証明者が個人事業主（被証明
者本人）の場合→「本人」

不要なものは見え消しする

新規 変更届
業種追加・更新

項番17で「２」にした場合の
み記入する

項番17で「２」にした場合の
み記入する

提出日の前月を記入する

3  0

項番17で「２」又は「３」にした場合は記入する
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

◎常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式第７号）

１ 経営業務の管理責任者等の要件については、手引PART１の４の(1)

（P.16）を参照してください。 

２ この証明書は、被証明者一人について証明者が複数ある場合は、証

明者別に証明してください。 

３ 原則として新規許可、変更の届出については、証明期間の内、許可

要件を満たすことが確認出来る５年又は６年以上の期間（原則として

申請時から直近）に係る、経験が確認出来る書類の提示が必要で

す。提示出来ない場合は、申請や届出を受理出来ない場合がありま

す。 （「提出書類について（P.13）」 参照） 

４ 「経験年数」欄には、被証明者が具体的に経営業務の管理責任者

等としての経験を有した期間（初月を算入せず期間計算した経験月

数）を記載してください。（経験期間が休職や出向等で中断している場

合でも、「経験年数」欄に実際の経験期間を別々に明記すれば、１枚

の証明書で証明出来る。） 

５ （１）の第７条第１号イについては、（１）～（３）のうち該当するものを残 

し、不要なものを削除します。 

イ（１）該当・・・建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者として

の経験を有する者 

イ（２）該当・・・建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者に準

ずる地位にある者 

イ（３）該当・・・建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準

ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を 

補佐する業務に従事した経験を有する者 

６ 「証明者」欄には、証明者が法人である場合には、その本店の所在

地、商号又は名称及び代表者の氏名を記載し、個人である場合に

は、その本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載してください。 

・法人成りの場合に、個人営業の期間

を法人が証明している。（個人営業期

間の証明は、元事業主本人の個人

による自己証明となる。）

・証明者が法人である場合に、現在の

代表取締役ではなく、対象期間当時

の代表取締役が証明者となってい

る。

・証明者が使用者（法人の代表者等）で

はなく、営業所長等となっている。

・使用者の証明が得られない場合に、

理由が「備考」欄に記載されていな

い。

・使用者又は被証明者と同等以上の役

職にあった者がいるにもかかわらず、

本人が証明している。
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７ 「証明者」は、原則として使用者でなければなりません。ただし、法人

の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とする

ことが出来ます。 

 なお、これらの者の証明を受けることができない正当な理由があり、

やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載

し、「証明者」欄には経験時の商号又は名称を「元○○」又は「（○

○）」等と記載してください。この場合、その事実を証し得る第三者の証

明、又はその他の書類を徴することがあります。 

８ 有限会社⇒株式会社等の組織変更の場合は、期間を通算して１枚

で証明出来ますが、「備考」欄にその旨を記載してください。 

10 □1 □7 「区分」欄は、次の分類は以下のとおりです。

「1.新規」……… 許可を受けようとする行政庁に対し初めて常勤役員 

等としての証明を行う場合 

「2.変更」……… 現在証明されている常勤役員等に変更があった場合 

「3.常勤役員…  常勤役員等について、現在証明されている者のまま 

等の更新等」   とする場合 

※「１」「２」以外の場合は「３」を記入します。
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（１）下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

（２）下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変 　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
（第一面）

⑴
⑵

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和　〇　年　１　月　８　日

証明者

の 常 勤 の 役員
⑴
⑵

本 人
の 支 配 人

令和　〇　年　１　月　８　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者
長野県知事 届出者

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1 （１．新規　 　２．変更　 　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　年　 　月　 　日

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ウ エ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ ０ 上 田 一 郎 0 5生 年 月 日 月 0 5 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 3 5 年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ２ １ 生 年 月 日 月 日

平成　３１　年　４　月から　令和　３　年　１２　月まで　満　２　年　８　月

年

取締役

役員

平成３１年４月１日 ～ 現在 取締役

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

上田市材木町１－２－６

※様式第７号を提出する場合は、本様式（様式７号の２、第１面～第４面）の提出

は不要です。

この様式が必要な者は、

（１）建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員等

又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

（２）５年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し２年以上 役員等としての
押印不要

押印不要

勤めていた時期により勤務先（証明
者）が異なる場合は、第１面を証明者
ごとに複数枚作成してください。
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⑵
（３） 下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置する

ものであることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変 　更　　前】

備考
　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

月 日

建設部長

平成　２４　年　４　月から　令和　３　年　１２　月まで　満　９　年　８　月

社員

平成２４年４月１日　～　現在　建設部長

年生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 0 8 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 4 5 年 0 7生 年 月 日

18

氏 名 ２ ５ 須 坂 県 太

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ ス ザ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

許 可 番 号 ２ ３

3 5 10 11 13 15

（１．新規　 　２．変更　 　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　年　 　月　 　日

大臣
コード

知事

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

長野県知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

（用紙Ａ４）

（第二面）

令和　〇　年　１　月　８　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

須坂市大字須坂字中縄手1699-11

記載例では財務管理・労務管理・業務運営の業務経験
を有する者を１名で配置できる場合の例として記載して
いますが、３つの分野を別の方が担当することも可能です。

押印不要
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⑵
　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置する
ものであることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変 　更　　前】

備考
　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

月 日

建設部長

平成　２４　年　４　月から令和　３　年　１２　月まで　満　９　年　８　月

社員

平成２４年４月１日　～　現在　建設部長

年生 年 月 日

18

氏 名 ３ ０

3 5 10 13 14 16

月 0 8 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 4 5 年 0 7生 年 月 日

18

氏 名 ２ ９ 須 坂 県 太

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ ２ ８ ス ザ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

許 可 番 号 ２ ３

3 5 10 11 13 15

（１．新規　 　２．変更　 　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　年　 　月　 　日

大臣
コード

知事

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７ 1

長野県知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

（用紙Ａ４）

（第三面）

令和　〇　年　１　月　８　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

須坂市大字須坂字中縄手1699-11

押印不要
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⑵
　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置する
ものであることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変 　更　　前】

備考
　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

（用紙Ａ４）

（第四面）

令和　〇　年　１　月　８　日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者
長野県知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

建設部長

平成　２４　年　４　月から　令和　３　年　１２　月まで　満　９　年　８　月

社員

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １ 1

平成２４年４月１日　～　現在　建設部長

（１．新規　 　２．変更　 　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　 　年　 　月　 　日

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ３
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

記

3

氏名のフリガナ ３ ２ ス ザ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ３ ３ 須 坂 県 太 0 7生 年 月 日 月 0 8 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 4 5 年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ３ ４ 生 年 月 日 月 日年

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

須坂市大字須坂字中縄手1699-11

押印不要
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

◎常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

（様式第７号の２）

１ 本様式は、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する

者の体制で業務を行う場合に提出が必要な書類です。 

※常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式第７

号）を提出する場合には提出不要です。 

２ 記載については、常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明

書（様式第７号）の留意事項を参考としてください。 

３ 第１面の証明者が複数になる場合には、第１面を証明者ごとに

作成して提出してください。 

なお、第１面を複数提出する場合でも、第２面～第４面は１枚ず

つの提出になります。 

例：法第７条第１号ロ(2)に該当する場合、「５年以上役員等として

の経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員等として

の経験を有する者」としての証明をすることになりますが、「５

年以上の役員等としての経験」と「建設業に関する２年以上

の役員等としての経験」を証明する者が別の者である場合、

「様式第７号の２ 第１面」は２枚提出が必要です。 
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記載要領

※ 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

令和　〇　年 　１　月　８　日 氏　名　

　上記のとおり相違ありません。

罰

　な　　し
賞

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

年 月 日 賞 罰 の 内 容

自　 　年　 　月　 　日

歴 至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　  Ｈ12　 年　10  月　１　日
　〃　 　取締役（常勤）に就任　経営業務を管理

至　 　Ｈ16　年　３　月　31  日

自　 　Ｈ16　年　４　月　１　日
　〃　 　代表取締役（常勤）に就任　経営業務を管理　現在に至る

至　 　年　　　月　　　日

自　 　Ｈ２ 　年　４　月　１　日
　〃　 　工事課長に就任

至　  Ｈ９ 　年　９　月　30  日

職 自　  Ｈ９　 年　10  月　１　日
　〃　 　建設部長に就任

至　 　Ｈ11　年　９　月　31  日

期 間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　  Ｓ53　年　４　月　１　日 長野土木建設工業(有)（(株)長野土木建設工業、現(株)ナガノ）入社　土木工事の施工に従
事至　 　Ｈ２　 年　３　月　31　日

氏 名 長野　太郎 生 年 月 日 昭和３１　年 １　月 １　日生

職 名 代表取締役（常勤）

別紙 （用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

現 住 所 長野市南長野南県町６８６－１

長野 太郎

本様式は、常勤役員等（経営業務の管理
責任者等）証明書（様式第７号）を提出する
場合に、提出が必要となります。

（基本的には本様式を使用します）

押印不要

現在の職名を記入する （法人：「役員等の一覧表」の役名と一致 個人：「事業主」）
職名に続けて、常勤・非常勤の別を（ ）書きする

現在に至るまでの職歴を記入
※職歴のみなので学歴等は
記入不要

・「従事した職務の内容」欄は、職務の内容や役名を具体的に記入し、建設業の
経営経験が明らかになるよう具体的に記入してください。
法人の役員としての職歴の場合は、常勤・非常勤の別も必ず記入してください。

・「賞罰」欄には、建設業についての行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他

の賞罰についても記入するものとし、該当がない場合でも空欄とせず、必ず「なし」
と記入します。
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記載要領

※ 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙一 （用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

現 住 所 　上田市材木町１－２－６

氏 名 　上田　一郎 生 年 月 日 　昭和　３５　年　５　月　５　日生　

職 名 　取締役（常勤）

期　 　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　　S57　年　４　月　１　日
長野土木建設工業(有)（(株)長野土木建設工業、現(株)ナガノ）入社　営業に従事

至　　H６　年　３　月　31　日

自　　H６　年　４　月　１　日
　〃　 　営業課長に就任

至　　H13　年　３　月　31　日

職 自　　H13　年　４　月　１　日
　〃　 　営業部長に就任

至　　H24　年　３　月　31　日

自　　H25　年　４　月　１　日
(株)ナガノ住宅販売　取締役（常勤）に就任　（建設業以外の分野を担当）

至　　H30　年　３　月　31　日

自　　H30　年　４　月　１　日
(株)ナガノ　取締役（常勤）に就任　経営業務を管理　現在に至る

至　 　年　　　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

歴 至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

年　 　月　 　日 賞　 　罰　 　の　 　内　 　容

　な　　し
賞

罰

　上記のとおり相違ありません。

令和　〇　年　１　月　８　日 氏　名　 上田　一郎

本様式は、「常勤役員等及び当該常勤役員等を

直接に補佐する者の証明書（様式第７号の２）」を
提出する場合に、提出が必要となります。
なお、常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
（別紙２）も併せて提出が必要です。

押印不要
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記載要領

※ 「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙二 （用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

現 住 所 　須坂市大字須坂字中縄手1699-11

氏 名 　須坂　県太 生 年 月 日　昭和４５　年　７　月　８　日生

職 名 　建設部長（常勤）

期　 　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　　H４　年　４　月　１　日
(株)長野土木建設工業（現(株)ナガノ）入社　土木工事の施工に従事

至　　H13　年　３　月　31　日

自　　H13　年　４　月　１　日
　〃　 　工事課長に就任

至　　H24　年　３　月　31　日

職 自　　H24　年　４　月　１　日 　〃　 　建設部長（常勤）に就任　経営業務を補佐（財務管理・労務管理・
 業務運営を担当）　現在に至る至　 　年　　　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

歴 至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

自　 　年　 　月　 　日

至　 　年　 　月　 　日

年　 　月　 　日 賞　 　罰　 　の　 　内　 　容

　な　　し
賞

罰

　上記のとおり相違ありません。

令和　〇　年　１　月　８　日 氏　名　 須坂　県太

本様式は、「常勤役員等及び当該常勤役員等を

直接に補佐する者の証明書（様式第７号の２）」を
提出する場合に、提出が必要となります。
なお、常勤役員等の略歴書（別紙１）も併せて提
出が必要です。

押印不要
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

◎ 常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙）

１ この略歴書は、常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

（様式第７号）を提出する場合に、そこに記載された常勤役員等

（経営業務の管理責任者等）の方について作成し、添付してくださ

い。 

２ 「職名」欄は、現在の職名を記載してください。法人の場合は、「別

紙１ 役員等の一覧表」の役名と一致させてください。個人事業の

場合は「事業主」と記載してください。 

職名に続けて、常勤・非常勤の別を( )書きしてください。 

３ 「職歴」欄には、現在に至るまでの職歴を記載し、特に建設業に関

係する職歴は全て記載してください。 

４ 「従事した職務の内容」欄は、職務の内容や役名を具体的に記載

し、建設業の経営経験が明らかになるよう具体的に記載してくださ

い。 

 法人の役員としての職歴の場合は、常勤・非常勤の別も必ず記載

してください。 

５ 「賞罰」欄には、建設業についての行政処分及び行政罰はもちろ

んのこと、その他の賞罰についても記載するものとし、該当がない場

合でも空欄とせず、必ず「なし」と記載します。 

◎ 常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙１）及び常勤役員等を直

接に補佐する者の略歴書（様式第７号別紙２）

１ 本様式は、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する

者の証明書（様式第７号の２）を提出する場合に、そこに記載され

た常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の方について

作成し、添付してください。 

※常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙）を提出する場合は、提

出不要です。 

２ 記載については、常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙）の留意

事項を参考としてください。 

・現住所等が他の書類と一致しない。

・常勤・非常勤の別が記載されていな

い。

・最近の職歴しか記載されていない。

・同時に２以上の会社の常動の役員と

なっている。

・法人として受けた賞罰が記載されて

いる。

・建設業法や他の法令により受けた罰

金等について記載されていない。
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

解

解

解

松本支店

0 1

本　店

3 2 0 2 0 2

3 1 0 1

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

3 5 7 9 11 13

５ ６ ７ ８１ ２ ３ ４

現在担当している
建設工事の種類

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20 25 30

井 具内 水 消機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

氏 名 ６ ３

3 5

専 任 技 術 者
の 住 所 松本市大字島立１０２０

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日 （旧所属）

営業所の名称

有 資 格 区 分 ６ ５ 1

17

６

4

８
3 5 7 9 11 13 15

１ ２ ３ ４ ５

現在担当している
建設工事の種類

7 7 77 7
今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7

3 5 10 15 20 25

屋 電 ガ管 タ 鋼 筋 舗しゆ板土 建 大 左 と 石

ツ 松 本 次 郎

フリガナ マツモト　ジロウ
3 5 10

氏 名 ６ ３ マ

専 任 技 術 者
の 住 所 長野市大字南長野南県町６８６－１

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

７
15

８
17

５
11

６
13

３
7

3 4

４
9

1 3

１ ２
5

3 0有 資 格 区 分 ６ ５

3

現在担当している
建設工事の種類

3 5 10 15 20 25 30

7 7 77 7 7

絶

7 7 7 7

左 と 石 屋 電 管

６ ４

土 建 大 清井 具 水 消

ナガノ　タロウ

鋼 筋 舗しゆ 塗 防 内 通 園板 機

氏 名 ６ ３ 生年月日

日
知事 特

記

月年号 令和（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 許可

大臣
コード

知事
3 5 10

区 分

項 番 3

６ １ 1

地方整備局長
北海道開発局長

長　野　県　知事 届出者
申請者

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、
建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　１　月　８　日

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

項 番

ガ 長 野

53

ナ
ガ

項 番 フリガナ

項 番 フリガナ

太 郎
タ

10

塗 防 内 機 絶

７

年生年月日

井 具通 園 清

10

7

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

消

15

年 月

18 20

Ｓ 日

15 18 20

水
30

国土交通大臣

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月 日

①新規・許可換え新規の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎 押印不要

一般…「第7条」を残す
特定…「第15条」残す

「１」を記入

記入不要

記入不要

現住所を記入

「新所属」のみ記入
「旧所属」は記入不要

「現在担当している建設工事
の種類」は記入不要

（１）に◯印
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

」

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

解

解

解

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月 日

日

15 18 20

15

年 月

18 20

Ｓ

7

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

生年月日田 一

10

郎 Ｓ 年

消 清水
30

井 具塗 防 内 機

タ

10

ナ
大 左 と 石 しゆ

フリガナ ウエダ　イチタロウ

０ ０

建設業法第７条第２号
に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

建設業法第15条第２号

１

項 番 フリガナ

項 番

ガ 長 野

53

ガ

太 郎

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

令和　〇　年　１　月　８　日

３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、

地方整備局長
北海道開発局長

届出者
申請者

区 分

項 番 3

６ 1

長　野　県　知事

10 11 13

大臣
コード

知事
3 15

許 可 番 号 ６ ２ 2 0 許可（

5

3
般

－ ）第3 0 0 1 2 53 0 年 04 5号 平成

氏 名 ６ ３

日
特

記

4 月 1

生年月日

塗 防 内 通 園絶機 清井 具 水 消板

9６ ４

土
3

建

9

管 鋼 筋 舗屋 電

9 9 9 9 9

20 25 30

9 9 9

5 10 15

7 7 7 77 7
現在担当している
建設工事の種類 777 7

3

1 3

１

有 資 格 区 分 ６ ５

３
7

3 3

２
5

2 9

５
11

４
9

７
15

６
13

専 任 技 術 者
の 住 所 長野市大字南長野南県町６８６－１

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

氏 名 ６ ３

フリガナ マツモト　ジロウ
3 5 10

マ ツ 松 本 次 郎
と 石 屋 電土 建 大 左 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 絶 通 園

3 5 10 15 20 25

舗

7
今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9 77 7

7
現在担当している
建設工事の種類 7 7 7 7

7 7

7 7 7

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
15 173 5 7 9

有 資 格 区 分 ６ ５

11 13

1 4 2 9

専 任 技 術 者
の 住 所 松本市大字島立１０２０

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

ウ エ 上

3 5

氏 名 ６ ３

項 番

太
土 建 大 左 と 石 屋 筋 舗しゆ板電 管 タ 鋼 機 絶 通 園ガ 塗 防 内

25 30

井 具 水 消

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20

9 99 9 99 9

現在担当している
建設工事の種類

99

７ ８１ ２ ３ ４ ５ ６
11 13 15 173 5 7 9

3 3 3有 資 格 区 分 ６ ５

専 任 技 術 者
の 住 所 上田市材木町１－２－６

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

1

3 1 0

ナガノ　タロウ

2

1 0 1

本　店

８
17

上田支店

5 5 0 8 0 9

長　野　県　知事

国土交通大臣

松本支店

松本支店

本　店

3 2 0 2 0

②般・特新規の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

すべての業種を
特定にする場合

一部の業種を
特定にする場合

新たな専任技術者
を置く場合

押印不要

（１）に◯印 一般…「第7条」を残す
特定…「第15条」残す

「１」を記入

現在の許可番号等を記入

「現在担当している建設工事の
種類」にはこれまで専任技術者
となった業種に該当する数字を
記入

「旧所属」「新所属」
両方記入する

記入不要

現住所を記入

（管）のみ一般➡特定にする場合は、
「今後担当する建設工事の種類」は（管）は「９」、
その他の工事は引き続き一般の許可なので「７」
を記入

新しく専任技術者になった者の場合、「今後担当
する建設工事の種類」にのみ数字を記入

「新所属」のみ記入
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

解

解

解

6 0 6Ｓ

松本支店

園

1 0 1

本　店

８
17

0

3 0

ナガノ　タロウ

0 1

3 1

本　店

3 6 0

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

3 5 7 9 11 13

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

現在担当している
建設工事の種類

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20 25 30

井 具内 水 消機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

3 5

土 建 大 左 と 石

氏 名 ６ ３

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所 松本市大字島立１０２０

営業所の名称
（新所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 3 8

3 5 7 9 11 13

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８６

現在担当している
建設工事の種類

77 7

20 25

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7 7

屋 電
3 5 10 15

ガ管 タ 鋼 筋 舗しゆ板

尻 六 郎
土 建 大 左 と 石

3 5 10

氏 名 ６ ３ シ オ 塩

専 任 技 術 者
の 住 所 長野市大字南長野南県町６８６－１

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

フリガナ シオジリ　ロクロウ

７
15

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

５
11

６
13

３
7

3 3

４
9

3

１ ２
5

2 9有 資 格 区 分 ６ ５

3

1

77

7

現在担当している
建設工事の種類 7 777 7 7

3 5 10 15 20 25 30

7 7 77 7

舗しゆ 内 絶

7 7 7

通 園石 清井 具 水 消板 機

氏 名 ６ ３

塗 防屋 管 鋼 筋

日
特

記

4 月 1 53 0 年2 3 04 5号 平成許可（
般

－ ）第許 可 番 号 ６ ２ 2 0

3 5 10 11 13 15

１ 1

長　野　県　知事

大臣
コード

知事

地方整備局長
北海道開発局長

届出者
申請者

区 分

項 番 3

６

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、
建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　１　月　８　日

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

3

ナ
ガ電建 大 左 と土

ガ 長 野

5

生年月日

項 番 フリガナ

項 番 フリガナ

太 郎
タ

10

消 清水
30

具

年生年月日

10

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

項 番

６ ４ 7

井塗 防 内 機 絶 通

日

日

15 18 20

15

年 月

18 20

長　野　県　知事

国土交通大臣

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月

③業種追加の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

従来から専任
技術者の場合

例：管工事業と造園
工事業を追加する場

新たな専任技術者
を置いた場合

押印不要

（１）に◯印 一般…「第7条」を残す
特定…「第15条」残す

「１」を記入

現在の許可番号等を記入

記入不要

現住所を記入

「旧所属」「新所属」
両方記入

「現在担当している建設工事
の種類」は記入不要
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ 記載する専任技術者は、別紙２（１）「営業一覧表（新規許可等）」

の営業所の順としてください。 

２ □6 □4 「今後担当する建設工事の種類」欄は、記載する技術

者が今後専任技術者となる業種の全てについて、次ページの表の

記載に従い、該当する数字を建設業の略号の下のカラムに記入し

てください。 

※特定建設業の内、指定建設業（土木、建築、電気、管、鋼構造

物、舗装、造園工事業）については「３」又は「９」以外の数字は記

入されません。

３ □6 □5 「有資格区分」欄は、表2（P.141～）の分類及び次ページ

の表の記載に従い、該当するコードをカラムに記入してください。 

 なお、他に資格を有する場合でも、専任技術者として担当する業

種に係る資格のみを記入してください。 

・別紙２（１）「営業所一覧表（新規許

可等）」の□8 □3 、□8 □8 「営業しよ

うとする建設業」と、この表の□6 □4

「今後担当する建設工事の種類」が

一致しない。

・特定建設業の許可において、１級

の資格者又は国土交通大臣認定以

外の者が、指定建設業の技術者と

して証明されている。 

・現住所が著しく遠隔地の者が記載

されている。

・技術者が役員や事業主の場合に、

様式第７号別紙の経営業務の管理

責任者の略歴書又は第12号の許

可申請者の住所・生年月日に関す

る調書と記載されている住所が異

なる。
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大学、短期大学及び高等専門学校卒

は３年以上の実務経験証明書（P◯） 

高校卒は５年以上の実務経験証明書 

大学、短期大学及び高等専門学校卒

は３年以上の実務経験証明書（P86） 

高校卒は５年以上の実務経験証明書 

＜専 任 技 術 者 証 明 書 に 記 載 す る コ ー ド 一 覧 表＞ 

◯一般建設業の場合

◯特定建設業の場合

専任技術者の資格 
□6 □4

建設工事の 

種類欄への記入 

添 付 書 類 

１ 学科＋実務経験 １ 
学  校  の      

卒業証明書 

（原  本） 

２ 実務経験 ４ 10 年以上の実務経験証明書（P86） 

３ 国土交通大臣の 

認めた免許・資格 

（表２ P.141 参照） 

７ 

合格証か免許証の写し 

（資格・免許に加えて実務経験が必要になるものに 

ついては、さらに実務経験証明書（P86）が必要） 

専任技術者の資格 
□6 □4

建設工事の 

種類欄への記入 

添 付 書 類 

４ 上記１の資格 

  ＋ 

指導監督的実務経験 

２ 

上記１の添付書類 

  ＋ 

２年以上の指導監督的実務経験証明書（Ｐ93） 

５ 国土交通大臣が９と

同等以上の能力を有す

ると認定した者 

３ 国土交通大臣の特別認定書 

６ 上記２の資格 

  ＋ 

指導監督的実務経験 

５ 

上記２の添付書類 

  ＋ 

２年以上の指導監督的実務経験証明書（P93） 

７ 国土交通大臣が４、

６又は８と同等以上の 

能力を有する者と認

定した者 

６ 認定を証する書類の写し 

８ 上記３の資格 

  ＋ 

指導監督的実務経験 

８ 

上記３の添付書類 

  ＋ 

２年以上の指導監督的実務経験証明書（Ｐ93） 

９ 国土交通大臣の認

めた免許・資格 

（表２P.144 参照） 

９ 合格証か免許証の写し 
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

解

解

解

飯田支店

令和　３年　１月　１２日

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月 日

日

15 18 20

15

年 月

18 20

Ｓ

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

生年月日野 太

10

Ｓ 年

消 清水
30

井 具塗 防 内 機

タ

10

ナ
板土 機屋

フリガナ ナガノ　タロウ

０ ０

建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

１

項 番 フリガナ

項 番

ガ 長 野

53

ガ

太 郎

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

令和　〇　年　１　月　１５　日

３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、 に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

地方整備局長
北海道開発局長

届出者
申請者

区 分

項 番 3

６ 2

長　野　県　知事

10 11 13

大臣
コード

知事
3 15

許 可 番 号 ６ ２ 2 0 許可（

5

3
般

－ ）第3 日
特

記

4 月 1 53 0 年

氏 名 ６ ３

塗 通石 筋 舗しゆ 井 具 水園防 内建 大 左 と 電
5

管 鋼

7

10 20

６ ４ 7

3

7

絶

7 7 7 7

25 30

7

15

7 7 7 77 7
現在担当している
建設工事の種類 777 7

3

1 3

１

有 資 格 区 分 ６ ５

３
7

２
5

５
11

４
9

７
15

６
13

専 任 技 術 者
の 住 所 長野市大字南長野南県町６８６－１

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

令和　３年　１２月　２６日

氏 名 ６ ３

フリガナ イイダ　ゴロウ
3 5 10

イ イ 飯 田 五 郎
と 石 屋 電土 建 大 左 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 絶 通 園

3 5 10 15 20 25

舗

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7 7

現在担当している
建設工事の種類 1 4

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
15 173 5 7 9 11 13

有 資 格 区 分 ６ ５ 3 0 3 4

専 任 技 術 者
の 住 所 飯田市追手町２－６７８

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

令和　３年　１月　１２日

ナ ガ 長

3 5

氏 名 ６ ３

項 番

郎
土 建 大 左 と 石 屋 筋 舗しゆ板電 管 タ 鋼 機 絶 通 園ガ 塗 防 内

25 30

井 具 水 消

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20

7 77 7 77 77

7 7 7
現在担当している
建設工事の種類 7 77 7 77

１ ２ ３ ４ ５ ６

有 資 格 区 分 ６ ５

11 133 5 7 9

専 任 技 術 者
の 住 所 飯田市追手町２－６７８

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）本　店

1 3

0

15 17

７ ８

7

4 5号
長　野　県　知事

生年月日

平成0 1 2
国土交通大臣

1
清

0
消

0

ナガノ　タロウ

1 0 1

本　店

８
17

3

飯田支店

3 1 0 1 0 1

飯田支店

本　店

3 5 0 5 0 5

【変更届・廃業届用】
④担当業種、有資格区分又は

営業所の変更の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

担当業種を
変更する場合

有資格区分を
変更する場合

例：管工事業と造園
工事業を担当業種
から外す

例：資格区分を実務経験
から国家資格に変更

担当業種と営業所
を変更する場合

押印不要

（１）に◯印
一般…「第7条」を残す
特定…「第15条」残す

「２」を記入

現在の許可番号等を記入

担当業種等を変更
した日を記入

「旧所属」「新所属」
両方記入

現住所を記入

「今後担当する建設工事
の種類」から数字を削除

実務経験のコード「１」「４」から
「今後担当する建設工事の種類」
に国家資格のコード「７」を記入

「旧所属」「新所属」両方記入
「新所属」は今後配置される営
業所を記入

「今後担当する建設工事
の種類」から数字を削除
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

解

解

解

令和　３年　１２月　２６日

園

6 0 6

８
17

0

3 0

オオマチ　アイコ

0 1

4

13

７ ８

6

大町支店

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

3 5 7 9 11

１ ２ ３ ４ ５ ６

現在担当している
建設工事の種類

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20 25 30

井 具内 水 消機 絶 通 園舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

3 5

土 建 大 左 と 石

氏 名 ６ ３

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

3 5 7 9 11 13

１ ２ ３ ４ ５ ７ ８６

現在担当している
建設工事の種類

20 25

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

屋 電
3 5 10 15

ガ管 タ 鋼 筋 舗しゆ板土 建 大 左 と 石

3 5 10

氏 名 ６ ３

専 任 技 術 者
の 住 所 大町市大町１０５８－２

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

フリガナ

７
15

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

５
11

６
13

３
7

４
9

4

１ ２
5

有 資 格 区 分 ６ ５

3

1

7

現在担当している
建設工事の種類

3 5 10 15 20 25 30

77 7

舗しゆ 内 絶

7 7 7

通 園石 清井 具 水 消板 機

氏 名 ６ ３

塗 防屋 管 鋼 筋

日
特

記

4 月 1 53 0 年2 3 04 5号 平成許可（
般

－ ）第許 可 番 号 ６ ２ 2 0

3 5 10 11 13 15

１ 3

長　野　県　知事

大臣
コード

知事

地方整備局長
北海道開発局長

届出者
申請者

区 分

項 番 3

６

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、
建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　１　月　１５　日

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

3

オ
ガ電建 大 左 と土

オ 大 町

5

生年月日

項 番 フリガナ

項 番 フリガナ

愛 子
タ

10

消 清水
30

具

年生年月日

10

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

項 番

６ ４

井塗 防 内 機 絶 通

日

日

15 18 20

15

年 月

18 20

長　野　県　知事

国土交通大臣

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月

【変更届・廃業届用】
⑤専任技術者の追加の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

交替による追加の
場合は、旧技術者
の削除（⑥）と併せ
て行うこと

押印不要

（１）に◯印
一般…「第7条」を残す
特定…「第15条」残す

「３」を記入

「新所属」のみ記入
「旧所属」は記入不要

追加した日を記入

現住所を記入

現在の許可番号等を記入
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（２） 下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和　 　年　 　月　 　日

解

解

解

月 日

15 18 20

Ｓ 年 月 日

日

15 18 20

15

年 月

18 20

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

生年月日

生年月日

10

年

消 清水
30

井 具塗 防 内 機

10

キ
大 左 と 石 しゆ管 鋼

フリガナ

０ ０

建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

１

項 番 フリガナ

項 番

ソ 木 曽

53

ガ

七 男

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

令和　〇　年　１　月　１５　日

３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１） 下記のとおり、 に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。

地方整備局長
北海道開発局長

届出者
申請者

区 分

項 番 3

６

11 13

大臣
コード

知事
3

許可（

5

4

長　野　県　知事

10

0 1 2第

15

許 可 番 号 ６ ２ 2 0
般

－ ）2 8 04 5号 平成3 日
特

記

4 月 1 52 8 年

園絶機

氏 名 ６ ３

筋 舗屋 井 具 水 消板

生年月日

塗 防 内 通

６ ４

土
3

建 電 タ
5 10 20 25 3015

4 4
現在担当している
建設工事の種類

3

１

有 資 格 区 分 ６ ５

３
7

２
5

５
11

４
9

７
15

６
13

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（ 新 所 属 ）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

令和　３年　１２月　２６日

氏 名 ６ ３

フリガナ
3 5 10

と 石 屋 電土 建 大 左 しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 絶 通 園
3 5 10 15 20 25

舗

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
15 173 5 7 9

有 資 格 区 分 ６ ５

11 13

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

3 5

氏 名 ６ ３

項 番

土 建 大 左 と 石 屋 筋 舗しゆ板電 管 タ 鋼 機 絶 通 園ガ 塗 防 内
25 30

井 具 水 消

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

清
3 5 10 15 20

現在担当している
建設工事の種類

８
173 5 7 9

１ ２ ３ ４ ５

有 資 格 区 分 ６ ５

11

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

キソ　ナナオ

13 15

６ ７

3 7 0
清

7 0 7

木曽支店

８
17

長　野　県　知事

国土交通大臣

【変更届・廃業届用】
⑥専任技術者の交替に
伴う削除の場合

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

新たな専任技術者の追加（⑤）
と、併せて行うこと

押印不要

（２）に◯印

「４」を記入

現在の許可番号等を記入

「今後担当する建設工事の
種類」への記入不要

記入不要

削除した日を記入

「旧所属」のみ記入
「新所属」は記入不要

記入不要
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

＜④担当業種、有資格区分又は営業所の変更の場合＞ 

現在営業所にいる専任技術者について、担当業種の変更や資格

の取得により有資格区分が変わった場合に提出します。 

１ □6 □4 「今後担当する建設工事の種類」欄は、記載する専任技

術者が今後担当する業種の全てについて、該当する数字（新規・

許可換え新規の記載要領参照）を建設業の略号の下のカラムに

記入してください。 

３ □6 □4 「現在担当している建設工事の種類」欄は、記載する専任

技術者が現在担当している業種の全てについて、該当する数字を

カラムに記入してください。

４ □6 □5 「有資格区分」欄は、該当するコード（新規・許可換え新規

の記載要領参照）をカラムに記入してください。 

 なお、他に資格を有する場合でも、専任技術者として担当する業

種に係る資格のみを記入してください。 

＜⑤専任技術者の追加の場合＞ 

 新たに専任技術者を追加した場合に提出します。 

１ □6 □4 「今後担当する建設工事の種類」欄は、記載する技術者

が今後専任技術者として担当する業種の全てについて、該当する

数字（新規・許可換え新規の記載要領参照）を建設業の略号の下

のカラムに記入してください。 

２ □6 □4 「現在担当している建設工事の種類」欄は、記入しないでく

ださい。 

３ □6 □5 「有資格区分」欄は、該当するコード（新規・許可換え新規

の記載要領参照）をカラムに記入してください。 

 なお、他に資格を有する場合でも、専任技術者として担当する業

種に係る資格のみを記入してください。 

＜⑥専任技術者の交代に伴う削除の場合＞ 

 すでに許可を受けている業種について、現在の専任技術者が退任

した場合に提出します。 

２ □6 □4 「今後担当する建設工事の種類」欄は記入しません。

３ □6 □4 「現在担当している建設工事の種類」欄は、削除する専任

技術者がこれまで担当していた業種全てについて、該当する数字

をカラムに記入してください。 

・一部の業種を廃業し、専任技術者の

担当業種に変更があったにもかかわ

らず、提出がない。

・同一営業所の同一業種を担当する専

任技術者が２人以上いる。

・氏名、生年月日が資格証明書等と一

致しない。

・特定建設業の許可において、１級の資

格者又は大臣認定者以外の者が指

定建設業の技術者として証明されて

いる。

！注意！ 

※１現在の専任技術者に代えて新たな

者を置く場合は、⑤と⑥両方の提

出が必要になります。 

※２現在証明の専任技術者が婚姻等に

より氏名の変更があった場合には、

変更前の氏名で「⑤追加」をし、変

更前の氏名の者を「⑥削除」する

届出をそれぞれ提出してください。 

※３削除する者に替わる技術者がおら

ず、許可を受けている一部の業種を

廃業する場合、本届出ではなく「届出

書」及び廃業届の提出が必要です。

（P104参照）
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様式第九号（第三条関係）

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

〃

〃

〃

証 明 者

××宅新築工事の施工

△△宅新築工事の施工

工事係長

技 術 者 の 氏 名

令和３年　１２月まで

平成18年10月から 平成19年2月まで

(株)ナガノ

生年月日

平成22年7月から 平成22年9月まで

平成22年10月から 平成23年4月まで

××宅リフォーム工事の施工監督

▲▲邸新築工事の施工監督

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　建築一式　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　〇年 　１月　１５日

被証明者との関係

平成26年8月から 平成27年1月まで

○●○●店舗新築工事の施工監督

■□・●○複合ビル建設工事の施工監督

平成25年1月から 平成25年12月まで▲△▼▽オフィスビル建設工事の施工

合計　 　満　 　年　 　月

平成27年3月から 平成27年11月まで

平成26年3月から 平成26年8月まで

〃

〃

平成23年4月から 平成23年12月まで

平成24年2月から 平成24年11月まで

■■邸改築工事の施工監督

○○□□テナントビル建設工事の施工

〃

〃

□□マンション新築工事の施工

工事主任

平成21年7月から 平成21年12月まで

平成22年3月から 平成22年7月まで

◇◇アパート新築工事の施工

●●邸増築工事の施工監督

〃

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

現場員

実　 務　 経　 験　 年　 数

飯田　五郎

実 務 経 験 の 内 容

○○宅新築工事の施工

Ｓ３５.５．５
使用された
期 間

　平成２年　４月から

〃 平成28年2月から 平成28年12月まで

◇◆◇◆保養施設建設工事の施工監督

□■□■共同住宅建設工事の施工監督

〃 平成19年3月から 平成19年8月まで

〃

〃

平成19年9月から 平成20年3月まで

平成20年4月から 平成21年6月まで

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

社 員

実務経験証明書は、申請直前月の経験まで記

載してください。

押印不要

・個人名はふせずそのまま記入
・一式工事の場合は工事１件ごとに記入
・具体的な工事の内容が分かるように記入

経験年数ではなく、
実際に雇用されていた
期間を記入

記載された工事を施工
していた当時の職名を
記入

「役員」「社員」「本人」
等が入る

86



様式第九号（第三条関係）

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

工事係長

実　 務　 経　 験　 年　 数

飯田　五郎

実 務 経 験 の 内 容

※※※※コンドミニアム建設工事の施工監督

〃

〃

平成30年8月から 平成31年2月まで

令和1年6月から 令和1年12月まで○▲□×事務所建設工事の施工監督

〃 平成29年10月から 平成29年12月まで

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

〃 令和3年2月から 令和3年8月まで○◆□店舗新築工事の施工監督

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

合計　 満　11　年　４　月

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　建築一式　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　〇年 　１月　１５日

被証明者との関係

　年　　月から　　年　　月まで

〃

　平成２年　４月から

　令和２年　１２月まで

平成29年1月から 平成29年10月まで

(株)ナガノ

生年月日 Ｓ３５.５．５
使用された
期 間

令和2年2月から 令和2年7月まで○○邸新築工事の施工監督

証 明 者

○×○×ショッピングセンター建設工事の施工監督

◇◆□■×○ビル建設工事の施工監督

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

社 員
押印不要

各工事の経験年数の
合計年数を記入

証明者が使用者と異なる場合は、正当な理由がないと、経験とし

て認められない。
正当な理由がある場合は「使用者の証明を得ることができない場
合はその理由」欄に、

・「令和○年○月事業主死亡のため」等の具体的な理由を記入
・個人事業主が本人による証明をする場合は、「個人業のため他

から証明が得られない」等の記入が必要
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様式第九号（第三条関係）

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

　年　　月から 　　年　　月まで

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由 合計　 満　１0　年　９　月

〃 ××宅インテリア工事ほか２０件の施工 令和3年4月から 令和3年12月まで

　年　　月から 　　年　　月まで

　年　　月から 　　年　　月まで

平成31年4月から 令和2年3月まで

〃 ○○宅床仕上及び壁張り工事ほか１７件の施工 令和2年4月から 令和3年3月まで

〃 ××宅インテリア工事ほか１９件の施工

平成27年4月から平成28年3月まで

〃 ■■邸壁張り工事ほか２１件の施工 平成28年4月から 平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

〃 ▲△▼▽オフィスビル防音工事ほか１６件の施工 平成30年4月から 平成31年3月まで

工事係長 ○○□□テナントビル天井仕上工事ほか１５件の施工

工事主任 ●●邸天井仕上工事ほか２４件の施工 平成25年4月から平成26年3月まで

〃 ××宅床仕上及び壁張り工事ほか２１件の施工 平成26年4月から 平成27年3月まで

〃 ▲▲邸インテリア工事ほか２０件の施工

〃 □□マンション防音工事ほか１６件の施工 平成23年4月から平成24年3月まで

〃 ◇◇アパート床仕上工事ほか２０件の施工 平成24年4月から 平成25年3月まで

現場員 △△宅インテリア工事ほか２２件の施工 平成22年4月から 平成23年3月まで

証 明 者

　令和３年　１２月まで

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実　 務　 経　 験　 年　 数

被証明者との関係

技 術 者 の 氏 名 須坂　一男 生年月日
使用された
期 間

　平成４年　４月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称 (株)ナガノ

Ｓ４５.８．５

（用紙Ａ４）

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　内装仕上　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　〇年 　１月　１５日

記

長野市大字南長野字幅下６９２－２
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

社 員

専門工事について、工期が１か月に満たない小工事のみを施工

した経験を事業年度ごとに記載した場合についても、申請直前月

まで記入してください。

押印不要

専門工事の場合、工期が1カ月に満たない工事を
施工した経験の場合は、１年（決算期）ごとにまとめ
て記載可能
その場合は、「～工事"ほか"◯件」とする

合計年数の数え方については
次ページの記載要領参照
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ この証明書が必要なのは、専任技術者の内で下表に該当する者

です。なお、下表「イ」又は「ハ」該当の場合は、この証明書の他

に、卒業証明書（原本の添付）、合格証書又は免状（写しの添付と

原本の提示）が必要です。 

法第7条第2号 

の該 当 区 分 
必要な実務経験年数 

イ 

所定の学科 

（P.４２表３） 

を修めて学校 

を卒業した者 

大学・高専  卒業者 
３年 

以上 

高 校  卒業者 
５年 

以上 

ロ １０年以上実務経験を有する者
１０年 

以上 

ハ イ又はロと

同等以上と

認定された者

・ 水道法による給水装置工事主任技術者

免状の交付を受けた者

・ 職業能力開発促進法による技能検定の

うち、平成１５年度以前に２級の検定職

種に合格した者

・ 登録地すべり防止工事資格試験に合格

した者

・ 建築士法による建築設備に関する知識

技能につき国土交通大臣が定める資格

を有する者

・ 登録計装試験に合格した者

１年 

以上 

・ 電気工事士法による第二種電気工事士

免状の交付を受けた者

・ 職業能力開発促進法による技能検定の

うち、平成１６年度以降に２級の検定職

種に合格した者

・ 学校教育法による専修学校の専門課程

卒業者で、所定の学科（P.42表３）を修め

た者のうち、専門士又は高度専門士の称

号を付与された者

３年 

以上 

・ 電気事業法による電気主任技術者免状

の交付を受けた者

・ 電気通信事業法による電気通信主任技

術者証の交付を受けた者

・ 学校教育法による専修学校の専門課程

卒業者で、所定の学科（P.42表３）を修め

た者

５年 

以上 

２ この証明書は、業種ごとに作成してください。１枚の証明書で２人

以上の者を証明することは出来ません。又、途中で勤務する建設

業者が替わった場合などは、証明者ごとに必要となります。 

証明する年数は、直近まで記載し、必要な年数分以前は不要で

す。 

・最近の経験があるにもかかわらず、古

いものが記載されている。
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３ 「実務の経験」とは、許可を受けようとする業種の工事に関する技

術上の経験を言います。従って、工事の施工を指揮・監督した経

験及び建設機械の操作等によって実際に施工に携わった経験は

もちろんのこと、これらの技術を修得するための見習中の技術的経

験も含みます。また、請負人の立場における経験に限らず、注文

者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者として

の経験も含まれます。しかし、工事現場の単なる雑務や事務系の

仕事の経験は含まれません。 

４ 「証明者」欄は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」に準

じて記載してください。 

なお、個人事業主としての経験を証明する場合は、他に証明す

る者がいないため、原則的に本人による自己証明となります。その

場合、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」欄に

「自営のため他から証明が得られない」等と記載してください。 

５ 「実務経験の内容」欄は、原則として工事１件ごとに、「使用された

期間」内において建設工事に携わった実務の経験について具体的

工事名をあげ、建設工事に関する実務経験内容が具体的（工事

の施工、工事の監督等）に明らかになるように記載してください。 

なお、一式工事ではなく専門工事で、工期が１か月に満たない

小工事のみを施工した経験の場合は、１年（決算期間）ごとに「実

務経験の内容」欄に「○○工事ほか○○件の施工」等と記載し、

「実務経験年数」欄には実際に従事した期間（工事実績がない期

間は除く。）をまとめて１行に記載しても差し支えありません。 

ただし、年間を通じて工事に従事したと認定するに足りない場合

（「年間を通じて毎月1件以上」に満たない場合等）は、全ての工事

について工期を確認しますので、工期が確認できる資料を提示し

てください。なお「毎月１件以上」とは、「１か月のうちで工期が15日

以上の場合」に該当するものとします。（１件の工事で工期が複数

月にわたる場合は、それぞれの月における工期の日数により判断

するものとします。） 

６ 経験年数の合計に当たっては、記載を月単位で行うことによる過

不足を調整するため、工事ごとの経験年数の初月は一律に算入

せず期間計算します。（ex.５月～８月⇒３か月）そして、その月数を

合計した期間を「合計」欄に記載し、それが上記１表の必要な実務

経験年数を満たしている必要があります。なお、２つの工事の経験

期間に重複がある場合、原則として二重には計算されませんが、

平成２８年５月３１日までにとび・土工工事業許可で請け負った解

体工事に係る実務経験の期間については、平成２８年６月１日以

降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間とし

て二重に計算できるものとします。 

・使用者が法人の場合に、代表取締役

が変わっているにもかかわらず、当時

の代表取締役の証明となっている。

・法人成りの場合に、法人を設立する以

前の経験が法人名で証明されてい

る。

・一式工事の場合に、１年ごとの証明と

なっている。

・１年ごとに記載する場合、決算期間ご

とに記載されていない。
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※ 契約書に工期の始期・終期が明記されており、月の初日から、

月の最終日までが明確に確認出来る場合にあっては、例外的

に片月落としをしないことを認めます。

記載する行数が多いため証明書が２枚以上になる場合は、それ

ぞれに記名してください。 

７ 証明者が使用者と異なる場合は、正当な理由がある場合以外

は、経験として認められません。正当な理由がある場合は、「使用

者の証明を得ることができない場合はその理由」欄に「令和○年○

月事業主死亡のため」等の具体的な理由を記載してください。 

８ 「証明者と被証明者の関係」欄は、証明者から見た被証明者との

関係を記載してください。（役員、社員、元社員等） 

９ この証明書を提出する場合は、原則として記載された工事に係る

契約書、注文書等の内容が確認出来る書類の提示が必要です。 

（「５ 確認書類について（P.13）」参照） 

１０ 電気工事、消防施設工事の場合は、電気工事士法、消防法等

により、電気工事士や消防設備士でなければ一定の工事に直接

従事出来ません。また、解体工事の場合は、建設リサイクル法施

行後は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体

工事業登録で請け負ったものでなければ、経験期間として算入出

来ませんので注意してください。 

≪実務経験要件の緩和について≫ 

 法第７条２号ロについて、営業所の専任技術者となろうとする業種

での実務経験とその他の業種での実務経験をあわせて12年以上

有し、かつ、営業所の専任技術者となろうとする業種について８年

を超える実務経験を有していれば、営業所の専任技術者となる資

格を有することができます。詳細については次のページをご覧くださ

い。 

→この場合の項番□6 □4 は「７」、項番□6 □5 は「９９」になります。

と、しゅ、水、大、屋、内、ガ、防、

絶、解のいずれかの業種について、

営業所の専任技術者となろうとする

場合に対象となります。 
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＜実務経験の振替について＞ 

（１）振替のできる業種

① 一式工事から専門工事への実務経験の振替

※矢印の方向のみ振替が可能です。右側の専門工事間の振替はできません。

➁ 専門工事間での実務経験の振替

※双方による振替が可能です。

（２）振替をした場合の実務経験年数について

専任技術者になろうとする業種での実務経験と振替可能な業種での実務経験を、あわせて 12 年

以上（専任技術者となろうとする業種については８年以上の実務経験が必要）有していれば、専任

技術者となる資格を有しているということができます。

（振替分については、双方の業種の実務経験として算入します。） 

例１：  とび土（A）の経験８年、土木一式（B）の経験４年でとび土の専任技術者になることが可能 

とび土の経験８年、土木一式の経験 10 年で両方の専任技術者になることが可能 

 ８年 ４年 ６年 

（業種 A） （業種 B） （業種 B） 

0  ８ 12 18  20 

例 2： 大工（A）の実務経験８年、内装仕上（B）の実務経験４年で大工の専任技術者になることが可能 

  大工（A）の実務経験８年、内装仕上（B）の実務経験８年で両方の専任技術者になることが可能 

４年 ４年 ４年 ４年 

（業種 A） （業種 A） （業種 B） （業種 B） 

0 ４  ８ 12 16 20 

土木一式 → とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体 

建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体 

大 工 ⇔ 内装仕上 

解 体 ⇔ とび・土工 

業種 A 計１２年 

業種 B 計１０年 

業種 B→A 振替 

業種 A 計１２年 

業種 B 計１２年 

業種 B⇔A 振替 

短縮 

短縮 

(とび 8 年＋土木４年振替) 

(大工 8 年＋内装４年振替) (内装 8 年＋大工４年振替) 
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様式第十号（第十三条関係）

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

○○百貨店エレベーター設置工事
の現場副所長

工事課長49,000千円

職　 　名 実　務　経　験　の　内　容

工事係長
○○工場製造プラント設置工事の
現場主任

△△市営立体駐車場設備工事の現
場監督

◇◇市××浄水場排水機器設備工
事の現場主任

〃

使用された

期間

平成　４年　　４月から

令和　３年　１２月まで

■■地区流域下水道汚泥処理施設機械
設備修理設置工事の現場副所長〃

千曲　一男 生年月日 Ｓ４１.１１．１

(株)ナガノ

千円

千円

千円

　が4,500万円以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつて

　は1,500万円以上のもの）１件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ること
ができない場合はその理

由
合計　 満　２　年　５　月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

千円 　年　　月から　　年　　月まで

千円

◇◇市

　年　　月から　　年　　月まで千円

　年　　月から　　年　　月まで

千円 　年　　月から　　年　　月まで

千円

千円

○○百貨店

△△市 91,000千円

54,200千円■■県

　年　　月から　　年　　月まで

　年　　月から　　年　　月まで

平成31年1月から令和1年8月まで

令和2年4月から令和2年10月まで

令和3年1月から令和3年8月まで

請負代金の額

47,800千円

〃

65,000千円

実　 務 　経　 験　 年　 数

平成28年4月から平成28年10月まで

　年　　月から　　年　　月まで

（用紙Ａ４）

記

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

平成30年4月から平成30年7月まで

発 注 者 名

(株)●●電器産業

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、　機械器具設置　工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　〇年　１月　１５日

証 明 者

長野市大字南長野字幅下692-2
株式会社 ナガノ
代表取締役 長野 太郎

社 員
押印不要

基本的な記載方法は「実務経験証明書」

と同じです。

工事ごとに請負金額
を記載 工事の内容と被証明者の関わった立

場が分かるよう具体的に記載
（工事名と立場両方記載する）

１ 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者

又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。

なお、この経験は、発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、

注文者の側における経験又は下請負人としての経験は含まれません。

また、１件の工事の同一の期間で、指導監督的実務経験が認められる者は１人です。

２ 指導監督的実務経験として認められる工事は、１件の請負代金の額が４，５００万円以上（昭和５９年

１０月１日以降平成６年１２月２８日前の建設工事にあっては３，０００万円以上、昭和５９年１０月１日前

の建設工事にあっては１，５００万円以上）のものです。
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記載要領

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

の住所、生年月日等に関する調書

賞　 　罰　 　の　 　内　 　容

許可申請者

法 人 の 役 員 等
本 人
法 定 代 理 人

住 所

　な　　し
賞

法定代理人の役員等

役 名 等 　取締役（常勤）

年　 　月　 　日

　安曇野市豊科４９６０－１

氏 名 　松本　一郎 生 年 月 日 昭和３３　年　　３　月　　９　日生

　上記のとおり相違ありません。

罰

氏　名　

１ 「 法 人 の 役 員 等

令和　〇　年　１　月　８　日

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

法定代理人 の役 員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

松本 一郎

法人の場合は、法人の役員以外(株主等
など)については、「賞罰」の欄及び確認欄
への記載並びに記名は必要ありません。

押印不要

現在の職名と常勤・
非常勤の別を記載

１ この調書は、役員等の一覧表（様式第１号別紙１）に記載された者について作成し、添付してください。
ただし、常勤役員等（経営業務の管理責任者等）と常勤役員等を直接に補佐する者については、作成
の必要はありません。

２ 「職名」欄は、現在の職名を記入してください。法人の場合は、「別紙１ 役員等の一覧表」の役名と一
致させてください。個人事業の場合は「事業主」と記入してください。
法人の役員については、職名に続けて、常勤・非常勤の別を( )書きしてください。

３ 「賞罰」欄には、建設業についての行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他の賞罰についても記
載するものとし、該当がない場合でも空欄とせず、必ず「なし」と記入します。
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記載要領

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

氏　名　

　上記のとおり相違ありません。

昭和３２　年　　２　月　　２　日生

職 名 　松本支店長

年　 　月　 　日 賞　 　罰　 　の　 　内　 　容

罰

賞

（用紙Ａ４）

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

様式第十三号（第四条関係）

　な　し

　松本　次郎 生 年 月 日

令和　〇　年　１　月　８　日

営 業 所 名 　松本支店

住 所 　松本市大字島立１０２０

氏 名

松本 次郎

押印不要

１ 「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」に記載した者全員について作成して
ください。
ただし、法人の役員等を兼ねている者については、添付不要です。
また、主たる営業所（本店）以外の営業所がない場合も添付不要です。

２ 記載方法等は、「許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）
の住所、生年月日等に関する調書」に準じます。

配置されている営業所名と
営業所長等の現在の職名を
記入
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記載要領

飯　田　　五　郎

様式第十四号（第四条関係）

　上田市材木町１－２－６ １５０株

　安曇野市豊科４９６０－１ １５０株松　本　　次　郎

（用紙Ａ４）

　諏訪市上川１－１６４４－１０ １５０株

上　田　　一　郎

株　 　主　 　（出　 　資　 　者）　 　調　 　書

株主（出資者）名 住　 　所 所有株数又は出資の価額

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

長　野　　太　郎　 　長野市大字南長野南県町６８６－１ ４００株

諏　訪　　四　郎

　飯田市追手町２－６７８ １５０株

１ この調書は、許可申請者が法人の場合に作成が必要です。

株式会社の場合・・・ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主

その他の法人の場合・・・ 出資の総額の１００分の５以上に相当する出資をしている者

を記載してください。
ただし、資本金額について商業登記等がなされていない場合（例：合名会社、合資会社）は
株主又は出資者全員について記入してください。

２ 「所有株数又は出資の価額」欄は、株数を記入する場合は「株」、出資の価額を記入する
場合は「円」と、単位を必ず記入してください。
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◎ その他の添付書類について

◎ 定 款

１ 新規許可申請への添付と、定款の内容に変更があった場合は届出が必要です。申請・届出時点で、

最も新しい定款（最新の内容を反映した定款）を添付してください。また、原本証明である旨の記載がされ

ていることが必要になります。 

２ 建設業を営業する者であることから、目的にその趣旨が読み取れる記載があることが望ましいです。 

◎ 登記事項証明書

１ 法人の場合、又は個人で支配人の商業登記がされている場合に必要となります。新規許可申請への

添付と、商号又は名称、資本金額、所在地、役員構成等、登記されている事項に変更があった場合に 

届出をする際に必要です。 

２ 申請・届出の日から３か月以内に発行された、履歴事項又は現在事項の全部証明書（原本）が必要で

す。 

なお、変更等の届出にあたっては、変更された事項及び期日が確認できるものを添付してください。 

◎ 納税証明書

１ 新規許可申請と、毎事業年度終了後の届出に添付が必要です。

２ 主たる営業所を管轄する県税事務所長が交付する法人事業税又は個人事業税の、申請直前の納付

すべき額と納付済額の記載のある証明書を添付してください。 

３ 新規設立の法人など、申請直前の事業年度がなく納税証明書の交付が受けられない場合は、「納税証

明書を添付することができない理由書」（任意様式）を作成し、納税証明書の代わりに添付してください。 

◎ 事業報告書

１ 株式会社（特例有限会社を除く）の場合に、事業年度終了後提出する変更届出書に添付してください。

２ 株式会社は、会社法第４３５条第２項において、計算書類（財務諸表）と併せて事業報告を作成・保存

し、第４３８条においてそれを取締役が定時株主総会に提出し、報告することが義務付けられています。こ

れと同一のものを、添付してください。 

３ 事業報告の内容については、会社法施行規則第１１８条～第１２８条で、会社の状況に関する重要な事

項等と定められていますが、株式公開会社、会計監査人設置会社等に当たらない場合は、具体的な項

目などに関する規定はありません。 

又、建設業法においても特段様式や項目を定めてはいません。 

４ 事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、計算書類（財務諸表）とともに

同一の冊子にまとめられている場合は、それを添付してください。 
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◎ 登記されていないことの証明書（成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書）

１ 個人事業主、個人事業主の支配人、法人の役員及び令第３条に規定する使用人が、成年被後見人 

及び被保佐人に該当しない旨の証明書です。東京法務局後見登録課（郵送申請及び窓口申請）及び 

長野地方法務局等各法務局・地方法務局戸籍課（窓口申請のみ）で発行されます。 

※ 法務局の支局では発行されません。

※ 証明の対象者の本籍地に関わりなく発行されます（本籍地が長野県内でない方も、長野地方法務局

で証明書の交付が受けられます）。

※ 外国籍の方にあっては、本籍に国籍の記載された登記されていないことの証明書を取得してください。

※ 詳細は法務省ＨＰ（http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html）を御覧ください。

２ 新規、業種追加、更新等の全ての許可申請のときと、変更届出書（様式第２２号の２）による届出の 

うち、上記１の対象者に新たに加わった者がいるときに添付が必要です。 

※ 取締役→代表取締役、令第３条に規定する使用人→取締役 などの届出の場合は不要です。

３ 申請・届出の日から３か月以内に発行されたものとしてください。 

４ 記載する住所は、住民票の住所を記載してください。（住民票の住所と実際に居住している住所が異なっ

ている場合も、住民票の住所を記載してください。） 

◎ 身分証明書

（成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権を得ないものに該当しない旨

の市町村の長の証明書） 

１ 個人事業主、個人事業主の支配人、法人の役員及び令第３条に規定する使用人が、成年被後見人 

又は被保佐人とみなされる者に該当せず、又破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。 

対象者の、本籍地の所在する市区町村役場で発行されます。 

「登記されていないことの証明書」を提出した者について添付が必要です。 

２ 申請・届出の日から３か月以内に発行されたものとしてください。 

３ 対象者が外国籍の者である場合は、添付は不要です。 

◎ 医師の診断書

１ 役員等が、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合添付が必要です。 

２ 診断書には、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが 

できる能力を有する旨及びその根拠が記載されている必要があります。 
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◎ 委 任 状

１ 行政書士等の代理人を通じて許可申請や届出を行う場合は、委任状を各申請や届出ごとに作成し添

付してください。 

２ 委任状の作成に当たっては、以下の点に留意してください 

（１） 委任の範囲は「建設業許可」、「変更届」、「廃業届」など申請、届出の区分に応じて委任事項を

具体的に記載してください。

（２） 行政書士の登録番号（行政書士証票の番号）を記載してください。

（３） 委任状の日付は、申請・届出から３か月以内としてください。

（４） 委任状には、必ず委任者（申請者・届出者）の押印をしてください。

３ 申請者・届出者の欄は、申請者と代理人を併記します。 

４ 電子申請の場合は、提出不要です。 

99



 

３ 変更・廃業の届出 
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様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号
について変更があったので届出をします。

殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

9 △ △ △ △3 4 5 6 7 8法 人 番 号 ３ ６ 1 2

3 5 10 15

所属等　 総務部 氏名　　犀川　梅夫 電話番号　 ０２６３－６２－３２５７

ファックス番号 ０２６３－６２－２０１５

0 （千円）
又 は 出 資 総 額

安曇野市

0

3 ―2 6 2

資 本 金 額
４ ４

3 5 10

1 5 0

電 話 番 号 0 2

, ,

― 3 7

5 6 10 15

7 50

20

6 2

5

23 25 30 35 40

3 5 10 15

2 3

１

20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２ 明 科 中

本

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０ 松

オモ ト ハ ナ
代表者又は個人
の氏名のフリガナ

３ ９ マ ツ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ３ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

大町営業所

大町　竹男 R〇/1/1 大町営業所

15 203 5 10

役員等の氏名
（経営業務管理責任者の変更） 取締役（常勤）　松本　花男 代表取締役（常勤）　松本　花男 R〇/1/1 経営業務管理責任者就任

営業所の新設 大町営業所 R〇/1/1

〃 　取締役（常勤）　松本　花男 代表取締役（常勤）　松本　花男 R〇/1/1 代表取締役変更

役員等の氏名
（経営業務管理責任者の変更） 代表取締役（常勤）　安曇　八郎 R〇/1/1

役員退任・経営業務
管理責任者離任

　電話番号 ０２６３－４７－７８００ ０２６３－６２－３２５７ R〇/1/1

役員等の氏名 代表取締役（常勤）　安曇　八郎 R〇/1/1 役員退任

資本金額 １，０００万円 １，５００万円 R〇/1/1

郵便番号 　３９０－０８５２ ３９９－７１０２ R〇/1/1

　主たる営業所の
　所在地

松本市大字島立１０２０ 安曇野市明科中川手４２３５ R〇/1/1

代　表　者 安曇　八郎 松本　花男 R〇/1/1

5 日

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　 　考

1 年 0 6 月 17 6 5号 令和 01 )第 0 9 8（
般

－
知事 特

0

13 15

許 可 番 号 ３ ５ 2 0
国土交通大臣

許可

項 番

大臣
コード

知事
3 5

郵 便 番 号 ４ 9 －

令和　〇　年　１　月　８　日

地方整備局長
北海道開発局長

知事 届出者

3

（用紙Ａ４）

０ ０ ０

10 11

1３ 3 9

川 手 4

2 長　野　県 市区町村名0 都道府県名

花 男

2 0 2

下記のとおり、

０ ６

専任技術者

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎
【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも
変更後の内容を記入すること。

令第３条の使用人 大町　竹男 R〇/1/1

変　更　届　出　書

（第一面）

長 野 県

長 野 県

安曇野市明科中川手４２３５
マツモト組建築 株式会社
代表取締役 松本 花男

押印不要

変更があった(１)～(８)のうち
該当するものに◯印

登記事項証明書等に記載されている、
実際に変更があった年月日を記入
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ オオマチエイギョウショ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

解

解

解

解

大町市
20

変更前

3 5 10 15 20 25 30

変更前

20 25 3015

3 5 10 15 20 25 30

知事

変更前

0 1 5）第 0 号 108 7 6 5 日1
般

－
特

年 0 6 月

13 15

許 可 番 号 8 2 2
国土交通大臣

許可

5

区 分 8 1

知事
1110項 番 3

3

9

5

大 左 と

0 令和（

35

電 話 番 号

清消

5

25 30

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名

23 25

10

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内

容

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

と す る 建 設 業

しゆ管

1

舗電 タ 鋼 筋

1

8

6

板

1

ガ 塗

3 5

2

名 称

3010

所

（主たる営業所）

３．従たる営業所
　の新設

従 た る 営 業 所 の
8 4 大 町

3 5

5

3 5

都道府県名

業
23 25

0

（用紙Ａ４）

項 番 3

大臣
コード

２．営業しようとする建設業
　又は従たる営業所の所在地の変

3 ４．従たる営業所
　の廃止

（第二面）

40

営

20

20

10 15

15

園 井 具 水

25

30

2 1 2 長野県
10

8 6 町 1 0 8

3

8 5 2
15

大

市区町村名

－ 25
30 35

2010

7 3 9 8 1 － － 6 5

15

35

0

機防

電 話 番 号 6

屋石

1

と

8 8 1

変更前

土 大建 左

53

1

土 建

23

3

具井園内 通絶

2

15

石 ガ 内

営 業 し よ う 8 3

土 建
3

と す る 建 設 業

機電 管 絶筋鋼屋 塗

）

舗 板 通 清

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防しゆ 消タ
5 10 15

2－ 8 6 0

20

20 25 30

（

（
水

1

3

名 称
従 た る 営 業 所 の

8 4

30 35

市区町村名8 5

4023 25

内

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

10 2015

郵 便 番 号 8 7

40

153 5 6 10 20

－

管 タ石 屋 電 鋼 機防筋 しゆ板舗 ガ 塗 内

10

（
絶 通 井 具園 水

5

10 153

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

5

3

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

23 25 30

名 称
40

内

容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

郵 便 番 号

従たる営業所の
所 在 地

10 15

都道府県名

3 5

8 6

20

30 35 4023 25

20

8 7

10 153 5 6

－ 電 話 番 号

筋 舗タ しゆ土 建 大 左 と 防石 屋 電 管 内 機 絶
（

通 園 井 具 消 清板 ガ 塗
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

鋼

市区町村名

35

水

１．一般
２．特定

１．一般
２．特定

0

消 清

3

40

）

１．一般
２．特定

）

１．一般
２．特定

）

長 野 県

※変更があったのが、主たる営業所（本店）

のみの場合は、第２面の添付は不要です。
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

１ 変更があった事項のみ記載します。 

２ □3 □6 「法人番号」欄は、許可申請者が法人の場合で、法人番

号の指定を受けている場合に、当該法人番号（１３桁の番号）を記

入してください。 

３ 届出の内容が商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営

業所の所在地、郵便番号、電話番号、資本金額の変更である場

合は該当するカラムにも変更後の内容を記入してください。 

 その際の記載要領は、建設業許可申請書の該当する欄と同様で

す。 

４ カラム□4 □3 「郵便番号」と「電話番号」は、いずれか一方のみの

変更の場合でも、必ず両方記入してください。 

５ 届出の内容が役員等の変更である場合は、他に、変更後の内容

を記入した「別紙１ 役員等の一覧表」を添付してください。 

６ 届出の内容が営業所の専任技術者の変更である場合は、他に、

変更後の内容を記入した「別紙４ 専任技術者一覧表」を添付し

てください。 

７ 届出の内容が営業所ごとに営業する業種、従たる営業所の所在

地の変更、新設、廃止である場合は、変更・新設後の内容又は廃

止する営業所を記載した「第２面」を添付してください。 

８ 変更内容により、上記の他に「確認書類について（P.13）」に記載

の確認書類が必要です。 

例：常勤役員等（経営業務の管理責任者等）や常勤役員等及び

当該常勤役員等を直接に補佐する者、営業所の専任技術者

の変更の場合は、この届出の他に別途「常勤役員等（経営業

務の管理責任者等）証明書」、「常勤役員等及び当該常勤役

員等を直接に補佐する者の証明書」、「専任技術者証明書

（新規・追加）」（又は「届出書」）の提出や添付書類・確認書

類が必要です。 

・変更年月日が登記事項証明書等の

記載と異なっている。

・変更内容がカラムに記入が必要な

事項であるにもかかわらず、記入さ

れていない。

・郵便番号に変更があった場合に、電

話番号が記入されていない。

・従たる営業所の営業する業種、所在

地に変更があったにもかかわらず、

第２面が添付されていない。 
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様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１） 建設業法第７条第１号に掲げる

（２） 建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

具体的事由

日年

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

14 16

(4) 建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

0 1

月氏 名 ５ ３

月 日

3 5 10 13 18

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日

3 5

氏 名 ５ ３

1814 1610 13

年

9 日3 9 年 0 9 月

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 S 0

18

氏 名 ５ ３ 穂 高 九

3 5 10

郎

13 14 16

月

(3) 専任の技術者を削除した場合

日

(2) 建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

年生年月日氏 名 ５ ２

記

(1) 建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16

令和 0

18

0 6 月 1 5 日（
般

7 6 5 号

13 15

－ ） 1 年第 0 9 8

10 11

許 可 番 号 ５ １
知事 特

国土交通大臣
許可2 0

項 番
大臣

コード
知事

3

基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

5

（４） 欠格要件に該当するに至つた
令和　〇年　１月　８日

地方整備局長
北海道開発局長

知事 届 出 者

に掲げる基準を満たさなくなつた
（３） 専任の技術者を削除した

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

届　 　出　 　書

安曇野市大字明科中川手４２３５
マツモト組建築 株式会社
代表取締役 松本 花男

長 野 県

長 野 県

安曇野営業所 建 大

押印不要

担当業種の略号を記入

該当するものに◯印
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様式第二十二号の四（第十条の三関係）

許可年月日

【備考】

（１） 許可に係る建設業者が死亡したため

（２） 法人が合併により消滅したため

（３） 法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４） 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５） 許可を受けた建設業を廃止したため

令和　〇年　１２月　３１日

解

日

廃業等の年月日

3

月

廃 業 等 の 理 由

5 7

0

3

令和決裁年月日 ５ ９ 年

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

1５ ７

１．一般
２．特定

）15 20 25 30 （
届出時に許可を
受けている建設業

3 5 10

1 1

清

廃止した建設業 ５ ６ 1 1

消通 園ガ 塗 防 内 機鋼 筋 井 具 水絶板しゆ

記

土 建 大 左 と 石 屋 タ 舗

5 日

電 管

0 65 号 令和 0） 9 8 月 11 年許 可 番 号 ５ ５
知事 特

2 0 （
般

3 5

7 6
国土交通大臣

許可 第 01－

）
２．一部の業種の廃業

10 11 13 15

大臣
コード

知事

3

2 （
１．全部の業種の廃業

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

地方整備局長

届 出 の 区 分 ５

項 番

北海道開発局長
知事 殿

４

令和　〇年　１月　８日

届出者

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

廃　 　業　 　届

安曇野市大字明科中川手４２３５
マツモト組建築 株式会社
代表取締役 松本 花男

長 野 県

長 野 県

押印不要

届出をした建設業を営業しなくなった
日付を記入
（例：担当の専任技術者が退任した日、
事業主が死亡した日等）
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

◎ 届出書（様式第２２号の３）

１ この届は、 

・常勤役員等（経営業務の管理責任者等）が許可要件を満たさなく

なった場合（常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者

を含みます。）

・専任技術者が許可要件を満たさなくなり、又は削除の必要がある

場合（退職など）

・従たる営業所の廃止する場合（許可要件を満たさなくなったなど）

・欠格要件に該当した場合

に提出が必要です。

 なお、専任技術者の削除に伴い一部の業種について廃業をする

場合は、この届出と廃業届（様式第22号の４）を同時に提出する

必要があります。また、従たる営業所を廃止する場合には、この届

出と変更届（様式第22号の２）を合わせて提出してください。 

◎ 廃業届（様式第２２号の４）

１ この届は、許可を受けている建設業について、一部の業種又は全

部を廃業する場合に、提出が必要です。 

 又、特定建設業者が許可を受けている業種について一般建設業

の許可を申請する際も、提出が必要な場合があります。 

２ 一部の業種を廃業する場合は、変更事項（専任技術者や経営業

務管理責任者の変更や削除等）に係る書類の提出も必要になりま

す。 

３ 【備考】欄の「廃業等の理由」は、(1)～(5)のいずれかに○を付け

てください。なお、区分ごとに届出を行う者は、下表の通りです。 

廃業等の理由 届出を行う者 

(１) 個人事業主が死亡したとき 相続人 

(２) 法人が合併により消滅したとき 役員であった者 

(３) 法人が破産手続開始の決定に

より解散したとき
破産管財人 

(４) 法人が２・３以外の事由により

解散したとき
清算人 

(５) 許可を受けた建設業を廃業した

とき

法人の役員、 

個人は本人 

※ 廃業届の提出は、事実発生から

３０日以内に行わなければなりませ

ん。

※一部廃業で専任技術者の交替を

伴う場合、または廃業しない業種に

ついて引き続き専任する場合は、

様式第８号（専任技術者証明書）を

使用します。後任の専任技術者が

いない場合は、様式第２２号の３

（届出書）を使用します。

※例示の変更事項の提出期限は事

実発生から１４日以内です。

手引 PART１ P52参照 
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変 更 届 出 書

令和 〇年 ６月 １５日

許可番号 長野県知事 許可 （ 般 － ３ ） 第 98765 号

法人番号  １２３４５６７８９△△△△ 

建設業者 

安曇野市明科中川手４２３５ 

マツモト組建築 株式会社 

代表取締役 松本 花男 

長野県知事 殿 

事業年度（第３５期 令和△年 ４月 １日から令和〇年 ３月３１日まで）が終了したので、

別添のとおり、下記の書類を提出します。 

記 

(1) 工事経歴書 (2) 工事施工金額 (3) 貸借対照表及び損益計算書 (4) 株主資本等変動

計算書及び注記表  (5) 事業報告書 (6) 附属明細表 (7) 法人税納付済額証明書 (8) 所

得税納付済額証明書 (9)事業税納付済額証明書 (10) 使用人数 (11) 建設業法施行令３条

に規定する使用人の一覧表 (12) 定款 (13) 健康保険等の加入状況

記載要領 

(1)から(13)までの事項については、該当するものの番号を○でかこむこと。

押印不要 
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決算変更届出書の訂正に関する届出書

令和 〇年  ７月 １３日

許可番号 長野県知事 許可 （ 般 － ３ ） 第 98765 号

法人番号 １２３４５６７８９△△△△ 

建設業者 

安曇野市明科中川手４２３５ 

マツモト組建築 株式会社

代表取締役 松本 花男

長野県知事 殿 

先に提出した変更届出書について、下記の書類に訂正がありましたので届出をします。 

記 

１ 訂正のあった事業年度 

第３５期 令和 △年 ４月 １日から令和 〇年 ３月３１日

２ 訂正のあった書類 

(1) 工事経歴書 (2) 工事施工金額 (3) 貸借対照表及び損益計算書

(4) 株主資本等変動計算書及び注記表 (5) 事業報告書 (6) 附属明細表

(7) 法人税納付済額証明書 (8) 所得税納付済額証明書 (9) 事業税納付済額証明書

(10) 使用人数 (11) 建設業法施行令３条に規定する使用人の一覧表

(12) 定款 (13) 健康保険等の加入状況 (14) その他（ ） 

記載要領 

(1)から(14)までの事項については、該当するものの番号を○でかこむこと。

押印不要 
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記 載 要 領 誤記入及び不備な例 

◎ 変更届出書 【決算報告用】

１ 毎事業年度終了後４月以内に提出してください 

《添付書類》 

・工事経歴書（様式第２号）

・直前三年の各事業年度における工事施工金額

（様式第３号）

・財務諸表  法人:様式第１５号～第１７号の２ 

個人:様式第１８号・第１９号 

・納税証明書  大臣許可：法人税（法人）又は所得税（個人）

 知事許可：法人事業税又は個人事業税 

※ 変更があったとき添付する書類

・使用人数（様式第４号）

・令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第１１号）

・定款

・健康保険等の加入状況（様式第７号の３）

２ １の書類に加え、特例有限会社を除く株式会社の場合には、定時

株主総会に提出したものと同一の「事業報告書」を添付してくださ

い。 

 また、資本の額が１億円超又は最終の貸借対照表の負債の部に

計上した金額の合計額が２００億円以上の株式会社は、「附属明

細表」を添付してください。なお、金融商品取引法第２４条に規定

する有価証券報告書提出会社の場合には、有価証券報告書の写

しを持って、附属明細表に代えることが出来ます。 

３ 「法人番号」欄は、許可申請者が法人の場合で、法人番号の指

定を受けている場合に、当該法人番号（１３桁の番号）を記入してく

ださい。 

◎ 決算変更届出書の訂正に関する届出書

 提出した決算変更届出書（上記参照）に添付した書類（工事経

歴書等）の内容に訂正があった場合は、この様式に訂正後の書類

を添付し、提出してください。 

・株式会社だが、事業報告書が添付

されていない。
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４ 譲渡及び譲受け等に関する 

認可について 
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 令和２年１０月１日の建設業法の改正により、許可行政庁の認可を得ることで、「譲渡及び譲受け」「合併」「分

割」「相続」の際に建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。（許可の一部ではなく全部を承継する場

合のみ） 

◯審査期間について

事前認可の標準処理期間は、新規許可や業種追加等の申請と同等（４５日）になります。 

認可が出るまでに譲渡日（譲受け・合併・分割日）を迎えてしまうと認可となりませんので、時間的余裕を 

持って申請書類を提出してください。 

また、申請にあたって不安なことがあるときは、申請前にご相談ください。 

それぞれの申請に係る概要は下記のとおりです。 

１ 譲渡及び譲受け 

（１）概要

建設業者が建設業の全部（合併・分割・相続においても同じ。）の譲渡を行う場合、譲渡人（建設業者）及び

譲受人（建設業の全部を譲り受ける者）が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、許可行政庁の認可を

受けた場合は、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の建設業法の規定による建設業者としての

地位を承継します。

※譲渡人が一般建設業の許可を受けている場合にあっては譲受人が当該一般建設業の許可に係る建設業と

同一の種類の建設業に係る特定建設業許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあって

は譲受人が特定建設業許可に係る建設業と同一の種類の一般建設業許可を受けている場合は申請の

対象となりません。 

（２）許可行政庁

・譲渡人が都道府県知事の許可を受けている場合で、譲受人が建設業の許可を受けていない場合

→譲渡人の許可を出している都道府県

・譲渡人と譲受人が同一の都道府県知事の許可を受けている場合

→譲渡人と譲受人の許可を出している都道府県

・上記以外の場合

→国土交通省

※長野県知事許可に係る認可申請を国土交通大臣に行った場合は、P.130の届出書（様式第２２号の

９）を長野県に対して提出する必要があります。

承継等の事前認可について 
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（３）申請者

譲渡人及び譲受人

（４）譲渡及び譲受け後の許可期間

譲渡及び譲受け前に譲渡人及び譲受人が受けていた許可の有効期間に係らず、譲渡及び譲受けの日の翌

日から５年間。

２ 合併 

（１）概要

建設業者である法人（以下「合併消滅法人」という。）が合併により消滅することとなる場合に、合併消滅法人

等（合併消滅法人及び合併存続法人（合併後存続する法人））が、あらかじめ当該合併について、許可行政

庁の認可を受けた場合は、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法

人の建設業法の規定による建設業者としての地位を承継します。

※合併消滅法人が一般建設業の許可を受けている場合にあっては、当該一般建設業の許可を受けている合

併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種

類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人が特定建設業の許可を受けている場合にあって

は合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許

可を受けている場合は申請の対象となりません。 

（２）許可行政庁

・合併に係る全ての法人が同一の都道府県知事の許可を受けている場合

→その許可を出している都道府県

・合併に係る法人が異なる都道府県知事の許可を受けている場合、合併に係る法人の中に国土交通大臣か

ら許可を受けた法人がある場合 

→国土交通省

※長野県知事許可に係る認可申請を国土交通大臣に行った場合は、届出書（様式第２２号の９）を長

野県に対して提出する必要があります。

（３）申請者

合併消滅法人等（合併消滅法人及び合併存続法人（合併後存続する法人））

（４）合併後の許可期間

合併前に合併消滅法人等が受けていた許可の有効期間に係らず、合併の日の翌日から５年間。
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３ 分割 

（１）概要

建設業者である法人（以下「分割被承継法人」という。）が分割により建設業の全部を承継させる場合、あら

かじめ当該分割について、分割被承継法人等（分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利

義務の全部又は一部を承継させる法人であって分割被承継法人でないもの及び分割承継法人（分割により

建設業の全部を承継する法人））が許可行政庁の認可を受けた場合は、分割承継法人は、当該分割の日に、

分割被承継法人の建設業法の規定による建設業者としての地位を承継します。

※分割被承継法人が一般建設業の許可を受けている場合にあっては、当該一般建設業の許可を受けている

分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人が当該一般建設業の許可に係る建設業と

同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人が特定建設業の許可を受けている

場合にあっては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一

般建設業の許可を受けている場合は申請の対象となりません。 

（２）許可行政庁

・分割に係る法人が同一の都道府県知事の許可を受けている場合

→その許可を出している都道府県

・分割に係る法人が異なる都道府県知事の許可を受けている場合、分割に係る法人の中に国土交通大臣か

ら許可を受けた法人がある場合 

→国土交通省

※長野県知事許可に係る認可申請を国土交通大臣に行った場合は、届出書（様式第２２号の９）を長野

県に対して提出する必要があります。 

（３）申請者

分割被承継法人等（分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承

継させる法人であって分割被承継法人でないもの及び分割承継法人（分割により建設業の全部を承継す

る法人）） 

（４）分割後の許可期間

分割前に分割被承継法人等が受けていた許可の有効期間に係らず、分割の日の翌日から５年間。

４ 相続 

（１）概要

建設業者が死亡した場合において、当該建設業者（以下「被相続人」という。）の相続人（相続人が２人以上

ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定

したときは、その者。以下「相続人」という。）が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとすると

きは、その相続人は、被相続人の死亡後３０日以内に、許可行政庁に申請を行いその認可を得ることで、建

設業法の規定による被相続人の建設業者としての地位を承継します。

113



※被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあっては、相続人が当該一般建設業の許可に係る建

設業許可と同一の種類の建設業に係る特定建設業許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた

場合にあっては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設

業の許可を受けている場合は申請の対象となりません。

（２）許可行政庁

・被相続人が都道府県知事の許可を受けている場合で、相続人が建設業の許可を受けていない場合

→被相続人の許可を出している都道府県

・被相続人と相続人が同一の都道府県知事の許可を受けている場合

→被相続人と相続人の許可を出している都道府県

・上記以外の場合

→国土交通省

※長野県知事許可に係る認可申請を国土交通大臣に行った場合は、P.132の届出書（様式第２２号の

１２）を長野県に対して提出する必要があります。

（３）申請者

相続人

（４）相続後の許可期間

相続前に分割被承継法人等が受けていた許可の有効期間に係らず、相続の日の翌日から５年間。

※相続の認可申請を行った場合は、被相続人の死亡の日から認可を受ける日まで（又は認可しない旨の

通知を受ける日まで）の間は、被相続人の許可は相続人の許可と見なされます。
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

026-235-7482

日
長野県知事 特

年 0 8 月 0 10 0 号 令和 0 1）第 8 0 0 00
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

× × ×

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ 2

5 6 7 8 × ×0 （千円） 1 2 3 41 0 0 0

25

法人又は個人の別 １ ６ 1 （ ）

13 15 203 4 5 10

1

フ ァ ッ ク ス 番 号

3 2 - 0 1 1電 話 番 号 0 2 6 - 22 － 8 5 7 0郵 便 番 号 １ ５ 3 8

3 5 6 10 15 20

25 30 35 40

2 － 1幅 下 6 9 2 －字

23

南 長 野 字

20

2 0 2 0

譲 渡 及 び 譲 受 け 後
の 主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ ４ 大

譲 渡 及 び 譲 受 け 後
の 主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１ ３

小 太 郎

1 都道府県名

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
１ ２ 長 野

個 人 の 氏 名

ノ コ タ ロ ウ
代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １ ナ ガ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

建 設） ナ ガ ノ 住 宅商 号 又 は 名 称 １ ０ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ツウ タ ク ケ ン セ

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ ナ ガ ノ ジ ﾕ

3 5 10 15

11 1

30

０ ８ 1

251510認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

3 5

111 1 1

園 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶 通鋼 筋 舗しゆ板 ガと 石 屋 電 管 タ
＜譲受人に関する事項＞

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

土 建 大 左

０ ７

長野県知事 特
号8 0 0 0 0 0許可（

般
－ ）第

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 2 0
国土交通大臣

譲渡及び譲受け
の 価 格

０ ５ 10,000,000　円

大臣
コード

知事

譲渡及び譲受け
の 理 由

０ ４ （例）建設事業をやめるため、建設事業を他社に譲渡するため。
　建設事業を親から子へ承継するため。

0 △ 3 月
譲渡及び譲受け
年 月 日

日

3 1 日

3 5 7

年

０ ３ 令和 年 0

月認可申請年月日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

地方整備局長
北海道開発局長 長野市大字南長野字幅下６９２－２－１

長野県知事 殿 譲受人 (株)ナガノ住宅建設　代表取締役　長野　小太郎

令和　△　年　１　月　２９　日

申請者 譲渡人 (株)ホクシン内装　代表取締役　北信　一郎　
長野市大字南長野字幅下６９２－２－２

０ 1

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

　長　野　県 　長　野　市

様式第二十二号の五（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1

0 1

１.一般

２.特定

0 1

１.一般

２.特定

基本的な事項の記載の仕方については、

許可申請書と同じです。

押印不要

譲渡予定日を記載

譲渡契約書で定めた
譲渡の金額を記載

譲渡後に使用する許可番号を記載
※原則譲渡人の番号を記載
譲受人が建設業許可を有している場合
は譲受人の番号を記載

譲受人が申請時に受けている許可に
ついて記載（許可がない場合は空欄）

譲受人が譲受け後に営業する業種を記載（譲
渡人の許可＋譲受人の許可）

譲受人が申請時に受けている許可に
ついて記載（許可がない場合は空欄）
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解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

0 2 月 0

ファックス番号

日
長野県知事 特

年 30 0 号 平成 3 1）第 7 0 0 00
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

× × ×

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ 2

5 4 3 2 × ×0 （千円） 9 8 7 61 0 0 0

25

法人又は個人の別 ２ ７ 1 （ ）

13 15 203 4 5 10

3

フ ァ ッ ク ス 番 号

3 5 - 7 2 9電 話 番 号 0 2 6 - 20 － 8 5 7 0郵 便 番 号 ２ ６ 3 8

3 5 6 10 15 20

25 30 35 40

2 － 2幅 下 6 9 2 －字

23

南 長 野 字

20

2 0 2 0

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５ 大

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２ ４

一 郎

1 都道府県名

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
２ ３ 北 信

個 人 の 氏 名

ウシ ン イ チ ロ
代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２ ホ ク

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

装） ホ ク シ ン 内商 号 又 は 名 称 ２ １ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

シ ン ナ イ ソ ウ

5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ ホ ク

1

井 具 水 消 清

１ ９

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼
譲 り 渡 す
建 設 業

土 建 大 左 と

3

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜譲渡人に関する事項＞

　長　野　県 　長　野　市

026-235-7293

3 0

１.一般

２.特定

譲渡人の許可すべてについて記載
（許可の一部を譲渡することはできないため、
譲渡しない業種については、事前に一部廃業が必要）

譲渡人が申請時に受けている許可に
ついて記載

申請者の連絡先を記載
申請業務代行者（行政書士等）がいる場合
には、その連絡先も記載する
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

様式第二十二号の七（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 1 １

合　併　認　可　申　請　書
（第１面)

この申請書により、合併の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　 　年　 　月　 　日

申請者

地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 号 令和 日
知事 特

3 5 7

年 月

月認可申請年月日 ０ ２ 令和

０ ３ 令和 年

日

日

3 5 7

年

合 併
の 理 由

０ ４
（例）グループ会社の再編のため。

　会社を統合し、新たしい建設会社を立ち上げるため。

月合 併 年 月 日

合 併 の 価 格 ０ ５ 円

大臣
コード

知事
3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号

　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

合併後に営業しよ
う と す る 建 設 業

０ ７

3 5 10 15 25 30

認可申請時におい
て合併存続法人が
許可を受けている
建 設 業

０ ８

3 5 10 15 20

商号又は名称の
フ リ ガ ナ

０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 １ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代表者の氏名の
フ リ ガ ナ

１ １

代 表 者
１ ２

の 氏 名

3 5 10

3 5

合併後の主たる営
業所の所在地市町
村 コ ー ド

１ ３ 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15 20

合併後の主たる
営業所の所在地

１ ４

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 １ ６ （千円）

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

基本的な事項の記載の仕方については、

許可申請書や譲渡及び譲受け認可申請書と

同じです。

合併の当事者法人
すべての記載が必要
（押印は不要）

合併予定日を記載

契約で定めた譲渡の
金額を記載

合併後に使用する許可番号を記載
※原則合併消滅法人の番号を記載するが、
合併存続法人が建設業許可を有している
場合は、合併存続法人の番号を使用可能

合併存続法人が申請時に受けている許可について
記載（許可がない場合、新設合併の場合は空欄）
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１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

（用紙Ａ４）

（第２面）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

　＜合併消滅法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

認可申請時に合併
消滅法人が許可を
受けている建設業

１ ９

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代表者の氏名の
フ リ ガ ナ

２ ２

代 表 者
２ ３

の 氏 名

3 5 10

４ 都道府県名
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

主たる営業所の
所 在 地

２ ５

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 ２ ７ （千円）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和

ファックス番号

日
知事 特

所属等 氏名 電話番号

年

１.一般

２.特定

合併消滅法人が複数ある場合は、第２面を複数
作成してください。
（項番17・18は、２枚目以降の第２面の書類には記
載不要です。）

合併存続法人が申請時に受けている許可について
記載（許可がない場合、新設合併の場合は空欄）

合併消滅法人の許可すべてについて記載
（許可の一部を譲渡することはできないため、
譲渡しない業種については、事前に一部廃業が必要）

合併消滅法人が申請時に受けている許可に
ついて記載

申請者の連絡先を記載
申請業務代行者（行政書士等）がいる場合
には、その連絡先も記載する
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

様式第二十二号の八（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ １ ２ １

分　割　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、分割の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　 　年　 　月　 　日

申請者

地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 号 令和 日
知事 特

3 5 7

年 月

月認可申請年月日 ０ ２ 令和

０ ３ 令和 年

日

日

3 5 7

年

分 割 の 理 由
０ ４

（例）グループ会社の再編のため。
　建設事業を行う部署を独立させるため。

月分 割 年 月 日

分 割 の 価 格 ０ ５ 円

大臣
コード

知事
3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号

　＜分割承継法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

分割後に営業しよう
と す る 建 設 業

０ ７

3 5 10 15 25 30

認可申請時において
許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

０ ８

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 １ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １

代 表 者
１ ２

の 氏 名

3 5 10

３ 都道府県名
分割後の主たる営
業所の所在地市区
町 村 コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１

20

分割後の主たる営
業 所 の 所 在 地

１ ４

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 １ ６ （千円）

１.一般
２.特定

１.一般

２.特定

基本的な事項の記載の仕方については、

許可申請書や譲渡及び譲受け認可申請書と

同じです。

分割の当事者法人
すべての記載が必要
（押印は不要）

分割予定日を記載

契約で定めた譲渡の
金額を記載

分割後に使用する許可番号を記載
※原則合併消滅法人の番号を記載するが、
合併存続法人が建設業許可を有している
場合は、合併存続法人の番号を使用可能

合併承継法人が申請時に受けている許可について
記載（許可がない場合、新設合併の場合は空欄）

分割承継法人が合併後に営業する業種を記載
（許可がない場合、新設合併の場合は空欄）
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１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

（用紙Ａ４）

（第２面）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

　＜分割被承継法人に関する事項＞
土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

認可申請時に分割被
承継法人が許可を受
け て い る
建 設 業

１ ９

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ２ １

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２

代 表 者
２ ３

の 氏 名

3 5 10

４ 都道府県名
主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２

20

主たる営業所の所
在 地

２ ５

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 ２ ６ － 電 話 番 号

フ ァ ッ ク ス 番 号

4 5 10 13 15 20 25

資 本 金 額 等 ２ ７ （千円）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和

ファックス番号

日
知事 特

所属等 氏名 電話番号

年

１.一般

２.特定

分割被法人が複数ある場合は、第２面を複数作成
してください。
（項番17・18は、２枚目以降の第２面の書類には
記載不要です。）

合併承継法人が申請時に受けている許可について
記載（許可がない場合、新設合併の場合は空欄）

合併消滅法人の許可すべてについて記載
（許可の一部を譲渡することはできないため、
譲渡しない業種については、事前に一部廃業が必要）

分割承継法人が申請時に受けている許可に
ついて記載

申請者の連絡先を記載
申請業務代行者（行政書士等）がいる場合
には、その連絡先も記載する
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行政庁側記入欄
許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ５ （ ）

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ４

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

20

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ３

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

相続後の主たる
営業所の所在地
市区町村コード

3 5

１ ２

被相続人との続柄
１ １

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
１ ０

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ０ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ７

受けている建設業

3 5 10 15

30

て相続人が許可を
０ ６

251510認可申請時におい 3 5

井 具 水 消 清

相続後に相続人が営業し
よ う と す る 建 設 業 ０ ５

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼
＜相続人に関する事項＞

土 建 大 左 と

知事 特
号許可（

般
－ ）第

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ４
国土交通大臣

日

大臣
コード

知事

年 月

日

3 5 7

年

被 相 続 人 の
死 亡 日

０ ３ 令和

月認可申請年月日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

北海道開発局長
知事 殿 申請者 相続人

相　続　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　 　年　 　月　 　日

地方整備局長

様式第二十二号の十（第十三条の三関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ３ 1

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

基本的な事項の記載の仕方については、

許可申請書や譲渡及び譲受け認可申請書と

同じです。

相続人本人について記載
（押印不要）

戸籍謄本のとおりに記載
相続後に使用する許可番号を記載
※原則被相続人の番号を記載するが、
相続人が建設業許可を有している場合は、
相続人の番号を使用可能

相続人が相続後に営業する業種を記載
（相続人の許可＋被相続人の許可）

相続人が申請時に受けている許可について記載
（許可がない場合は空欄）

相続人が申請時に受けている許可について記載
（許可がない場合は空欄）
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解

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

月 日年
知事 特

号 令和許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ２ ６
国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ５ （ ）

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ４

3 5 6 10 15 20

25 30 35 4023

20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ３

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

２ ２ 都道府県名

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
２ １

氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

１ ８

3 5 10 15

井 具 水 消 清

１ ７

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜被相続人に関する事項＞

許可を受けていた
建 設 業

土 建 大 左 と
１.一般

２.特定

被相続人が受けていた許可すべてについて記載
（許可の一部を譲渡することはできないため、
譲渡しない業種については、事前に一部廃業が必要）

被相続人が受けていた許可について記載

申請者の連絡先を記載
申請業務代行者（行政書士等）がいる場合
には、その連絡先も記載する
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様式第二十二号の六（第十三条の二関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　 　約　 　書

　申請者は、建設業法施行規則第13条の２第８項の規定により読み替えて準用する同規
則第７条第２号に規定する届書を譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の日から法令で
定められた期限までに提出することを誓約します。

令和　 　年　 　月　 　日　

申請者　

地方整備局長

北海道開発局長

長野県知事

地方整備局長　

北海道開発局長　

　知事　」

譲渡及び譲受け、合併、分割認可申請の際に使用する様式

認可申請書に記載された全ての申請
者の記載が必要（押印は不要）
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様式第二十二号の十一（第十三条の三関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

（用紙Ａ４）

誓　 　約　 　書

　申請者は、建設業法施行規則第13条の３第６項の規定により読み替えて準用する同規
則第７条第２号に規定する届書を法令で定められた期限までに提出することを誓約しま
す。

令和　 　年　 　月　 　日　

申請者　

地方整備局長

北海道開発局長

長野県知事

地方整備局長　

北海道開発局長　

　知事　」

相続認可申請の際に使用する様式

認可申請書に記載された相続人の記
載が必要（押印は不要）
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１ 様式第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書

２ 　別紙１ 役員等の一覧表〔法人〕

３ 　別紙２ 営業所一覧表

４   別紙３ 専任技術者一覧表

５ 様式第２号 工事経歴書　※申請直前の事業年度に施工した工事を記載

６ 様式第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

７ 様式第４号 使用人数

８ 様式第６号 誓約書（欠格要件に該当しない旨の誓約書）

９ 様式第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

１０ 様式第１５号 貸借対照表〔法人〕

（１０） 様式第１８号 貸借対照表〔個人〕

１１ 様式第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書〔法人〕

（１１） 様式第１９号 損益計算書〔個人〕

１２ 様式第１７号 株主資本等変動計算書〔法人〕

１３ 様式第１７号の２ 注記表〔法人〕

１４ 様式第１７号の３ 附属明細表（注）

１５ 定款〔法人〕

１６ 様式第２０号 営業の沿革

１７ 様式第２０号の２ 所属建設業者団体

１８ 様式第２０号の３ 主要取引金融機関名

１ 様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

２ 別紙 常勤役員等の略歴書

（１） 様式第７号の２
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不要(2-1,2-2も同様)

(２－１) 別紙１ 常勤役員等の略歴書

(２－２) 別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

３ 様式第８号 専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

様式第９号 実務経験証明書

技術検定合格証明書等の資格証明書の写し（監理技術者資格者証の写しでも可）

５ 様式第１０号 指導監督的実務経験証明書　※特定建設業の申請の場合のみ

６ 様式第１２号 許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所・生年月日等に関する調書

７ 様式第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

８ 様式第１４号 株主（出資者）調書〔法人〕

９ 様式第２２号の６ 誓約書（認可後必要な届出等をする旨の誓約書）

１０ 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

１１
譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議
録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受
けに関する意思の決定を証する書類〔法人〕

１２ 登記事項証明書

１３ 納税証明書（県税、建設業許可申請用）

１４
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（登記されていないことの証明書）

１５
成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権
を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書（身分証明書）

１６ 法人番号が確認できる書類

※原則として譲受人に係る書類を作成・提出してください。書類の記載は許可申請に準じて行ってください。
※長野県知事許可に係る認可申請を、国土交通大臣に提出した場合は、届出書（様式22号の9）の提出が必要です。

区

分

様　式　番　号 申　請　書　及　び　添　付　書　類

※ 代理人に手続きを委任する場合は、委任状の提出が必要です。
※ 申請書類は原則として押印不要ですが、代理人に手続きを委任する委任状や第三者から発行される証明書等

（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格者証等）は、押印のあるものが必要です。
※上記の他に、確認書類の提出（手引P13～）が必要です。
　また、必要に応じて別途他の書類の提出を求める場合があります。

綴
る
順
序

４

閲

覧

対

象

書

類

備　 　考

法人である場合は、株主総会等で承認を受けたもの
（会社法で株主総会等での承認が不要とされている場
合を除く）

閲

覧

対

象

外

書

類

〔法人〕：法人の場合に提出が必要　〔個人〕：個人事業主の場合に提出が必要

（注）資本金１億円超又は負債総額２００億円超の株式会社、但し有価証券報告書提出会社の場合はその写しで可

譲渡・譲受け認可申請書と添付書類

譲渡人又は譲受人が法人である場合に提出
（例）株式会社の場合は、株主総会の議事録（株主総
会の承認が不要である場合は、取締役会の議事録）

「登記されていないことの証明書」及
び「身分証明書」は、個人事業主、個
人事業主の支配人、法人の役員及
び令第３条の使用人について、提出
が必要です。
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１ 様式第２２号の７ 合併認可申請書

２ 　別紙１ 役員等の一覧表

３ 　別紙２ 営業所一覧表

４  別紙３ 専任技術者一覧表

５ 様式第２号 工事経歴書　※申請直前の事業年度に施工した工事を記載

６ 様式第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

７ 様式第４号 使用人数

８ 様式第６号 誓約書（欠格要件に該当しない旨の誓約書）

９ 様式第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

１０ 様式第１５号 貸借対照表（法人用）

１１ 様式第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書（法人用）

１２ 様式第１７号 株主資本等変動計算書

１３ 様式第１７号の２ 注記表

１４ 様式第１７号の３ 附属明細表（注）

１５ 定款

１６ 様式第２０号 営業の沿革

１７ 様式第２０号の２ 所属建設業者団体

１８ 様式第２０号の３ 主要取引金融機関名

１ 様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

２ 別紙 常勤役員等の略歴書

（１） 様式第７号の２
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不要(2-1,2-2も同様)

(２－１) 別紙１ 常勤役員等の略歴書

(２－２) 別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

３ 様式第８号 専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

様式第９号 実務経験証明書

技術検定合格証明書等の資格証明書の写し（監理技術者資格者証の写しでも可）

５ 様式第１０号 指導監督的実務経験証明書　※特定建設業の申請の場合のみ

６ 様式第１２号 許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所・生年月日等に関する調書

７ 様式第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

８ 様式第１４号 株主（出資者）調書

９ 様式第２２号の６ 誓約書（認可後必要な届出等をする旨の誓約書）

１０ 合併契約書の写し及び合併比率説明書

１１ 合併の方法及び条件が記載された書面

１２
合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員
若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書
類

１３ 登記事項証明書

１４ 納税証明書（県税、建設業許可申請用）

１５
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（登記されていないことの証明書）

１６
成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権
を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書（身分証明書）

１７ 法人番号が確認できる書類

※原則として合併存続法人等（合併後存続する法人又は合併により設立させる法人）に係る書類を作成・提出してください。また、書類の記載は許可申
請に準じて行ってください。
※長野県知事許可に係る認可申請を、国土交通大臣に提出した場合は、届出書（様式22号の9）の提出が必要です。

区

分

綴
る
順
序

様　式　番　号 申　請　書　及　び　添　付　書　類 備　 　考

閲

覧

対

象

書

類

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

法人である場合は、株主総会等で承認を受けたもの
（会社法で株主総会等での承認が不要とされている場
合を除く）

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

※ 代理人に手続きを委任する場合は、委任状の提出が必要です。
※ 申請書類は原則として押印不要ですが、代理人に手続きを委任する委任状や第三者から発行される証明書等

（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格者証等）は、押印のあるものが必要です。
※上記の他に、確認書類の提出（手引P13～）が必要です。

また、必要に応じて別途他の書類の提出を求める場合があります。

（注）資本金１億円超又は負債総額２００億円超の株式会社、但し有価証券報告書提出会社の場合はその写しで可

閲

覧

対

象

外

書

類

合併認可申請書と添付書類

合併に関係する法人のものを提出
（例）株式会社の場合は、株主総会の議事録（株主総
会の承認が不要である場合は、取締役会の議事録）

新設合併の場合は不要

新設合併の場合は不要

４

「登記されていないことの証明書」
及び「身分証明書」は、法人の役
員及び令第３条の使用人について、
提出が必要です。
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１ 様式第２２号の８ 分割認可申請書

２ 　別紙１ 役員等の一覧表

３ 　別紙２ 営業所一覧表

４  別紙３ 専任技術者一覧表

５ 様式第２号 工事経歴書　※申請直前の事業年度に施工した工事を記載

６ 様式第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

７ 様式第４号 使用人数

８ 様式第６号 誓約書（欠格要件に該当しない旨の誓約書）

９ 様式第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

１０ 様式第１５号 貸借対照表（法人用）

１１ 様式第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書（法人用）

１２ 様式第１７号 株主資本等変動計算書

１３ 様式第１７号の２ 注記表

１４ 様式第１７号の３ 附属明細表（注）

１５ 定款

１６ 様式第２０号 営業の沿革

１７ 様式第２０号の２ 所属建設業者団体

１８ 様式第２０号の３ 主要取引金融機関名

１ 様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

２ 別紙 常勤役員等の略歴書

（１） 様式第７号の２
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不要(2-1,2-2も同様)

(２－１) 別紙１ 常勤役員等の略歴書

(２－２) 別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

３ 様式第８号 専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

様式第９号 実務経験証明書

技術検定合格証明書等の資格証明書の写し（監理技術者資格者証の写しでも可）

５ 様式第１０号 指導監督的実務経験証明書　※特定建設業の申請の場合のみ

６ 様式第１２号 許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所・生年月日等に関する調書

７ 様式第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

８ 様式第１４号 株主（出資者）調書

９ 様式第２２号の６ 誓約書（認可後必要な届出等をする旨の誓約書）

１０ 分割契約書又は分割計画書の写し

１１ 分割の方法及び条件が記載された書面

１２
分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社
員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証す
る書類

１３ 登記事項証明書

１４ 納税証明書（県税、建設業許可申請用）

１５
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（登記されていないことの証明書）

１６
成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権
を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書（身分証明書）

１７ 法人番号が確認できる書類

分割認可申請書と添付書類
※原則として分割承継法人（分割により建設業の全部を承継する法人）に係る書類を作成・提出してください。また、書類の記載は許可申請に準じて行っ
てください。
※長野県知事許可に係る認可申請を、国土交通大臣に提出した場合は、届出書（様式22号の9）の提出が必要です。

区

分

綴
る
順
序

様　式　番　号 申　請　書　及　び　添　付　書　類 備　 　考

閲

覧

対

象

書

類

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

４

法人である場合は、株主総会等で承認を受けたもの
（会社法で株主総会等での承認が不要とされている
場合を除く）

（注）資本金１億円超又は負債総額２００億円超の株式会社、但し有価証券報告書提出会社の場合はその写しで可

閲

覧

対

象

外

書

類

※ 代理人に手続きを委任する場合は、委任状の提出が必要です。
※ 申請書類は原則として押印不要ですが、代理人に手続きを委任する委任状や第三者から発行される証明書等

（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格者証等）は、押印のあるものが必要です。
※上記の他に、確認書類の提出（手引P13～）が必要です。

また、必要に応じて別途他の書類の提出を求める場合があります。

分割に関係する法人のものを提出
（例）株式会社の場合は、株主総会の議事録（株主
総会の承認が不要である場合は、取締役会の議事
録）

新設分割の場合は不要

新設分割の場合は不要

「登記されていないことの証明
書」及び「身分証明書」は、法人
の役員及び令第３条の使用人
について、提出が必要です。
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１ 様式第２２号の１０ 相続認可申請書

２ 　別紙２ 営業所一覧表

３  別紙３ 専任技術者一覧表

４ 様式第２号 工事経歴書　※申請直前の事業年度に施工した工事を記載

５ 様式第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

６ 様式第４号 使用人数

７ 様式第６号 誓約書（欠格要件に該当しない旨の誓約書）

８ 様式第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

９ 様式第１８号 貸借対照表（個人用）

１０ 様式第１９号 損益計算書（個人用）

１１ 様式第２０号 営業の沿革

１２ 様式第２０号の２ 所属建設業者団体

１３ 様式７号の３ 健康保険等の加入状況

１４ 様式第２０号の３ 主要取引金融機関名

１ 様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

２ 別紙 常勤役員等の略歴書

（１） 様式第７号の２
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
※様式第７号で証明する場合は提出不要(2-1,2-2も同様)

(２－１) 別紙１ 常勤役員等の略歴書

(２－２) 別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

３ 様式第８号 専任技術者証明書（新規・変更）

卒業証明書

様式第９号 実務経験証明書

技術検定合格証明書等の資格証明書の写し（監理技術者資格者証の写しでも可）

５ 様式第１０号 指導監督的実務経験証明書　※特定建設業の申請の場合のみ

６ 様式第１２号 許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所・生年月日等に関する調書

７ 様式第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

８ 様式第２２号の11 誓約書（認可後必要な届出等をする旨の誓約書）

９ 戸籍謄本等

１０
被相続人が営業していた建設業を、申請者が継続して営業する
ことに対する当該申請者以外の相続人の同意書

１１ 登記事項証明書

１２ 納税証明書（県税、建設業許可申請用）

１３
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（登記されていないことの証明書）

１４
成年被後見人又は被保佐人と見なされる者に該当せず、又破産者で復権
を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書（身分証明書）

１５ 法人番号が確認できる書類

健康保険等の加入状況（様式第７号の３）を提出し
ない場合

被相続人と申請者（相続人）の続柄が確認できるも
の

※ 代理人に手続きを委任する場合は、委任状の提出が必要です。
※ 申請書類は原則として押印不要ですが、代理人に手続きを委任する委任状や第三者から発行される証明書等

（登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、卒業証明書、資格者証等）は、押印のあるものが必要です。
※上記の他に、確認書類の提出（手引P13～）が必要です。

また、必要に応じて別途他の書類の提出を求める場合があります。

申請者以外に相続人がいる場合に必要（申請者以外
の相続人が、同意の上、住所・氏名を記載して、押
印したもの）

支配人の登記をしている場合

４

備　 　考

閲

覧

対

象

書

類

閲

覧

対

象

外

書

類

相続認可申請書と添付書類
※被相続人の死亡から30日以内に申請してください。
※原則として申請者（相続人）に係る書類を作成・提出してください。また、書類の記載は許可申請に準じて行ってください。
※長野県知事許可に係る認可申請を、国土交通大臣に提出した場合は、届出書（様式22号の12）の提出が必要です。

区

分

綴
る
順
序

様　式　番　号 申　請　書　及　び　添　付　書　類

「登記されていないことの証明書」
及び「身分証明書」は、個人事業
主、個人事業主の支配人及び令
第３条の使用人について、提出が
必要です。
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１

２

３

１

２

３

４

５

６

認可後の届出書類
※建設業者の地位を承継した者は、承継の事実が発生した後に以下の書類の届出が必要です。
※必要に応じて別途他の書類の提出・提示を求める場合があります。

様　式　番　号

様式第７号の３

書　類　名

（１）譲渡の譲受人、合併存続法人、分割承継法人（新設分割により設立された法人は除く）、相続人（相続認可申請
時に提出した場合は除く）

提　出　期　限

承継の日から40日以内

書　類　名

健康保険等の加入状況が確認できる書類（手引P13参
照）

承継の日から２週間以内

（２）合併により新設された法人、新設分割により設立された法人

様　式　番　号

承継の日から２週間以内

承継の日から30日以内

様式第７号の３ 健康保険等の加入状況（手引P62～63参照）

健康保険等の加入状況（手引P62～63参照）

健康保険等の加入状況が確認できる書類（手引P13参
照）

登記事項証明書（手引P97参照）

承継の日から40日以内

提　出　期　限

様式第20号の２ 所属建設業者団体（手引P61参照）

様式第20号 営業の沿革（手引P60参照）

常勤役員等、専任技術者の常勤性を確認する資料
（手引P14～17参照）
※申請時に提出できなかった場合に必要（保険証で
確認できない場合は１か月分の出勤簿等）

常勤役員等、専任技術者の常勤性を確認する資料
（手引P14～17参照）
※申請時に提出できなかった場合に必要（保険証で
確認できない場合は１か月分の出勤簿）
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様式二十二号の九（第十三条の二関係）

届 出 書

令和 年 月 日

長野県知事 殿 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2

ナガノ土木株式会社

届出者 代表取締役 長野 小次郎 

譲渡及び譲受け
以下のとおり、国土交通大臣に 合 併 の認可の申請を行いましたの

分 割

で届出をします。

記

１．届出者に関する事項

名称 ナガノ土木株式会社

許可番号 長野県知事許可（般－１）第 600000 号 

許可を受けている

建設業

土、と、舗 

２．譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する事項

（１）譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人に関する事項

名称

許可番号

許可を受けている

建設業

届出者と同一 

（２）譲受人、合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は分割承継法人に関する事項

名称 トウキョウ譲受株式会社

許可番号 国土交通大臣許可（特－30）第 750000 号 

許可を受けている

建設業

建、大、屋、タ、鋼、内 

（３）その他

認可の

申請

申請先の地方整備局等 関東地方整備局 

申請を行った日 令和３年１月２０日 

譲渡及び譲受け又は合併若しく

は分割の予定日

令和３年５月１０日 

長野県知事許可の建設業者が、国土交通大臣許可

の業者又は長野県以外の都道府県知事許可の業者

と譲渡及び譲受け・合併・分割の認可申請を行っ

た場合に、長野県に提出が必要です。 

不要なものを消してください。 

届出者の許可について記載 

譲渡人等の許可について記載 

（届出者と同一である場合は

その旨を記載） 

譲受人等の許可について記載 

（届出者と同一である場合は

その旨を記載） 

押印不要 
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記載要領

「

１     については、不要なものを消すこと。

    」」 

２ ２．（２）について合併により設立される法人又は分割承継法人（新設分割により設立される

法人に限る。）である場合には、許可番号及び許可を受けている建設業については記載を要しな

い。

３ ２．（１）又は（２）について届出者と同一である場合には、名称の欄に「届出者と同一」と

記載することで、２．（１）又は（２）の名称以外の部分については記載を要しない。

譲渡及び譲受け 
合 併 
分 割 
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様式二十二号の十二（第十三条の三関係）

届 出 書

令和 年 月 日

長野県知事 殿

長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

ミナミナガノハバシタ建設

届出者 南長野 太郎     

以下のとおり、国土交通大臣に相続の認可の申請を行いましたので、

に関する事項について、届出をします。

１．届出をする に関する事項

名称 ミナミナガノハバシタ建設

許可番号 長野県知事許可（般－１）第 850000 号 

許可を受けている

建設業

と、解 

２．届出者に関する事項

名称

許可番号

許可を受けている

建設業

届出者と同一 

３．その他

認可の申請 申請先の地方整備局等 関東地方整備局 

申請を行つた日 令和３年２月１ 

被相続人の死亡日 令和３年１月 19 日 

記載要領

１ については、不要なものを消すこと。

２ １．の届出が相続人に関するものであるときは、２．の届出者に関する事項の記載は要し

ない。

相 続 人

被相続人

相 続 人

被相続人

「相 続 人

被相続人」

長野県知事許可に係る相続認可申請を、国土交通大

臣に行った場合に、長野県に提出が必要です。 

不要なものを消してください。 

届出者の許可について記載 

（届出者が相続人であり、相

続人の事項について届出する

場合は、その旨を記載） 

押印不要 

届出日を記入してください。 
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表１ 建設工事の内容と例示 

 

建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに

土木工作物を建設する工事（補修、

改造又は解体する工事を含む。以下

同じ。) 

 「プレストレストコンクリート工

事」のうち橋梁等の土木工作物を総

合的に建設するプレストレストコン

クリート構造物工事は「土木一式工

事」に該当する。(と）参照 

公道下等の下水道の配管工事及び下

水処理場自体の敷地造成工事はが

「土木一式工事」である。(管)、

(水)参照 

農業用水道、かんがい用排水施設等

の建設工事は「土木一式工事」に該

当する。(水)参照 

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに

建築物を建設する工事 

  

大 工 工 事 木材の加工又は取付けにより工作物

を築造し、又は工作物に木製設備を

取付ける工事 

大工工事、型枠工事、造作工事  

左 官 工 事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、

プラスター、繊維等をこて塗り、吹

付け、又ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル

防水工事、吹付け工事、とぎ出し工

事、洗い出し工事 

防水モルタルを用いた防水工事は左

官工事業、防水工事業どちらの業種

の許可でも施工可能である。 

ラス張り工事及び乾式壁工事につい

ては、通常、左官工事を行う際の準

備作業として当然に含まれているも

のである。 

建築物に対するモルタル等の吹付け

が「左官工事」における「吹付け工

事」に該当する。(と)参照 

とび・土工・ 

コンクリート 

工 事 

イ 足場の組立て、機械器具・建設

資材等の重量物のクレーン等によ

る運搬設置、鉄骨等の組立て等を

行う工事 

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打

ぐいを行う工事 

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め

等を行う工事 

二 コンクリートにより工作物を築

造する工事 

ホ その他基礎的ないしは準備的工

事 

イ とび工事、ひき工事、足場等仮

設工事、重量物のクレーン等によ

る揚重運搬配置工事、鉄骨組立て

工事、コンクリートブロック据付

け工事 

ロ くい工事、くい打ち工事、くい

抜き工事、場所打ぐい工事 

ハ 土工事、掘削工事、根切り工

事、発破工事、盛土工事 

二 コンクリート工事、コンクリー

ト打設工事、コンクリート圧送工 

事、プレストレストコンクリート 

工事 

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工

事、ボーリンググラウト工事、土

留め工事、仮締切り工事、吹付け

工事、法面保護工事、道路付属物

設置工事、屋外広告物設置工事、

捨石工事、外構工事、はつり工

事、切断穿孔工事、アンカー工

事、あと施工アンカー工事、潜水

工事 

根固めブロック、消波ブロックの据

付け等土木工事において規模の大き

いコンクリートブロックの据付けを

行う工事、プレキャストコンクリー

トの柱、梁等の部材の設置工事等が

「とび・土工・コンクリート工事」

における「コンクリートブロック据

付け工事」である。 

(石)、(タ)参照 

既に加工された鉄骨を現場で組立て

ることのみを請け負うのが「とび・

土工・コンクリート工事」における

「鉄骨組立工事」である。(鋼)参照 

「プレストレストコンクリート工

事」のうち橋梁等の土木工作物を総

合的に建設するプレストレストコン

クリート構造物工事は「土木一式」

に該当する。 

「地盤改良工事」とは、薬液注入工

事、ウェルポイント工事等各種の地

盤の改良を行う工事の総称である。 
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建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

   

「吹付け工事」とは、「モルタル吹

付け工事」及び「種子吹付け工事」

を総称したものであり、法面処理等

のためにモルタル又は種子を吹付け

る工事をいう。(左)参照 

「法面保護工事」とは、法枠の設置

等により法面の崩壊を防止する工事

である。 

「道路付属物設置工事」には、道路

標識やガードレールの設置工事が含

まれる。 

現場で屋外広告物の制作、加工から

設置までを一貫して請け負うのが

『鋼構造物工事』における「屋外広

告工事」であり、それ以外の工事が

『とび・土工・コンクリート工事』

における「屋外広告物設置工事」で

ある。 

ほ装工事に併せて施工されるガード

レール設置工事は「ほ装工事」では

なく、「とび・土工・コンクリート

工事」に該当する。 

トンネル防水工事等の土木系防水工

事は「とび・土工・コンクリート工

事」に該当する。(防)参照 

石 工 事 石材（石材に類似のコンクリートブ

ロック及び擬石を含む。）の加工又

は積方により工作物を築造し、又は

工作物に石材を取付ける工事 

石積み（張り）工事、コンクリート

ブロック積み（張り）工事 

建築物の内外装として擬石等をはり

付ける工事や法面処理、又は擁壁と

してコンクリートブロックを積み、

又ははり付ける工事等が「石工事」

における「コンクリートブロック積

み（張り）工事」である。(と)、

(タ)参照 

屋 根 工 事 瓦、スレート、金属薄板等により屋

根をふく工事 

屋根ふき工事 「瓦」、「スレート」及び「金属薄

板」については、屋根をふく材料の

別を示したものにすぎず、またこれ

ら以外の材料による屋根ふき工事も

多いことから、これらを包括して

「屋根ふき工事」とする。したがっ

て板金屋根工事も『板金工事』では

なく『屋根工事』に該当する。 

屋根断熱工事は、断熱処理を施した

材料により屋根をふく工事であり

「屋根ふき工事」の一類型である。 

屋根一体型の太陽光パネル設置工事

は『屋根工事』に該当する。（電）

参照 

電 気 工 事 発電設備、変電設備、送配電設備、

構内電気設備等を設置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込

線工事、変電設備工事、構内電気設

備（非常用電気設備を含む。）工

事、照明設備工事、電車線工事、信

号設備工事、ネオン装置工事 

太陽光発電設備の設置工事は『電気

工事』に該当し、太陽光パネルを屋

根に設置する場合は、屋根等の止水

処理を行う工事が含まれる。（屋）

参照 

136



 

 

建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

管 工 事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排

水、衛生等のための設備を設置し、

又は金属製等の管を使用して水、

油、ガス、水蒸気等を送配するため

の設備を設置する工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工

事、空気調和設備工事、給排水・給

湯設備工事、厨房設備工事、衛生設

備工事、浄化槽工事、水洗便所設備

工事、ガス管配管工事、ダクト工

事、管内更生工事 

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設

備工事」、「空気調和設備工事」に

は、冷媒の配管工事などフロン類の

漏洩を防止する工事が含まれる。 

上下水道に関する施設の建設工事の

うち、家屋その他の施設の敷地内の

配管工事及び上水道等の配水小管を

設置する工事が「管工事」である。

(土)、(水)参照 

し尿処理に関する施設の内、規模の

大小を問わず浄化槽（合併処理槽を

含む）によりし尿を処理する施設の

建設工事が「管工事」に該当する。 

(水)、(清)参照 

建築物の中に設置される通常の空調

機器の設置工事は「管工事」に該当

する。(機)参照 

タイル・れん 

が・ブロック 

工 事 

れんが、コンクリートブロック等に

より工作物を築造し、又は工作物に

れんが、コンクリートブロック、タ

イル等を取付け、又ははり付ける工

事 

コンクリートブロック積み（張り）

工事、レンガ積み(張り)工事、タイ

ル張り工事、築炉工事、スレート張

り工事、サイディング工事 

コンクリートブロックにより建築物

を建設する工事等が「タイル・レン

ガ・ブロック工事」における「コン

クリートブロック積み（張り）工

事」であり、エクステリア工事とし

てこれを行う場合を含む。(と)、

(石)参照 

「スレート張り工事」とは、スレー

トを外壁等にはる工事を内容として

おり、スレートにより屋根をふく工

事は「屋根ふき工事」として「屋根

工事」に該当する。(屋)参照 

「コンクリートブロック」には、プ

レキャストコンクリートパネル及び

オートクレイブ養生をした軽量気ほ

うコンクリートパネルも含まれる。 

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立

てにより工作物を築造する工事 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石

油、ガス等の貯蔵用タンク設置工

事、屋外広告工事、閘門、水門等の

門扉設置工事 

鉄骨の製作、加工から組立てまでを

一貫して請け負うのが「鋼構造物工

事」における「鉄骨工事」である。 

(と)参照 

現場で屋外広告物の制作、加工から

設置までを一貫して請け負うのが

『鋼構造物工事』における「屋外広

告工事」である（と）参照 

鉄 筋 工 事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又

は組立てる工事 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工

事」と「鉄筋継手工事」からなって

おり、「鉄筋加工組立て工事」は鉄

筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工

事」は配筋された鉄筋を接合する工

事である。鉄筋継手にはガス圧接継

手、溶接継手、機械式継手等があ

る。 

舗 装 工 事 道路等の地盤面をアスファルト、コ

ンクリート、砂、砂利、砕石等によ

り舗装する工事 

アスファルト舗装工事、コンクリー

ト舗装工事、ブロック舗装工事、路

盤築造工事 

舗装工事と併せて施工されることが

多いガードレール設置工事は、「と

び・土工・コンクリート工事」に該

当する。 
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建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

   人工芝張付け工事については、地盤

面をコンクリート等で舗装した上に

はり付けるものは「舗装工事」に該

当する。 

し ゅ ん せ つ 

工 事 

河川、港湾等の水底をしゅんせつす

る工事 

しゅんせつ工事  

板 金 工 事 金属薄板等を加工して工作物に取付

け、又は工作物に金属製等の付属物

を取付ける工事 

板金加工取付け工事、建築板金工事 「建築板金工事」とは、建築物の内

外装として板金をはり付ける工事を

いい、具体的には建築物の外壁への

カラー鉄板張付け工事や、厨房の天

井へのステンレス板張付け工事等で

ある。 

ガ ラ ス 工 事 工作物にガラスを加工して取付ける

工事 

ガラス加工取付け工事、ガラスフィ

ルム工事 

 

塗 装 工 事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗

付け、又ははり付ける工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング工

事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装

工事、路面標示工事 

下地調整工事及びブラスト工事につ

いては、通常、塗装工事を行う際の

準備作業として当然に含まれている

ものである。 

防 水 工 事 アスファルト、モルタル、シーリン

グ材等によって防水を行う工事 

アスファルト防水工事、モルタル防

水工事、シーリング工事、塗膜防水

工事、シート防水工事、注入防水工

事 

「防水工事」に含まれるものは、い

わゆる建築系の防水工事のみであ

る。(と)参照 

防水モルタルを用いた防水工事は左

官工事業、防水工事業どちらの業種

の許可でも施工可能である。 

内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、

たたみ、ビニール床タイル、カーペ

ット、ふすま等を用いて建築物の内

装仕上げを行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、壁

張り工事、内装間仕切り工事、床仕

上工事、たたみ工事、ふすま工事、

家具工事、防音工事 

「家具工事」とは、建築物に家具を

据付け又は家具の材料を現場にて加

工若しくは組み立てて据付ける工事

をいう。 

「防音工事」とは、建築物における

通常の防音工事であり、ホール等の

構造的に音響効果を目的とするよう

な工事は含まれない。 

「たたみ工事」とは、採寸、割付

け、たたみの製造・加工から敷きこ

みまでを一貫して請け負う工事をい

う。 

機械器具設置 

工事 

機械器具の組立て等により工作物を

建設し、又は工作物に機械器具を取

付ける工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工

事、内燃力発電設備工事、集塵機器

設置工事、給排気機器設置工事、揚

排水機器設置工事、ダム用仮設備工

事、遊技施設設置工事、舞台装置設

置工事、サイロ設置工事、立体駐車

設備工事 

「機械器具設置工事」には広く全て

の機械器具類の設置に関する工事が

含まれるため、機械器具の種類によ

っては「電気工事」、「管工事」、

「電気通信工事」、「消防施設工

事」等と重複するものもあるが、こ

れらは原則としてそれぞれの専門工

事の方に区分し、いずれにも該当し

ない機械器具あるいは複合的な機械

器具の設置が該当する。 

「運搬機器設置工事」には昇降機設

置工事も含まれる。 

「給排気機器設置工事」とはトンネ

ル、地下道等の給排気用に設置され

る機械器具に関する工事である。

(管)参照 
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建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

熱 絶 縁 工 事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁す

る工事 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設

備又は燃料工業、化学工業等の設備

の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱

工事 

 

電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設

備、ネットワーク設備、情報設備、

放送機械設備等の電気通信設備を設

置する工事 

有線電気通信設備工事、無線電気通

信設備工事、データ通信設備工事、

情報処理設備工事、情報収集設備工

事、情報表示設備工事、放送機械設

備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事 

既に設置された電気通信設備の改

修、修繕又は補修は「電気通信設備

工事」に該当する。 

なお、保守(電気通信施設の機能性能

及び耐久性の確保を図るために実施

する点検、整備及び修理をいう)に関

する役務の提供等の業務は、「電気

通信工事」に該当しない。 

造 園 工 事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け

等により庭園、公園、緑地等の苑地

を築造する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地

ごしらえ工事、公園設備工事、広場

工事、園路工事、水景工事、屋上等

緑化工事、緑地育成工事 

「広場工事」とは、修景広場、芝生

広場、運動広場その他の広場を築造

する工事であり、「園路工事」と

は、公園内の遊歩道、緑道等を建設

する工事である。 

「公園設備工事」には、花壇、噴水

その他の修景施設、休憩所その他の

休養施設、遊戯施設、便益施設等の

建設工事が含まれる。 

「屋上緑化工事」とは、建築物の屋

上、壁面等を緑化する工事である。 

「植栽工事」には、植生を復元する

工事が含まれる。 

「緑地育成工事」とは、樹木、芝

生、草花等の植物を育成する建設工

事であり、土壌改良や支柱の設置等

を伴って行う工事である。 

さ く 井 工 事 さく井機械等を用いてさく孔、さく

井を行う工事又はこれらの工事に伴

う揚水設備設置等を行う工事 

さく井工事、観測井工事、還元井工

事、温泉掘削工事、井戸築造工事、

さく孔工事、石油掘削工事、天然ガ

ス掘削工事、揚水設備工事 

 

 

建 具 工 事 工作物に木製又は金属製の建具等を

取付ける工事 

金属製建具取付け工事、サッシ取付

け工事、金属製カーテンウォール取

付け工事、シャッター取付け工事、

自動ドアー取付け工事、木製建具取 

付け工事、ふすま工事 

 

 

水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取

水、浄水、配水等の施設を築造する

工事又は公共下水道若しくは流域下

水道の処理設備を設置する工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配水

施設工事、下水処理設備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道等の取水、浄水、配水等の施

設及び下水処理場内の処理設備を築

造、設置する工事が「水道施設工

事」に該当する。(土)、(管)参照 

し尿処理に関する施設の内、公共団

体が設置するもので下水道により収

集された汚水を処理する施設の建設

工事が「水道施設工事」に該当す

る。(管)、(清)参照 

農業用水道、かんがい用排水施設等

の工事は「土木一式工事」に該当す

る。 

139



 

 

建設工事の 

種   類 

建 設 工 事 の 内 容 

(昭和47年建設省告示第350号) 

建 設 工 事 の 例 示 

(昭和47年建設省通達第46号) 

許可業種区分の考え方等 

(建設業許可事務ガイドライン) 

消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備

若しくは消火活動に必要な設備を設

置し、又は工作物に取付ける工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラ

ー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガ

ス、蒸発性液体又は粉末による消火

設備工事、屋外消火栓設置工事、動

力消防ポンプ設置工事、火災報知設

備工事、漏電火災警報器設置工事、

非常警報設備工事、金属製避難はし

ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排

煙設備の設置工事 

「金属製避難はしご」とは、火災時

等にのみ使用する組立式のはしごで

あり、ビルの外壁に固定された避難

階段等は該当しない。このような固

定された避難階段を設置する工事は

「消防施設工事」ではなく、建築物

の躯体の一部の工事として「建築一

式工事」又は「鋼構造物工事」に該

当する。 

清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設

置する工事 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工 

事 

し尿処理に関する施設の内、公共団

体が設置するもので汲取方式により

収集されたし尿を処理する施設の建

設工事が「清掃施設工事」に該当す

る。(管)、(水)参照 

公害防止施設を単体で設置する工事

は「清掃施設工事」ではなく、それ

ぞれの公害防止施設ごとに、例えば

排水処理設備であれば「管工事」、

集塵設備であれば「機械器具設置工

事」等に区分すべきものである。 

解 体 工 事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 それぞれの専門工事において建設さ

れる目的物について、それのみを解

体する工事は各専門工事に該当す

る。総合的な企画、指導、調整のも

とに土木工作物や建築物を解体する

工事は、それぞれ「土木一式工事」

や「建築一式工事」に該当する。 
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表２－１　技術者有資格コード一覧（一般建設業）
　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科卒業＋実務経験（３年又は５年））
　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（実務経験１０年以上）
　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格者等）
　「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）　　「７○」････法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 法第７条第２号　イ　該当 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

０２ 法第７条第２号　ロ　該当 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

１１ 一級　建設機械施工管理技士　＊13 ７ ７ ７

１２ 二級　建設機械施工管理技士（第１種～第６種） ＊13 ７ ７ ７

１３ 一級　土木施工管理技士 ＊４ ７ ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７

１Ｈ 一級　土木施工管理技士補 ７※７※７※７※ ７※ ７※ ７※ ７※７※ ７※ ７※ ７※ ７※７※

１４ 二級　土木施工管理技士（土木） ＊４ ７ ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７

１Ｊ 二級　土木施工管理技士補（土木） ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

１５ 二級　土木施工管理技士（鋼構造物塗装） ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

１Ｋ 二級　土木施工管理技士補（鋼構造物塗装） ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

１６ 二級　土木施工管理技士（薬液注入） ７○ 7 ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

１Ｌ 二級　土木施工管理技士補（薬液注入） ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

２０ 一級　建築施工管理技士 ＊４ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※７※７※ ７

２Ｃ 一級　建築施工管理技士補 ７※７※７※７※７※ ７※ ７※ ７※７※７※７※７※７※７※ ７※７※７※７※７※

２１ 二級　建築施工管理技士（建築） ＊４ 7 ７○７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○７○７○７○７○７○７○ ７○７○７○７○ ７

２２ 二級　建築施工管理技士（躯体） ＊４ 7 ７○ 7 ７○７○ 7 7 7 ７○７○７○７○７○７○７○ ７○７○７○７○ ７

２３ 二級　建築施工管理技士（仕上げ） 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○７○７○７○

２Ｄ 二級　建築施工管理技士補 ７○７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○７○７○７○７○７○７○ ７○７○７○７○７○

２７ 一級　電気工事施工管理技士 7 ７※ ７※

２Ｅ 一級　電気工事施工管理技士補 ７※ ７※

２８ 二級　電気工事施工管理技士 7 ７○ ７○

２Ｆ 二級　電気工事施工管理技士補 ７○ ７○

２９ 一級　管工事施工管理技士 7 ７※ ７※７※ ７※７※ ７※７※７※７※７※

２Ｇ 一級　管工事施工管理技士補 ７※ ７※７※ ７※７※ ７※７※７※７※７※

３０ 二級　管工事施工管理技士 7 ７○ ７○７○ ７○７○ ７○７○７○７○７○

３Ａ 二級　管工事施工管理技士補 ７○ ７○７○ ７○７○ ７○７○７○７○７○

３１ 一級　電気通信工事施工管理技士 ７

３２ 二級　電気通信工事施工管理技士 ７

３３ 一級　造園施工管理技士 ７※７※７※７※ ７※ ７※ ７※ ７※７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※７※

３Ｄ 一級　造園施工管理技士補 ７※７※７※７※ ７※ ７※ ７※ ７※７※ ７※ ７※ ７※ ７※７※

３４ 二級　造園施工管理技士 ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○７○

３Ｅ 二級　造園施工管理技士補 ７○７○７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○ ７○ ７○ ７○ ７○７○

３７ 一級　建築士 ７ ７ ７ ７ ７ ７

３８ 二級　建築士 ７ ７ ７ ７ ７

３９ 木造建築士 ７

４１ 建設・総合技術監理（建設） ＊５ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

４２
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設
「鋼構造及びコンクリート」） ＊５

７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

４３ 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ７ ７

４４ 電気・電子・総合技術監理（電気・電子） ７ ７

４５ 機械・総合技術監理（機械） ７

４６
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工
学」又は「熱工学」)

７ ７

４７ 上下水道・総合技術監理（上下水道） ７ ７

４８
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下
水道「上水道及び工業用水道）

７ ７ ７

４９ 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ７ ７ ７

５０ 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） ７

５１ 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） ７ ７ ７

５２ 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） ７

５３
衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管
理」）

７ ７

５４
衛生工学「廃棄物管理」又は｢汚物処理｣＊１・総合技術監
理（衛生工学「廃棄物管理」）

７ ７ ７

建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類

建
　
　
設
　
　
業
　
　
法
　
　
「

 
技
　
術
　
検
　
定
 
」

合
　
　
　
　
格
　
　
　
　
証
　
　
　
　
明
　
　
　
　
書

建
築
士
法

「

建
築
士
試
験
」

免
許
証

コード 資　　　格　　　区　　　分

技
術
士
法
　
「

技
術
士
試
験
」

登
　
　
　
録
　
　
　
証
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

５５ 第一種　電気工事士 ７

５６ 第二種　電気工事士　　　　　　　　　３年 ７

５８ 電気主任技術者（第１種～第３種）　　５年 ７

５９ 電気通信主任技術者　　　　　　　　　５年 ７

資
格

者
証 ３５ 工事担任者　　　　　　　　　　　　　３年　＊14 ７

免
状

６５ 給水装置工事主任技術者　　　　　　　１年 ７

６８ 甲種消防設備士 ７

６９ 乙種消防設備士 ７

５７ とび・とび工 ７ ７

６４ 型枠施工 ７ ７

６６ ウェルポイント施工 ７

６７ 路面標示施工 ７

７０ 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ７ ７ ７

７１ 建築大工 ７

７２ 左官 ７

７３ コンクリート圧送施工 ７

７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ７

７５ 給排水衛生設備配管 ７

７６ 配管＊７・配管工 ７

７７ タイル張り・タイル張り工 ７

７８ 築炉・築炉工・れんが積み ７

７９
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロッ
ク施工

７ ７

８０ 石工・石材施工・石積み ７

８１ 鉄工＊８・製罐 ７

８２ 鉄筋組立て・鉄筋施工＊９ ７

８３ 工場板金 ７

建築板金(選択科目「内外装板金作業」) ７ ７

板金工・板金（選択科目「建築板金作業」に限る）＊10 ７ ７

８５ 板金・板金工・打出し板金 ７

８６ かわらぶき・スレート施工 ７

８７ ガラス施工 ７

８８ 塗装＊12・木工塗装・木工塗装工 ７

８９ 建築塗装・建築塗装工 ７

９０ 金属塗装・金属塗装工 ７

９１ 噴霧塗装 ７

９２ 畳製作・畳工 ７

９３
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上
げ施工・表装・表具・表具工

７

９４ 熱絶縁施工 ７

９５
建具製作・建具工・木工＊12・カーテンウォール施工・
サッシ施工

７

９６ 造園 ７

９７ 防水施工 ７

９８ さく井 ７

４０ 基礎ぐい工事 ７

６０ 解体工事 ７

６１ 地すべり防止工事　　　　　　　　　　１年 ７ ７

６２ 建築設備士　　　　　　　　　　　　　１年 ７ ７

６３ 計装　　　　　　　　　　　　　　　　１年 ７ ７

登録電気工事基幹技能者 ７ ７

登録橋梁基幹技能者 ７ ７

登録造園基幹技能者 ７

登録コンクリート圧送基幹技能者 ７

登録防水基幹技能者 ７

建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類
コード 資　　　格　　　区　　　分

職
　
業
　
能
　
力
　
開
　
発
　
促
　
進
　
法
　
　
「

 
技
　
能
　
検
　
定
 
」

合
　
　
　
　
　
格
　
　
　
　
　
証
　
　
　
　
　
書 ８４

３６
＊７

※等級区分
が２級の場
合は、合格
後３年（平
成15年度以
前の合格者
は１年）以
上の実務経
験を要す
る。

免
　
状

水 道 法
＊３

消
防
法

「

消
防
設
備
士
試

験
」

免
状

＊２

電
気
通
信
事
業
法

電
気
事
業
法

電
気
工
事
士
法
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録トンネル基幹技能者 ７

登録建設塗装基幹技能者 ７

登録左官基幹技能者 ７

登録機械土工基幹技能者 ７

登録海上起重基幹技能者 ７

登録ＰＣ基幹技能者 ７ ７

登録鉄筋基幹技能者 ７

登録圧接基幹技能者 ７

登録型枠基幹技能者 ７

登録配管基幹技能者 ７

登録鳶・土工基幹技能者 ７

登録切断穿孔基幹技能者 ７

登録内装仕上工事基幹技能者 ７

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 ７

登録エクステリア基幹技能者 ７ ７ ７

登録建築板金基幹技能者 ７ ７

登録外壁仕上基幹技能者 ７ ７ ７

登録ダクト基幹技能者 ７

登録保温保冷基幹技能者 ７

登録グラウト基幹技能者 ７

登録冷凍空調基幹技能者 ７

登録運動施設基幹技能者 ７ ７ ７

登録基礎工基幹技能者 ７

登録タイル張り基幹技能者 ７

登録標識・路面標示基幹技能者 ７ ７

登録消火設備基幹技能者 ７

登録建築大工基幹技能者 ７

登録硝子工事基幹技能者 ７

登録土工基幹技能者 ７

登録ＡＬＣ基幹技能者 ７

登録ウレタン断熱基幹技能者 7

登録発破・破砕基幹技能者 7

登録建築測量基幹技能者 7

登録解体基幹技能者 7

登録圧入工基幹技能者 7

登録送電線工事基幹技能者 7 7

登録さく井基幹技能者 7

９９ その他（上記コードに該当するものを除く） ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

＊１　「汚物処理」は、昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目である。

＊２　電気工事士法による「電気工事士試験」、電気事業法による「電気主任技術者国家試験等」、電気通信事業法による「電気通信主任技術者試験」

＊３　水道法による「給水装置工事主任技術者試験」

＊４　平成27年度までの合格者に対しては、当該技術検定合格後、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

＊５　当面の間、当該試験に合格後、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

＊６　建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を１０年以上有する

場合について、当該建設業の種類における技術者として認められる。なお、平成３０年４月１日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建

設業の種類に関して１０年以上の実務経験を有していない者については、実務経験年数を１０年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものと

し、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第２６条第１項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載され

ていることで確認を行う。

＊７　配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の 配管とする 

ものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

＊８　鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限 られます。 

＊９　鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作 業」とする 

ものの双方に合格した者に限られます。

＊10　板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、 選択科目

を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

＊11　土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

＊12　塗装：昭和４８年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても「塗装」に該当します。

＊13　令和１年度までの合格者の名称は「建設機械施工技士」です。

＊14　「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は「総合通信」の工事担任者資格者証の交付を

　　　者に限られます。（資格者証の交付を受けた後３年以上の実務経験が必要）

そ　の　他

コード 資　　　格　　　区　　　分
建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類

３６
＊６
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表２－２　技術者有資格コード一覧（特定建設業）

は指定建設業７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 法第７条第２号　イ　該当 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

０２ 法第７条第２号　ロ　該当 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

０３ 法第15条第２号　ハ　該当(同号イと同等以上) ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３

０４ 法第15条第２号　ハ　該当(同号ロと同等以上) ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

１１ 一級　建設機械施工管理技士　＊13 ９ ９ ９

１２ 二級　建設機械施工管理技士（第１種～第６種）　＊13 ８

１３ 一級　土木施工管理技士 ＊４ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ９

１Ｈ 一級　土木施工管理技士補 ８※８※８※８※ ８※ ８※ ８※ ８※８※ ８※ ８※ ８※ ８※８※

１４ 二級　土木施工管理技士（土木） ＊４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○８○ ８○ ８○ 8 ８○ 8

１Ｊ 二級　土木施工管理技士補（土木） ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

１５ 二級　土木施工管理技士（鋼構造物塗装） ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

１Ｋ 二級　土木施工管理技士補（鋼構造物塗装） ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

１６ 二級　土木施工管理技士（薬液注入） ８○ 8 ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

１Ｌ 二級　土木施工管理技士補（薬液注入） ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

２０ 一級　建築施工管理技士 ＊４ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※８※８※ ９

２Ｃ 一級　建築施工管理技士補 ８※８※８※８※８※ ８※ ８※ ８※８※８※８※８※８※８※ ８※８※８※８※８※

２１ 二級　建築施工管理技士（建築） ＊４ ８○８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○８○８○８○８○８○８○ ８○８○８○８○ ８

２２ 二級　建築施工管理技士（躯体） ＊４ 8 ８○ 8 ８○８○ 8 8 ８○８○８○８○８○８○８○ ８○８○８○８○ ８

２３ 二級　建築施工管理技士（仕上げ） 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○８○８○８○

２Ｄ 二級　建築施工管理技士補 ８○８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○８○８○８○８○８○８○ ８○８○８○８○８○

２７ 一級　電気工事施工管理技士 9 ８※ ８※

２Ｅ 一級　電気工事施工管理技士補 ８※ ８※

２８ 二級　電気工事施工管理技士 ８○ ８○

２Ｆ 二級　電気工事施工管理技士補 ８○ ８○

２９ 一級　管工事施工管理技士 ９ ８※ ８※８※ ８※８※ ８※８※８※８※８※

２Ｇ 一級　管工事施工管理技士補 ８※ ８※８※ ８※８※ ８※８※８※８※８※

３０ 二級　管工事施工管理技士 ８○ ８○８○ ８○８○ ８○８○８○８○８○

３Ａ 二級　管工事施工管理技士補 ８○ ８○８○ ８○８○ ８○８○８○８○８○

３１ 一級　電気通信工事施工管理技士 9

３２ 二級　電気通信工事施工管理技士 ８

３３ 一級　造園施工管理技士 ８※８※８※８※ ８※ ８※ ８※ ８※８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※８※

３Ｄ 一級　造園施工管理技士補 ８※８※８※８※ ８※ ８※ ８※ ８※８※ ８※ ８※ ８※ ８※８※

３４ 二級　造園施工管理技士 ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

３Ｅ 二級　造園施工管理技士補 ８○８○８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○ ８○ ８○ ８○ ８○８○

３７ 一級　建築士 ９ ９ ９ ９ ９ ９

３８ 二級　建築士 ８ ８ ８ ８

３９ 木造建築士 ８

４１ 建設・総合技術監理（建設） ＊５ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

４２
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造及び
コンクリート」） ＊５

９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

４３ 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） ９ ９

４４ 電気・電子・総合技術監理（電気・電子） ９ ９

４５ 機械・総合技術監理（機械） ９

４６
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱
工学」)

９ ９

４７ 上下水道・総合技術監理（上下水道） ９ ９

４８
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水
道及び工業用水道）

９ ９ ９

４９ 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） ９ ９ ９

５０ 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） ９

５１ 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） ９ ９ ９

５２ 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） ９

５３ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」） ９ ９

５４
衛生工学「廃棄物管理」又は｢汚物処理｣＊１・総合技術監理（衛生工
学「廃棄物管理」）

９ ９ ９

技
術
士
法
　
「

技
術
士
試
験
」

合
　
　
　
　
格
　
　
　
　
証
　
　
　
　
明
　
　
　
　
書

免
許
証

建
築
士
法

建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類
資　　　格　　　区　　　分コード

「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「

建
築
士
試
験
」

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

登
　
　
　
録
　
　
　
証

建
　
　
設
　
　
業
　
　
法
　
　
「

 
技
　
術
　
検
　
定
 
」

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）
「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）
「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）
「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）
「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）
「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

５５ 第一種　電気工事士

５６ 第二種　電気工事士　　　　　　　　　３年

５８ 電気主任技術者（第１種～第３種）　　５年

５９ 電気通信主任技術者　　　　　　　　　５年 ８

資
格

者
証 ３５ 工事担任者　　　　　　　　　　　　　３年　＊14 ８

免
状

６５ 給水装置工事主任技術者　　　　　　　１年

６８ 甲種消防設備士 ８

６９ 乙種消防設備士 ８

５７ とび・とび工 ８ ８

６４ 型枠施工 ８ ８

６６ ウェルポイント施工 ８

６７ 路面標示施工 ８

７０ 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ８ ８

７１ 建築大工 ８

７２ 左官 ８

７３ コンクリート圧送施工 ８

７４ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管

７５ 給排水衛生設備配管

７６ 配管＊８・配管工

７７ タイル張り・タイル張り工 ８

７８ 築炉・築炉工・れんが積み ８

７９ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 ８ ８

８０ 石工・石材施工・石積み ８

８１ 鉄工＊８・製罐

８２ 鉄筋組立て・鉄筋施工＊９ ８

８３ 工場板金 ８

建築板金(選択科目「内外装板金作業」) ８ ８

板金工・板金（選択科目「建築板金作業」に限る）＊10 ８ ８

８５ 板金・板金工・打出し板金 ８

８６ かわらぶき・スレート施工 ８

８７ ガラス施工 ８

８８ 塗装＊12・木工塗装・木工塗装工 ８

８９ 建築塗装・建築塗装工 ８

９０ 金属塗装・金属塗装工 ８

９１ 噴霧塗装 ８

９２ 畳製作・畳工 ８

９３
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施
工・表装・表具・表具工

８

９４ 熱絶縁施工 ８

９５
建具製作・建具工・木工＊12・カーテンウォール施工・サッシ施
工

８

９６ 造園

９７ 防水施工 ８

９８ さく井 ８

４０ 基礎ぐい工事 ８

６０ 解体工事 ８

６１ 地すべり防止工事　　　　　　　　　　１年 ８ ８

６２ 建築設備士　　　　　　　　　　　　　１年

６３ 計装　　　　　　　　　　　　　　　　１年

登録電気工事基幹技能者 ８

登録橋梁基幹技能者 ８

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者 ８

登録防水基幹技能者 ８

８４

合
　
　
　
　
　
格
　
　
　
　
　
証
　
　
　
　
　
書

資　　　格　　　区　　　分

免
状

３６
＊６

消
防
法

※等級区分が
２級の場合
は、合格後３
年（平成15年
度以前の合格
者は１年）以
上の実務経験
を要する。

職
　
業
　
能
　
力
　
開
　
発
　
促
　
進
　
法
　
　
「

 
技
　
能
　
検
　
定
 
」

電
気
通
信
事
業
法

電
気
事
業
法

電
気
工
事
士
法

「

消
防
設
備
士
試

験
」

水 道 法
＊３

＊２

免
　
状

建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類
コード
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録トンネル基幹技能者 ８

登録建設塗装基幹技能者 ８

登録左官基幹技能者 ８

登録機械土工基幹技能者 ８

登録海上起重基幹技能者 ８

登録ＰＣ基幹技能者 ８ ８

登録鉄筋基幹技能者 ８

登録圧接基幹技能者 ８

登録型枠基幹技能者 ８

登録配管基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者 ８

登録切断穿孔基幹技能者 ８

登録内装仕上工事基幹技能者 ８

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 ８

登録エクステリア基幹技能者 ８ ８ ８

登録建築板金基幹技能者 ８ ８

登録外壁仕上基幹技能者 ８ ８ ８

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者 ８

登録グラウト基幹技能者 ８

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者 ８

登録基礎工基幹技能者 ８

登録タイル張り基幹技能者 ８

登録標識・路面標示基幹技能者 ８ ８

登録消火設備基幹技能者 ８

登録建築大工基幹技能者 ８

登録硝子工事基幹技能者 ８

登録土工基幹技能者 ８

登録ＡＬＣ基幹技能者 ８

登録ウレタン断熱基幹技能者 8

登録発破・破砕基幹技能者 8

登録建築測量基幹技能者 8

登録解体基幹技能者 ８

登録圧入工基幹技能者 ８

登録送電線工事基幹技能者 ８

登録さく井基幹技能者 ８

９９ その他（上記コードに該当するものを除く） ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

＊１　「汚物処理」は、昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目である。

＊２　電気工事士法による「電気工事士試験」、電気事業法による「電気主任技術者国家試験等」、電気通信事業法による「電気通信主任技術者試験」

＊３　水道法による「給水装置工事主任技術者試験」

＊４　平成27年度までの合格者に対しては、当該技術検定合格後、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

＊５　当面の間、当該試験に合格後、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

＊６　建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を１０年以上有する場合について、

当該建設業の種類における技術者として認められる。なお、平成３０年４月１日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して１０年以上

の実務経験を有していない者については、実務経験年数を１０年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものし、実務経験を有する建設業の種類について建設

業法第２６条第１項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行う。 

＊７　配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の 配管とするものにあっては、 

選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

＊８　 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限 られます。 

＊９　 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作 業」とするものの双方に 

合格した者に限られます。

＊10　板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、 選択科目を「建築板金

作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

＊11　土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

＊12　塗装：昭和４８年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても「塗装」に該当します。

＊13　令和２年度までの合格者の名称は「建設機械施工技士」です。

＊14　「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は「総合通信」の工事担任者資格者証の交付を

　　　者に限られます。（資格者証の交付を受けた後３年以上の実務経験が必要）

資　　　格　　　区　　　分
建　　　　設　　　　業　　　　の　　　　種　　　　類

そ　の　他

コード

３６
＊６
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表３ 建設業の業種別指定学科 
（建設業法施行規則第１条〔建設業法第７条第２号イに規定する学科〕） 

許可を受けようとする 
建    設    業 

学               科 

土 木 工 事 業 

舗 装 工 事 業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は

造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛

生工学又は交通工学に関する学科 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左 官 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

タ イ ル ・ れ ん が ・ 
ブ ロ ッ ク 工 事 業 

塗 装 工 事 業 

解 体 工 事 業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電 気 工 事 業 

電 気 通 信 工 事 業 

電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管 工 事 業 

水 道 施 設 工 事 業 

清 掃 施 設 工 事 業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 

鋼 構 造 物 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

し ゅ ん せ つ 工 事 業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板 金 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 

防 水 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科 

機械器具設置工事業 

消 防 施 設 工 事 業 

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

熱 絶 縁 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

造 園 工 事 業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さ く 井 工 事 業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

建 具 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科 
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表４ 建設業許可と他の法令における工事業の関係 

 

解体工事業 （建設リサイクル法） 

内        容 担当機関 

(1) 軽微な工事（建設業許可が必要ない工事）のみを請け負い、土木

工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けずに解体工事

業を営もうとする者は、解体工事を施工しようとする区域を管轄す

る都道府県知事の登録を受けなければなりません。 

 (2) 登録を受けて解体工事業を営もうとする者は、土木施工管理技士

等の一定の資格を有する者を技術管理者として置かなければなり

ません。 

県庁建設部 

建設政策課建設業担当 

 

【TEL】 

026－235-7293 

【所在地】 

長野市大字南長野字幅下

692－２ 

浄化槽工事業 （浄化槽法） 

内       容 担当機関 

(1) 土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けた者が、 

浄化槽工事業を開始する場合には、浄化槽工事を施工しようと 

する区域を管轄する都道府県知事に届出をしなければなりません。 

(2) 軽微な工事（建設業許可が必要ない工事）のみを請け負い、土木

工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けずに浄化槽工事

業を営もうとする者は、浄化槽工事を施工しようとする区域を管轄

する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 

(3) 浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽設備士の資格を有する

者を営業所に置かなければなりません。 

県庁建設部 

建設政策課建設業担当 

 

【TEL】 

026－235-7293 

【所在地】 

長野市大字南長野字幅下

692－２ 

消防施設工事業 （消防法） 

内       容 担当機関 

  消防施設工事のうち、消防法で定める消防用設備等又は特殊消防 

用設備等の設置工事を施工する場合は、消防法に基づく消防設備 

士免状を受けた者を置かなければなりません。 

(一財)消防試験研究 

センター 

【TEL】 

026－232-0871 

【所在地】 

長野市大字南長野字幅下

667－６ 

長野県土木センター１階 
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電気工事業 （電気工事業法） 

内        容 担当機関 

(1) 建設業の許可を受けた者が、電気工事業を開始する場合は、

営業所を１つの都道府県の区域内に設置する場合はその区

域を管轄する都道府県知事に、営業所を２つ以上の都道府

県の区域内に設置する場合は経済産業大臣に届出をしなけ

ればなりません。 

(2) 軽微な工事（建設業許可が必要ない工事）のみを請け負い、

建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする者は、上記

(1)の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければな

りません。 

(3) 登録を受けて電気工事業を営もうとする者は、第一種電気工

事士等の資格を有する者を主任電気工事士として営業所に置

かなければなりません。また、電気工事士の資格を有しない者を

電気工事の施工に従事させることはできません。 

※ 第一種電気工事士は、電気工事士法により、前回の講習受

講日（新しく免状交付を受けた者は交付日）から５年以内に講習

を受講することが義務づけられています。 

営業所の所在地を管轄する 

県地域振興局商工観光課 

 

【佐久】   0267-63-3158 

【上田】   0268-25-7141 

【諏訪】   0266-57-2922 

【上伊那】 0265-76-6829 

【南信州】 0265-53-0432  

【木曽】   0264-25-2228 

【松本】   0263-40-1933 

【北ｱﾙﾌﾟｽ】 0261-23-6523 

【長野】   026-234-9528 

【北信】   0269-23-0219 

電気通信工事業 （電気通信事業法） 

内       容 担当機関 

電気通信工事のうち、電気通信回線と端末設備等を接続する 

工事を施工する場合は、工事担任者の資格を有する者を置かな 

ければなりません。 

 

総務省 

各総合通信局・通信事務所 
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表５ 建設業許可申請受付機関一覧 

 

〇書類の経由、申請書等（副本）の閲覧 

※建設事務所では申請書類の受付・審査は一切行いません。 

 

部  署 所 在 地 電 話 番 号 

県庁 建設部 

建設政策課建設業担当 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下692-2 
026-235-7293 

建設事務所 管轄地域 郵便番号・所在地 電話番号 

佐久建設事務所 
小諸市、佐久市、 

南佐久郡及び北佐久郡 

〒384-0301 

佐久市臼田2015 
0267-82-3101 

上田建設事務所 
上田市、東御市及び 

小県郡 

〒386-8555 

上田市材木町1-2-6 

上田合同庁舎５Ｆ 

0268-25-7161 

諏訪建設事務所 
岡谷市、諏訪市、 

茅野市及び諏訪郡 

〒392-8601 

諏訪市上川1-1644-10 

諏訪合同庁舎４Ｆ 

0266-57-2933 

伊那建設事務所 
伊那市、駒ヶ根市及び 

上伊那郡 

〒396-8666 

伊那市荒井3497 

伊那合同庁舎４Ｆ 

0265-76-6845 

飯田建設事務所 飯田市、下伊那郡 

〒395-0034 

飯田市追手町2-678 

飯田合同庁舎６Ｆ 

0265-53-0448 

木曽建設事務所 木曽郡 

〒397-8550 

木曽郡木曽町福島2757-1 

木曽合同庁舎５Ｆ 

0264-25-2237 

松本建設事務所 
松本市、塩尻市、 

安曇野市及び東筑摩郡 

〒390-0852 

松本市大字島立1020 

松本合同庁舎４Ｆ 

0263-40-1961 

大町建設事務所 大町市、北安曇郡 

〒398-8602 

大町市大町1058-2 

大町合同庁舎４Ｆ 

0261-23-6530 

長野建設事務所 

長野市、須坂市、 

千曲市、坂城町、 

上高井郡及び上水内郡 

〒380-0836 

長野市大字南長野南県町

686-1 

長野合同庁舎４Ｆ 

026-234-9537 

北信建設事務所 
中野市、飯山市、 

下高井郡及び栄村 

〒383-8515 

中野市大字壁田955 

北信合同庁舎３Ｆ 

0269-23-0791 
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表６ 申請手数料納入 例（知事許可の場合） 
 

申 請 区 分 現在受けている許可 受けようとする許可 例（既許可業種⇒申請業種） 手数料 

１ 新    規 

― 一般建設業 
 な  し ⇒ 般‐土 般‐と 
          新９ 

 9万円 

― 特定建設業 
 な  し ⇒ 特‐土 特‐と 
          新９ 

 9万円 

― 一般＋特定建設業 
 な  し ⇒ 般‐土 特‐と 
        新９   新９ 

18万円 

２ 許可換え新規 国土交通大臣許可 
知事許可 
（新規と同様） 

 （同左） (同左) 

３ 般 ・ 特 新 規 

一般建設業 特定建設業 
 般‐土 ⇒ 特‐土 特‐と 
          新９ 

 9万円 

特定建設業 

一般建設業 
 特‐土 ⇒ 般‐建 般‐と 
          新９ 

 9万円 

一般建設業 
 （既許可業種を含む場合） 

 特‐土 ⇒ 般‐土 般‐と 
 特‐建     新９ 
   ※特‐土の廃業が必要 

 9万円 

４ 業 種 の追 加 

一般建設業 一般建設業 
 般‐土 ⇒ 般‐と 般‐水 
          追５ 

 5万円 

特定建設業 特定建設業 
 特‐土 ⇒ 特‐と 特‐水 
          追５ 

 5万円 

一般＋特定建設業 一般建設業 
 般‐土 ⇒ 般‐水 
 特‐と   追５ 

 5万円 

一般＋特定建設業 特定建設業 
 般‐土 ⇒ 特‐水 
 特‐と   追５ 

 5万円 

一般＋特定建設業 一般＋特定建設業 

 般‐土   般‐建 般‐管 
     ⇒   追５ 
 特‐と  特‐水 
      追５ 

10万円 

５ 更    新 

 

※有効期間の 

調整をする 

場合を含む 

一般建設業 一般建設業 
 般‐土 ⇒ 般‐土 般‐水 
 般‐水     更５ 

 5万円 

特定建設業 特定建設業 
 特‐土 ⇒ 特‐土 特‐水 
 特‐水     更５ 

 5万円 

一般＋特定建設業 

一般＋特定建設業 

 般‐土   般‐土 
     ⇒ 更５ 
 特‐水  特‐水 
      更５ 

10万円 

一般建設業(有効期
間調整しない場合) 

 般‐土 ⇒ 般‐土 
 特‐水   更５  

 5万円 

特定建設業(有効期
間調整しない場合) 

 般‐土 ⇒ 特‐水 
 特‐水   更５ 

 5万円 

(注)１ 「例」の欄の見方 

許可を受けようとする建設業 一般建設業 ＝ 般 特定建設業 ＝ 特 → 般‐土 ← 業 種 

申請区分 新規（許可換え新規、般・特新規を含む） ＝ 新      →   新９   ← 手数料(万円) 

業種の追加               ＝ 追               

更   新               ＝ 更 

２ 「許可の有効期間の調整」とは、別個に二以上の許可を受けている場合、一の許可の更新を申請する際に、有効期

間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請し、全てをあわせて一件の許可

の更新として許可することをいう。 
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申 請 区 分 現在受けている許可 受けようとする許可 例（既許可業種⇒申請業種） 手数料 

６ 般 ・ 特 新 規 
     ＋ 
  業 種 の追 加 

一般建設業 
 ○新  特定建設業 
 ○追  一般建設業 

 般‐土 ⇒ 特‐建 般‐水 
        新９   追５ 

14万円 

特定建設業 

 ○新  一般建設業 
 ○追  特定建設業 

 特‐土 ⇒ 般‐建 特‐水 
        新９   追５ 

14万円 

 ○新  一般建設業 
 （既許可業種を含む場合） 
 ○追  特定建設業 

 特‐土 ⇒ 般‐土 特‐水 
 特‐建    新９   追５ 
   ※特‐土の廃業が必要 

14万円 

７ 般 ・ 特 新 規 
     ＋ 
  更    新 

一般建設業 
 ○新  特定建設業 
 ○更  一般建設業 

 般‐土 ⇒ 特‐建 般‐土 
        新９   更５ 

14万円 

特定建設業 

 ○新  一般建設業 
 ○更  特定建設業 

 特‐土 ⇒ 般‐建 特‐土 
        新９   更５ 

14万円 

 ○新  一般建設業 
 （既許可業種を含む場合） 
 ○更  特定建設業 

 特‐土 ⇒ 般‐土 特‐建 
 特‐建    新９   更５ 
   ※特‐土の廃業が必要 

14万円 

８ 業 種 の追 加 
         ＋ 
  更    新 

一般建設業 
 ○追  一般建設業 
 ○更  一般建設業 

 般‐土 ⇒ 般‐と 般‐土 
        追５   更５ 

10万円 

特定建設業 
 ○追  特定建設業 
 ○更  特定建設業 

 特‐土 ⇒ 特‐と 特‐土 
        追５   更５ 

10万円 

一般＋特定建設業 

 ○追  一般建設業 
 
 ○更  一般＋特定 

 般‐土   般‐建 
     ⇒ 追５ 
 特‐水  般‐土 特‐水 
      更５  更５ 

15万円 

 ○追  特定建設業 
 
 ○更  一般＋特定 

 般‐土   特‐建 
     ⇒ 追５ 
 特‐水  般‐土 特‐水 
      更５  更５ 

15万円 

 ○追  一般＋特定 
 
 ○更  一般＋特定 

 般‐土   般‐建 特‐管 
     ⇒ 追５   追５ 
 特‐水  般‐土 特‐水 
      更５  更５ 

20万円 

９ 般 ・ 特 新 規 
         ＋ 
  業 種 の追 加 
     ＋ 
  更    新 

一般建設業 

 ○新  特定建設業 
 
 ○追  一般建設業 
 
 ○更  一般建設業 

       特‐建 
       新９ 
 般‐土 ⇒ 般‐と 般‐水 
        追５ 
      般‐土 
      更５ 

19万円 

特定建設業 

 ○新  一般建設業 
 
 ○追  特定建設業 
 
 ○更  特定建設業 

       般‐建 般‐と 
         新９ 
 特‐土 ⇒ 特‐水 
      追５ 
      特‐土 
      更５ 

19万円 

 ○新  一般建設業 
 （既許可業種を含む場合） 
 ○追  特定建設業 
 
 ○更  特定建設業 

       般‐土 般‐と 
         新９ 
 特‐土 ⇒ 特‐水 
 特‐建   追５ 
      特‐建 
      更５ 
   ※特‐土の廃業が必要 

19万円 
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表７ 市町村コード一覧 

 

地域 市 町 村 コード 地域 市 町 村 コード 地域 市 町 村 コード 

佐 

久 

小 諸 市 20208 

飯 

田 

飯 田 市 20205 

大 
町 

大 町 市 20212 

佐 久 市 20217 下伊那郡松 川 町 20402 北安曇郡池 田 町 20481 

南佐久郡小 海 町 20303   〃  高 森 町 20403   〃  松 川 村 20482 

  〃  佐久穂町 20309   〃  阿 南 町 20404   〃  白 馬 村 20485 

  〃  川 上 村 20304   〃  阿 智 村 20407   〃  小 谷 村 20486 

  〃  南 牧 村 20305   〃  平 谷 村 20409 

長 

野 

長 野 市 20201 

  〃  南相木村 20306   〃  根 羽 村 20410 須 坂 市 20207 

  〃  北相木村 20307   〃  下 條 村 20411 千 曲 市 20218 

北佐久郡軽井沢町 20321   〃  売 木 村 20412 埴科郡 坂 城 町 20521 

  〃  御代田町 20323   〃  天 龍 村 20413 上高井郡小布施町 20541 

  〃  立 科 町 20324   〃  泰 阜 村 20414    〃   高山村 20543 

上 

田 

上 田 市 20203   〃  喬 木 村 20415 上水内郡信濃町 20583 

東 御 市 20219   〃  豊 丘 村 20416    〃   飯綱町 20590 

小県郡 青 木 村 20349   〃  大 鹿 村 20417   〃  小川村 20588 

  〃  長 和 町 20350 

木 

曽 

木曽郡 上 松 町 20422 

北 

信 

中 野 市 20211 

諏 
訪 

岡 谷 市 20204  〃  南木曽町 20423 飯 山 市 20213 

諏 訪 市 20206  〃  木 祖 村 20425 下高井郡山ノ内町 20561 

茅 野 市 20214  〃  王 滝 村 20429   〃  木島平村 20562 

諏訪郡 下諏訪町 20361  〃  大 桑 村 20430   〃  野沢温泉村 20563 

 〃  富士見町 20362  〃  木 曽 町 20432 下水内郡栄  村 20602 

 〃  原    村 20363 

松 

本 

松 本 市 20202  

伊 

那 

伊 那 市 20209 塩 尻 市 20215  

駒ヶ根市 20210 安曇野市 20220 

上伊那郡辰 野 町 20382 東筑摩郡麻 績 村 20446     

  〃  箕 輪 町 20383   〃  生 坂 村 20448    

  〃  飯 島 町 20384   〃  山 形 村 20450    

  〃  南箕輪村 20385   〃  朝 日 村 20451    

  〃  中 川 村 20386    〃   筑 北 村 20452    

  〃  宮 田 村 20388    
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